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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

(注) １ 売上高には消費税等は含まれていない。 
２ 第100期から、新たに子会社になったMetaldyne Holdings LLC及びその子会社68社と、新たに設立及び出資を行った

Guangzhou Asahi Dongling Research & Development Co., Ltd.を連結子会社に含めている。 
第99期から、連結に占める重要性が増したため、第98期まで非連結子会社であった旭テック東北販売㈱、アサヒサービス
㈱、アサヒテックサービス㈱の３社を連結範囲に含めている。また、第99期から新たに子会社となったテクノメタル㈱を連
結の範囲に加えている。なお、第99期についてはテクノメタル㈱のみなし取得日が連結会計年度末であるため、貸借対照表
のみを連結している。 

３ 第97期、第98期、第99期及び第100期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株
当たり当期純損失であるため記載していない。 

４ 第96期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載してい
ない。 

５ 第97期、第98期、第99期及び第100期の自己資本利益率、株価収益率については、損失を計上しているため記載していな
い。 

６ 第99期から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議
会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指
針第６号 平成15年10月31日）を適用している。 

７ 純資産額の算定にあたり、第100期から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準員会 企業
会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基
準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用している。 

８ 従業員数は、就業人員数を表示している。 

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 51,138 52,884 57,574 57,994 145,702

経常利益又は 
経常損失（△） 

(百万円) 438 △195 107 1,447 △162

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

(百万円) 215 △6,151 △1,294 △282 △665

純資産額 (百万円) 18,064 14,053 12,580 15,332 76,082

総資産額 (百万円) 51,829 50,135 49,558 72,593 304,691

１株当たり純資産額 (円) 302.10 211.69 171.60 161.69 190.39

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失（△） 

(円) 3.61 △75.74 △14.58 △3.74 △6.40

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 34.9 28.0 25.4 21.1 24.0

自己資本利益率 (％) 1.2 － － － －

株価収益率 (倍) 28.81 － － － －

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,561 1,698 2,972 2,772 2,675

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,566 △3,586 △2,104 △6,831 △43,306

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,410 3,204 △574 4,366 44,927

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 2,058 3,411 3,716 4,119 8,735

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
2,178 
(246)

2,350
(302)

2,632
(515)

3,695 
(702)

10,207
(914)



(2) 提出会社の経営指標等 

(注) １ 売上高には消費税等は含まれていない。 

２ 第97期、第98期及び第99期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載していない。 

３ 第96期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

いない。 

４ 第97期、第98期及び第99期の自己資本利益率、株価収益率については、損失を計上しているため記載していない。 

５ 第99期から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用している。 

６ 純資産額の算定にあたり、第100期から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企

業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用している。 

７ 臨時従業員の平均雇用人員は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満のため記載を省略している。 

  

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 44,632 45,895 46,338 47,720 49,548

経常利益又は 
経常損失（△） 

(百万円) 80 △685 △1,121 557 1,146

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

(百万円) 22 △6,367 △2,259 △724 2,192

資本金 (百万円) 4,669 5,669 5,712 7,218 34,384

発行済株式総数 (株) 59,835,313 88,407,313 88,842,313 99,376,129 299,179,032

純資産額 (百万円) 19,565 15,395 12,934 14,734 71,390

総資産額 (百万円) 47,844 46,135 44,451 54,286 110,642

１株当たり純資産額 (円) 327.19 220.71 177.48 151.75 182.81

１株当たり配当額 
（内１株当たり 
中間配当額） 

(円) 

(円) 

－ 

(－)

－

(－)

－

(－)

－ 

(－)

－

(－)

１株当たり当期純利益 
又は純損失（△） 

(円) 0.37 △78.39 △25.46 △8.71 12.06

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) － － － － 11.26

自己資本比率 (％) 40.9 33.4 29.1 27.1 64.4

自己資本利益率 (％) 0.1 － － － 5.1

株価収益率 (倍) 281.08 － － － 17.25

配当性向 (％) － － － － －

従業員数 (名) 882 834 833 780 755



２ 【沿革】 

  

  昭和13年８月   旭鋳物工場を改組し、旭可鍛鉄株式会社を設立。 

  25年１月   日本碍子㈱が資本参加、同社の子会社となる。 

  33年６月   アルミニウム合金鋳物の製造を開始。 

  36年２月   名古屋証券取引所市場第二部に上場。 

  11月   可鍛鋳鉄増産のため豊川工場を建設。 

  39年11月   アルミニウム合金鋳物拡充のため菊川南工場を建設。 

  51年６月   アルミホイールの専門製造工場として100％出資の旭軽合金㈱を設立。 

  53年５月   豊栄工業㈱に資本参加。子会社とする。 

  55年12月   東京証券取引所第二部に上場。 

  62年９月   日本碍子㈱の子会社から関連会社となる。 

  平成元年３月   子会社Asahi Somboon Aluminium Co.,Ltd.を設立。 

  11月   旭テック株式会社に社名変更。 

  ２年11月   東京証券取引所、名古屋証券取引所各市場第一部に上場。 

  ３年９月   子会社旭軽合金㈱の営業全部を譲り受ける。 

  ５年５月   子会社Asahi Somboon Metals Co.,Ltd.を設立。 

  ７年９月   アルミニウム合金鋳物拡充のため横地工場を建設。 

  10年８月   決算期を５月31日から３月31日に変更。 

  11年４月   連結基準の変更により日本碍子㈱の子会社となる。 

  ８月   子会社旭鍛造㈱をマテック㈱に営業譲渡。 

  13年９月   保有株式の売却により、㈱エーテックを非連結子会社から除外。 

  15年５月   米国投資会社リップルウッド・ホールディングスL.L.Cが資本参加。 

  10月   合弁会社 Dicastal Asahi Aluminium Co.,Ltd.を設立。 

 

17年１月 

  
    

連結子会社であるAsahi Somboon Aluminium Co.,Ltd.がAsahi Tec Aluminium 
(Thailand) Co.,Ltd.に、Asahi Somboon Metals Co.,Ltd.がAsahi Tec Metals 
(Thailand) Co.,Ltd.にそれぞれ社名を変更。 

 
３月 

    
RHJインターナショナル(RHJ International) SA/NVが当社の株式を取得、親会
社となる。 

  18年２月   テクノメタル㈱に資本参加。子会社とする。 

 

19年１月 

  
    

Metaldyne Corporationに資本参加。子会社とする。 

持分法適用関連会社であるAsahi Somboon Shippo Moulds Co., Ltd.がShippo 
Asahi Moulds (Thailand) Co., Ltd. に社名を変更。 

 

３月 

  
  
    

普通株式の海外における募集の実施により議決権保有割合が相対的に減少した
ため、RHJインターナショナル(RHJ International) SA/NVが当社の親会社から
その他の関係会社に変更となる。 

合弁会社Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd.を設立。 



３ 【事業の内容】 

当企業グループは、当社、子会社77社、関連会社３社及びその他の関係会社２社で構成され、一般素形材部品、機器

装置類の製造販売を主な事業内容としている。当企業グループが営んでいる主な事業内容、事業に係わる位置づけ及び

事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりである。 

(注) １ 事業品目としての一般自動車部品には、アルミ鍛造・アルミ合金鋳物・アルミダイカスト・ダクタイル鋳鉄・

普通鋳物・鉄鍛造による製品の製造販売、機械加工及びサブアセンブリ等が含まれている。 

２ 当社の連結子会社であるMetaldyne Holdings LLCは、北米及び欧州地域を中心に事業を展開している子会社の

経営管理を担うMetaldyne Corporationを傘下に収めている持株会社である。 

  

事業の種類別セグメント 事業品目及び役務 主要な関係会社 

一般素形材部品関連事業 一般自動車部品   (注)１ 豊栄工業㈱ 

    テクノメタル㈱ 

    Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd. 

    Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd. 

    
Guangzhou Asahi Dongling  

Research & Development Co., Ltd. 

    
Metaldyne Holdings LLC及びその子会社68社 

(注)２

    Shippo Asahi Moulds (Thailand) Co., Ltd. 

  アルミホイール Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd. 

    Dicastal Asahi Aluminium Co., Ltd. 

    Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd. 

機器装置類関連事業 電力機器の送・配電線用金具 旭テック東北販売㈱ 

  環境装置 アサヒサービス㈱ 

その他の事業 福利厚生サービス業務 アサヒテックサービス㈱ 



事業の系統図は次のとおりである。 

 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

  

名称 住所 
資本金
又は 

出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の所有又
は被所有割合 

(％) 
関係内容 

(連結子会社)   

豊栄工業㈱ 三重県いなべ市員弁町 90
百万円 

アルミ鍛造品
の製造販売、
各 種 機 械・部
品の加工組立 

製品の購入 
外注加工 
役員の兼任（１名） 
当社借入金に対する担保
資産提供 
当社借入金に対する債務
保証 

55.6

テクノメタル㈱ 
        (注)１、３ 福島県二本松市高田 1,940

百万円 

ダクタイル鋳
鉄・普 通 鋳
物・鉄 鍛 造・
アルミダイカ
ストの製造販
売、機 械 加
工、サ ブ ア セ
ンブリ 

66.0

役員の兼任（５名） 
資金の貸付 
当社借入金に対する担保
資産提供 
当社借入金に対する債務
保証 

旭テック東北販売㈱ 宮城県仙台市青葉区 10
百万円 

架線金具の
代理販売 100.0

販売手数料支払 
役員の兼任（１名） 
当社借入金に対する債務
保証 

アサヒサービス㈱ 東京都港区
20

百万円 

水処理物品の
販売・工事 
請負 

100.0

原材料の購入 
役員の兼任（１名） 
当社借入金に対する債務
保証 

アサヒテックサービス㈱ 静岡県菊川市 10
百万円 

福利厚生
サービス業務 100.0

福利厚生代行料支払 
当社借入金に対する債務
保証 

Asahi Tec Aluminium  
(Thailand) Co.,Ltd. 

タイ国 
サムトプラカーン県 
バンボー郡 

1,480
百万バーツ 

アルミ合金鋳
物・ア ル ミ ホ
イールの製造
販売 

100.0

製品の購入 
原材料の有償支給 
役員の兼任（３名） 
債務保証 
資金の貸付 
当社借入金に対する担保
資産提供 
当社借入金に対する債務
保証 

Asahi Tec Metals  
(Thailand) Co., Ltd. 

タイ国 
チョンブリ県 
シラチャ郡 

331
百万バーツ 

ダクタイル鋳
鉄・普 通 鋳 鉄
鋳物の製造販
売 

100.0

製品の購入 
原材料の有償支給 
役員の兼任（３名） 
債務保証 
当社借入金に対する担保
資産提供 
当社借入金に対する債務
保証 

Metaldyne Holdings LLC 
アメリカ合衆国 
デラウェア州 
ウィルミントン市 

429
百万ドル 持株会社 100.0 ―――――― 

Metaldyne Corporation 
(注)１、３ 

アメリカ合衆国 
ミシガン州プリムス市 

428
百万ドル 

輸送機器関連
の メ タ ル 部
品、ア セ ン ブ
リ及びモジュ
ール製品の設
計、製 造、供
給 

100.0
(100.0) 役員の兼任（６名） 

Metaldyne DuPage  
Die Casting Corporation 

アメリカ合衆国 
イリノイ州ナイル市 

50
ドル 

輸送機器関連
の メ タ ル 部
品、ア セ ン ブ
リ及びモジュ
ール製品の設
計、製 造、供
給 

100.0
(100.0) 役員の兼任（１名） 



  

  

名称 住所 
資本金
又は 

出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の所有又
は被所有割合 

(％) 
関係内容 

Metaldyne Lester Precision  
Die Casting, Inc. 

アメリカ合衆国 
オハイオ州 
ツインバーグ市、 
ソロン市 

10
ドル 

輸送機器関連
の メ タ ル 部
品、ア セ ン ブ
リ及びモジュ
ール製品の設
計、製 造、供
給 

100.0
(100.0) 役員の兼任（１名） 

Metaldyne Machining &  
Assembly Company, Inc. 

アメリカ合衆国 
インディアナ州 
ブラフトン市、 
フレモント市他 

50,000
ドル 

輸送機器関連
の メ タ ル 部
品、ア セ ン ブ
リ及びモジュ
ール製品の設
計、製 造、供
給 

100.0
(100.0) 役員の兼任（１名） 

Metaldyne Sintered  
Components, LLC 

アメリカ合衆国 
ペンシルバニア州 
リッジウェイ市 

100,000
ドル 

輸送機器関連
の メ タ ル 部
品、ア セ ン ブ
リ及びモジュ
ール製品の設
計、製 造、供
給 

100.0
(100.0) ―――――― 

Metaldyne Sintered  
Components of Indiana,  
Inc. 

アメリカ合衆国 
インディアナ州 
ノースヴァーノン市 

1,000
ドル 

輸送機器関連
の メ タ ル 部
品、ア セ ン ブ
リ及びモジュ
ール製品の設
計、製 造、供
給 

100.0
(100.0) 役員の兼任（１名） 

Windfall Products, Inc. 
アメリカ合衆国 
ペンシルバニア州 
セントメリー市 

1
百万ドル 

輸送機器関連
の メ タ ル 部
品、ア セ ン ブ
リ及びモジュ
ール製品の設
計、製 造、供
給 

100.0
(100.0) 役員の兼任（１名） 

Guangzhou Asahi Dongling  
Research & Development  
Co., Ltd. 

中華人民共和国 
広東省広州増城市 

3
百万中国元 

自動車部品等
の研究開発、
設 計、解 析、
試 験、技 術 コ
ンサルタント
及びそれに関
連する業務 

51.0 役員の兼任（１名） 

その他アメリカ持株会社２社 

その他アメリカ連結子会社29社 

その他ヨーロッパ連結子会社19社 

その他アジア連結子会社４社 

その他連結子会社７社 

(持分法適用関連会社)   
Shippo Asahi Moulds  
(Thailand) Co., Ltd.  

(注)２ 

タイ国 
サムトプラカーン県 
バンサオトーン郡 

170
百万バーツ 

鋳造用金型の
製造販売 

49.0
(16.5)

役員の兼任（１名） 

Dicastal Asahi Aluminium  
Co., Ltd. 

中華人民共和国 
広東省広州増城市 

40
百万中国元 

アルミホイー
ルの製造販売 25.0

製品の購入 
役員の兼任（１名） 

Wheelhorse Asahi Aluminium 
Co., Ltd. 

中華人民共和国 
広東省広州増城市 

50
百万中国元 

アルミホイー
ルの製造販売 30.0

製品の購入 
役員の兼任（１名） 



  

(注) １ 特定子会社に該当している。 

２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数である。 

３ 売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えている連結子会社の主要な損益

情報等は以下のとおりである。 

  テクノメタル㈱ 

  (1) 売上高    32,006百万円 

  (2) 経常利益     670百万円 

  (3) 当期純利益    343百万円 

  (4) 純資産額    4,631百万円 

  (5) 総資産額   20,060百万円 

  Metaldyne Corporation （連結） 

  (1) 売上高    51,407百万円 

  (2) 経常利益   △2,339百万円 

  (3) 当期純利益  △2,881百万円 

  (4) 純資産額   50,360百万円 

  (5) 総資産額   221,576百万円 

  

名称 住所 
資本金
又は 

出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の所有又
は被所有割合 

(％) 
関係内容 

(その他の関係会社)   

RHJインターナショナル  
SA/NV 

ベルギー王国 
ブリュッセル 

88,491
百万円 持株会社

被所有
37.0 

当社借入金に対する担保
資産提供 
株式の無償譲渡 
役員の兼任（１名） 

三井物産㈱ 東京都千代田区 323,213
百万円 総合商社

被所有
19.0 

原材料の購入 
役員の兼任（１名） 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員(当企業グループから当企業グループ外への出向者を除き、当企業グループ外から当企業グループへ

の出向者を含む)であり、臨時従業員数は( )内に年間平均人員を外数で記載している。 

２ 事業の内容としてはその他の事業にあたるアサヒテックサービス㈱の従業員数は、一般素形材部品関連事業に含めてい

る。 

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものである。 

４ 当連結会計年度において、前連結会計年度と比較すると従業員数が6,512人の増加（前連結会計年度は3,695人）、臨時従

業員数が212人の増加（前連結会計年度は702人）となった。これは主に当連結会計年度よりMetaldyne Holdings LLC及び

その子会社68社を連結の範囲に含めたことによるものである。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。 

２ 臨時従業員の平均雇用人員は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満のため記載を省略している。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

  

(3) 労働組合の状況 

当企業グループには、旭テック労働組合、豊栄工業労働組合及びテクノメタル労働組合が組織(組合員数1,370名)されており、

旭テック労働組合はJAMに、テクノメタル労働組合は三菱自動車労働組合連合会に属している。また、在外連結子会社の

Metaldyne Holdings LLC及びその子会社68社では、全米自動車労働者組合や金属産業労組（ドイツ）などに計3,391名の従業員が

加入している。 

なお、労使関係は円滑で特記すべき事項はない。 

  

事業の種類別セグメント名 従業員数(人)

一般素形材部品関連事業 
9,610 
(907) 

機器装置類関連事業 
134 
(－) 

全社(共通) 
463 
(7) 

合計 
10,207 

(914) 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

755 41.8 19.3 6,106,601



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や好調な設備投資などを背景に、概ね堅調に推移し

た。 

  

このような環境下、当企業グループの当連結会計年度の連結売上高は、平成18年２月28日に買収したテクノメ

タル㈱と平成19年１月11日に買収した米国Metaldyne Holdings LLC及びその子会社（以下、「メタルダイン社」

という。）を連結子会社としたことを主体に増加し、前期比151.2％増加の1,457億２百万円となった。 

当連結会計年度の連結損益は、既存事業における採算性の改善、テクノメタル㈱とメタルダイン社の損益が加

わったこと、更にメタルダイン社買収に伴うのれんの償却費を計上したこと等により、全体では営業利益32億76

百万円（前期比12億62百万円増）、経常損失１億62百万円（前期比16億９百万円減）となった。 

また、当連結会計年度は、環境対策引当金を特別損失に計上する一方、繰延税金資産の計上に伴う法人税等調

整額の戻入を行った結果、当期純損失は６億65百万円（前期比３億83百万円悪化）となった。 

なお、上記連結業績には、テクノメタル㈱の当期業績として、売上高320億６百万円、経常利益６億70百万円、

当期純利益３億43百万円、メタルダイン社の買収日以降の当期業績として、売上高514億７百万円、経常損失23億

39百万円、当期純損失28億81百万円が含まれている。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。なお、各セグメントの売上高にはセグメント間の内部売

上高を含めており、営業損益は、配賦不能営業費用控除前の金額である。 

  

〔一般素形材部品関連事業〕 

一般素形材部品関連事業は、テクノメタル㈱とメタルダイン社の損益が加わったこと、タイ国内向け自動車用

部品の需要好調が継続していることなどにより増加した。この結果、売上高は前期比173.4%増加の1,369億41百万

円となり、営業利益は、売上高の増加と生産性向上や購買コストの削減により、前期比40.8％増加の36億51百万

円となった。 

  

〔機器装置類関連事業〕 

機器装置類関連事業の売上高は、送電線用金具の需要増、水処理工事の受注増等により、前期比10.0％増加の

88億円となり、営業利益は前期比26.7％増加の９億10百万円となった。 

  

所在地別のセグメントの業績は次のとおりである。なお、各セグメントの売上高にはセグメント間の内部売上

高を含めており、営業損益は、配賦不能営業費用控除前の金額である。 

  

〔日本〕 

国内売上高は、オートバイ部品や機器装置関連事業での需要増とテクノメタル㈱が加わったことにより、前期

比68.6％増加の830億91百万円となり、営業利益は売上高の増加や採算性の向上等により前期比35.6％増加の43

億56百万円となった。 

  



〔アジア地域〕 

アジア地域は、タイ国内の自動車業界の活況が継続しており、売上高は前期比38.4％増加の192億３百万円と

なり、営業利益は、原材料の高騰やバーツ高による影響を受けたものの、売上高の増加や生産性の向上等により

前期比10倍の５億28百万円となった。 

  

〔米国〕 

新たに完全子会社となったメタルダイン社の主な事業拠点である米国の売上高は356億円となり、営業損失は１

億37百万円となった。なお、当該セグメントは当連結会計年度より新たに追加したセグメントであるため前年同

期比較については記載していない。 

  

〔欧州〕 

新たに完全子会社となったメタルダイン社の主な事業拠点である欧州地域の売上高は127億８百万円となり、営

業利益は14億47百万円となった。なお、当該セグメントは当連結会計年度より新たに追加したセグメントである

ため前年同期比較については記載していない。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて46億15百万円増加し、87億35百万円となった。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ97百万円減少し、26億75百万円の収入となっ

た。この減少は、メタルダイン社の業績反映による影響及び利息及び法人税等の支払額の増加、テクノメタル㈱

の株式取得に伴うアドバイザリー費用及びリファイナンス費用の支出などによるものである。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ364億75百万円減少し、433億６百万円の支出と

なった。この減少は、有形固定資産の取得、メタルダイン社の取得及びタイ連結子会社Asahi Tec Aluminium 

(Thailand) Co., Ltd.、Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd.株式の追加取得などによるものである。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ405億61百万円増加し、449億27百万円の収入と

なった。この増加は、Ｃ種優先株式及び普通株式の発行による調達などによる。 

なお、当連結会計年度の連結キャッシュ・フローにおいては、テクノメタル㈱の当期業績と平成19年１月11日

に買収し、連結子会社としたメタルダイン社の買収日以降の当期業績の影響を反映している。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

 生産、受注及び販売の状況において、当連結会計年度よりテクノメタル㈱とメタルダイン社を一般素形材部品関連

事業に含めている。 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

(注) １ 金額は販売価格をもって表示しており、セグメント間振替高は含まれていない。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

(注) １ 受注高、受注残高には、セグメント間振替高は含まれていない。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

(注) １ 販売高には、セグメント間振替高は含まれていない。 

２ 近２連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりである。

３ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 前年同期比(％) 

一般素形材部品関連事業 136,941 271.5

機器装置類関連事業 8,895 109.5

合計 145,837 249.1

事業の種類別セグメント 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

一般素形材部品関連事業 159,014 317.2 19,827 1,129.5

機器装置類関連事業 9,738 123.4 2,049 184.4

合計 168,752 290.8 21,877 763.0

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 前年同期比(％) 

一般素形材部品関連事業 136,902 273.7

機器装置類関連事業 8,800 110.3

合計 145,702 251.2

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

三菱ふそうトラック・バス㈱ 9,436 16.3 33,712 23.1

スズキ㈱ 7,232 12.5 7,665 5.3



３ 【対処すべき課題】 

自動車メーカーがグローバル展開を推し進め、より付加価値の高いモジュール化された領域での部品の外製比率を

高める中、このダイナミックな業界変化に対応する戦略こそが、自動車部品各社の競争優位を決定付ける要諦とな

る。当企業グループは、こうした業界動向を好機と捉え、鉄及びアルミニウムにおける鋳造・鍛造の素形材メーカー

として、アジア地域に生産拠点を構えつつ市場を拡大していくことをこれまでの戦略とし、今後もこうした取り組み

を継続させていくことを企図している。お客さまのニーズに応える新技術や競争力のある製品をタイムリーに提供

し、安定した収益をあげる強い体質の企業を実現するため、以下の施策を推進していく。 

(1) 技術的イノベーション 

当企業グループが所有する技術シーズ、ノウハウ及び人材を 大限活用し、選択と集中により技術開発をスピー

ドアップしていく。 

さらには、環境装置事業や電力機器事業においても、お客さまのニーズを先取りした魅力ある新製品を提供して

いく。 

(2) 品質、納期優先意識の徹底  

当企業グループは、お客さまから も信頼され、満足をしていただける会社になるため、不良品流出と納期遅延

の防止を、常に 優先として全社員が行動し、また、これをシスティマティックに実現する方策として、軽合金及

び鋳鉄製造業としてハイレベルな品質、コスト競争力を目標とし、信頼性の高い製品を継続して提供していく。 

(3) 成長戦略 

当企業グループは、平成19年１月11日付でメタルダイン社を買収し、完全子会社化した。 

メタルダイン社は、自動車のパワートレイン、シャシー向けシステム及びモジュールの世界有数のサプライヤー

であり、本件買収を通じて当企業グループは、メタルダイン社の有する精密加工や振動制御等のエンジニアリン

グ・設計及び製造技術といった、より付加価値の高い領域を取り込むこととなる。また同時に、コネクティングロ

ッド等のメタルダイン社の優れた焼結金属製品を加えることによって、当企業グループの鋳造・鍛造技術の製品群

の一層の拡充を図っていく。 

一方、当企業グループのグローバル展開の視点からも北米、欧州、中国、韓国、インド、ブラジル等に拠点を有

するメタルダイン社の買収は、事業領域を補完的に拡大することになり、当社戦略を一層推し進めるものになる。

本件買収によって当企業グループは、より付加価値の高いモジュール化された領域においても、自動車メーカーの

ニーズにより柔軟に、そしてよりグローバルに対応することが可能となる。 

具体的には、本件買収は以下の観点から、当企業グループビジネスのさらなる成長に寄与するものと考えてい

る。 

ⅰ．グローバルプラットフォームの拡大：北米での競争力に加え、欧州、中国、韓国、インド、ブラジルにお

いても大きなプレゼンスを持つメタルダイン社の顧客基盤の獲得。 

ⅱ．経験豊富な経営陣の連携：すでに高い経験を持つ当社経営陣を加え、自動車産業に主要経営陣で１人平均

29年、５人トータルで140年身をおくメタルダイン社経営陣からのノウハウの追加。 

ⅲ．製品の相互供給・販売：北米、欧州、アジアにおける主要自動車メーカーとの取引関係の強化と製品群の

拡充。 

ⅳ．エンジニアリング能力の強化：粉末冶金、ハイパー・ダクタイル、ハイバキュームHDPC、マグネシウム・

ダイキャストを含む両社のパワートレインやシャシーに関する先進技術の共有化、ならびにエンジニアリ

ング能力の相互活用による高機能サスペンションシステム等の高付加価値製品の投入。 

ⅴ．研究開発能力の向上。 

ⅵ．生産能力の拡充：アルミ鋳造、ダクタイル鋳鉄、焼結金属、精密機械加工等における生産 

能力の向上。 

ⅶ．共同購買を通じたコスト削減：例）材料、部品、金型及びサービス 

ⅷ．生産設備の相互有効活用：現在の生産能力の拡充及び共同利用の更なる促進。 

ⅸ．メタルダイン社の軽車両と当社の大型トラックにおける市場機会の拡大。 

また、環境装置、電力機器事業では、利益の極大化を目指し、独立事業体として自立できるよう育成していく。

 (4) 人材の育成強化 

グローバル化に対応、提案型企業実現のため、人材の交流、研修制度と公的資格取得支援制度の充実など、企業



戦略に必要な人材開発体制の強化を行い、個々人のスキルアップを図るとともに、能力と成果主義による給与、

処遇制度を導入していく。 

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当企業グループの経営成績及び財務状

況等（株価等を含む）に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項と考えている。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生

した場合の対応に努める方針である。 

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成19年６月28日）現在において当企業グループが判

断したものである。 

(1) 主要客先との取引について 

当企業グループは一般素形材部品関連事業において、主に自動車メーカーに対し販売を行っているが、三菱

ふそうトラック・バス㈱、スズキ㈱、三菱自動車工業㈱、本田技研工業㈱、DaimlerChryslerAG、Ford Motor 

Company、General Motors Corporation等の販売依存度（売上高に占める当該販売先への売上実績の割合）の高

い取引先がある。これらの取引先の事業方針、営業施策が当企業グループの業績に影響を与える可能性があ

る。 

                                    (単位：百万円) 

    (注) １ 当連結会計年度における主要客先への売上のうち、DaimlerChryslerAG、Ford Motor Company、
General Motors Corporationについてはメタルダイン社買収日（平成19年１月11日）以降の売上が
含まれている。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

(2) 原材料購入に係るリスクについて 

当企業グループ製品の原材料（鋼屑、アルミ地金、コークス等）については、需給による国際的な市場価格

と関係があるため、大幅な価格変動が起こり得る。当企業グループの業績に影響を与えないよう極力販売価格

への転稼を図っているが、転稼できないリスクがあり、それにより当企業グループの業績に影響を与える可能

性がある。 

相手先 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

売上 割合(％) 売上 割合(％) 

三菱ふそうトラック・バス㈱ 9,436 16.3 33,712 23.1 

DaimlerChryslerAG － － 12,587 8.6 

Ford Motor Company － － 8,522 5.9 

三菱自動車工業㈱ 4,292 7.4 8,906 6.1 

スズキ㈱ 7,232 12.5 7,665 5.3 

General Motors Corporation － － 3,386 2.3 

本田技研工業㈱ 3,473 6.0 1,783 1.2 



(3) 業績の下期偏重について 

当企業グループは一般素形材部品、機器装置関連部品の製造・販売を主たる事業としている。そのうち二輪

車用部品や官公庁向けの環境装置事業などは下期に受注が集中するため、売上高、利益とも下期に偏る傾向が

ある。 近２連結会計年度の上期及び下期の業績推移は以下のとおりである。 

なお、前連結会計年度については、上期においてタイの連結子会社Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., 

Ltd.の業績が好調であったこと、また下期においてアルミホール事業のタイの連結子会社Asahi Tec Aluminium 

(Thailand) Co., Ltd.への生産移管、生産立上げに伴う生産性・製造上の問題により業績が悪化したことなど

により、下期偏重にはなっていない。また、当連結会計年度については、平成19年１月11日付で買収し、完全

子会社としたメタルダイン社の買収日以降の業績が含まれている。 

                                  (単位：百万円) 

    (注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

 (4) 有利子負債について 

当連結会計年度末の当企業グループの借入金の大部分には、財務制限条項が付されている。所定の水準を達

成できなかった場合は貸主の請求により、借入人は本契約上の債務の期限の利益を失い、直ちにこれを弁済し

なければならないことになっている。また、多額の有利子負債の返済により、新規設備投資等が十分に行え

ず、当企業グループの業績に影響を与える可能性がある。 

 (5) 客先からの値下げに関わるリスクについて 

当企業グループの主たる製品は、自動車業界の激しいコスト競争の中で、客先から常に価格の値引きと高い

品質を維持するように要請を受けている。これらに対処するために継続的な生産性の向上、購入品コストの削

減、不良品率の低減等の努力をしているが、これらのコスト削減努力が製品の値下げ要請を十分に吸収できな

い場合、当企業グループの業績に影響を与える可能性がある。 

(6) 利益率と生産性向上実現のリスクについて 

当企業グループは利益率を向上させるために、①生産性向上のための生産管理システム改善、②購入品コス

トの削減、③品質向上による不良品の削減及び客先からの返品部品の削減、④コスト削減のためのタイ、中国

を中心としたアジア地域及び東欧への製造拠点の移転を進めている。これらの活動のスピードが十分でない場

合やコスト削減のための投資が予想以上に多額になった場合、また海外での人材の育成や技術の移転が上手く

いかず海外への生産移管によるコスト削減が期待通りに実現しない場合、コスト競争力を失い当企業グループ

の業績に影響を与える可能性がある。 

 (7) テクノメタル㈱の子会社化について 

当社は、ビジネス領域の拡大及び業務効率の向上を目的として、平成18年２月28日に三菱ふそうトラック・

バス㈱との間で、その100％子会社である三菱ふそうテクノメタル㈱（現 テクノメタル㈱）の株式の取得に関

する契約を締結し、128,000株（66%）を29億69百万円で取得した。この契約には、契約締結後18ヶ月経過した

日から契約締結後36ヶ月の間に三菱ふそうトラック・バス㈱が所有するテクノメタル㈱の残りの持分を当社が

一定の価格（現金もしくは株式交換）で追加取得するという株式買取条項が含まれており、平成19年２月27日

に三菱ふそうトラック・バス㈱より、平成19年８月29日付でテクノメタル㈱の残りの持分を売却する旨の通知

を受領している。 

テクノメタル㈱の当企業グループへの参加により、当企業グループでは、 大限シナジーを発揮し、①自動

項目 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

通期 上期 下期 通期 上期 下期 

売上高 

(構成比) 

57,994 

(100.0%) 

26,407 

(45.5%) 

31,587 

(54.5%) 

145,702 

(100.0%) 

44,042 

(30.2%) 

101,660 

(69.8%) 

営業利益 

(構成比) 

2,013 

(100.0%) 

1,070 

(53.2%) 

942 

(46.8%) 

3,276 

(100.0%) 

1,279 

(39.1%) 

1,996 

(60.9%) 



車エンジン部品分野への新規参入、②顧客ニーズに対応した製法提案の強化、③高付加価値製品領域の拡

大、④開発効率・生産効率の向上、⑤コスト削減による利益率の向上、を図っていくが、シナジー効果が十分

発揮できなかった場合、当企業グループの業績に影響を与える可能性がある。 

(8) メタルダイン社の子会社化について 

当企業グループは、自動車メーカーがグローバル展開を推し進め、より付加価値の高いモジュール化された

領域での部品の外製比率を高める中、このダイナミックな業界変化に対応する戦略こそが、自動車部品各社の

競争優位を決定付ける要諦となると判断し、平成19年１月11日付でメタルダイン社を買収し、完全子会社化し

た。 

メタルダイン社は、自動車のパワートレイン、シャシー用システム及びモジュールの世界有数のサプライヤ

ーであり、当企業グループはメタルダイン社の有する精密加工や振動制御等のエンジニアリング・設計及び製

造技術といった、より付加価値の高い領域を取り込むこととなり、また同時に、コネクティングロッド等のメ

タルダイン社の優れた焼結金属製品を加えることによって、当企業グループの鋳造・鍛造技術製品の一層の拡

充を図っていく。一方、当企業グループのグローバル展開の視点からも、北米、欧州、中国、韓国、インド、

ブラジル等に拠点を有するメタルダイン社の買収は、事業領域を補完的に拡大することになり、当企業グルー

プ戦略を一層押し進めるものになる。 

メタルダイン社の子会社化により当企業グループは、より付加価値の高いモジュール化された領域において

も、自動車メーカーのニーズにより柔軟に、そしてよりグローバルに対応することが可能となるが、シナジー

効果が十分に発揮できなかった場合、当企業グループの業績に影響を与える可能性がある。 

(9) 借入金金利の変動について 

当連結会計年度末における当企業グループの連結借入金残高は、717億15百万円であり、金利情勢の変動が業

績に影響を与える可能性がある。 

(10) 為替相場の変動について 

当企業グループは、製品等の輸出、原材料の輸入において外貨建取引を行っていること及び外貨建の債権・

債務を保有していることから、為替相場の変動が業績に影響を与える可能性がある。 



(11) ㈱バンテックからの訴訟事件について 

平成17年12月26日付で当社の物流業務の委託先であった㈱バンテックから２億95百万円の物流業務委託代金

請求訴訟の提起を受けた。これに対して、当社は５億48百万円の反訴を提起した。当社は、裁判において当社

の正当性を主張し争っていく方針である。 

(12) 労働組合の影響について 

当企業グループの製造ラインが組合員のストライキ等によって停止した場合や、従業員の労働組合への加盟

率が上昇し賃上げをせまられた結果、当企業グループの業績に影響を与える可能性がある。また、OEM顧客側で

のストライキ等による一時的な工場の閉鎖によっても、当企業グループの業績に影響を与える可能性がある。 

(13) 優先株式の配当及び償還について 

当企業グループは、Ａ種優先株式28,572,000株、Ｂ種優先株式10,526,316株、Ｃ種優先株式179,179株を発行

している。これらの優先株式に対する累積未払配当金を含め、その償還時において一時的な資金負担が生じ、

当企業グループの財政状態に影響を与える可能性がある。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 当企業グループは、ビジネス領域の拡大及び業務効率の向上を目的として、平成18年９月１日付で、連結財務諸

表提出会社の連結子会社であったArgon Acquisition Corp.とメタルダイン社との合併契約を締結した。 

① 当該合併の方法 

当該合併は、メタルダイン社を存続会社とするいわゆる三角合併方式を用いた交付金合併による買収であり、Argon 

Acquisition Corp.は合併に伴い解散した。 

すなわち、メタルダイン社の株主が保有するメタルダイン社の株式は、Argon Acquisition Corp.が交付する現金

（合併交付金）と引き換えに消滅し、連結財務諸表提出会社が保有するArgon Acquisition Corp.の株式は、合併後

の存続会社の株式として置き換えられる。 

このように交付金合併により、メタルダイン社の株主は全員交付金の取得と引き換えに、メタルダイン社の株主とし

ての地位を失い、連結財務諸表提出会社が、存続会社であるメタルダイン社の完全親会社となる。 

② 合併契約の内容 

 合併契約の内容は大要以下のとおりである。 

1.合併の効力発生 

平成19年１月11日 

2.合併の方法 

メタルダイン社の株主が有するメタルダイン社普通株式、Ａ種優先株式、Ａ－１種優先株式及びＢ種優先株式

は、合併の効力発生時に、一定額の現金を受領する権利に転換され、かかる株式は消滅する。発行済みのArgon 

Acquisition Corp.の株式は、それぞれ、存続会社であるメタルダイン社の額面0.01米ドル普通株式１株に転換さ

れる。 

本件合併により、メタルダイン社の普通株主（発行普通株式の合計約42.8百万株）及び同社のＢ種優先株主（発

行済優先株式の合計約0.2百万株）に対して83百万米ドル（約98億円）、Ａ種優先株主及びＡ－１種優先株主（発

行済優先株式の合計約1.0百万株）に対して98百万米ドル（約115億円）の現金を支払うこととなる。メタルダイ

ン社の主要株主は、かかる合併交付金をもって、連結財務諸表提出会社が第三者割当増資により発行する株式を

引き受けた。 

3.役員 

合併時点のArgon Acquisition Corp.のディレクター及びメタルダイン社のディレクターは、存続会社であるメタル

ダイン社のディレクターとなる。 

なお、合併契約をした会社の概要は以下のとおりである。 

名称：Metaldyne Corporation 

所在地：米国ミシガン州プリムス 

代表者：取締役社長 ティモシー・D・ルーリエット 

出資金：500億61百万円 

事業の内容：輸送機器関連のメタル部品、アセンブリ及びモジュール製品（パワートレイン部品、シャシー部

品、振動制御部品、など）の設計、製造、供給 



(2) 第三者割当による新株式（普通株式及び優先株式）の発行 

① RHJインターナショナル SA/NV、三井物産㈱、中央三井グロースキャピタル第二号投資事業有限責任組合などを

引受先とする普通株式引受けに関する契約を締結し、平成19年１月11日に実施した。 

② DaimlerChryslerAG、Masco Corporationを引受先とする優先株式引受けに関する契約を締結し、平成19年１月11

日に実施した。 

  

６ 【研究開発活動】 

当企業グループは自動車メーカーの世界的再編と技術革新の中で生き抜くため、コスト及び商品競争力を高める技

術開発を行ってきた。さらに、当連結会計年度についても軽量化技術を中心とした開発を継続し、マグネシウム部品

の適用拡大、アルミ部品の一体化技術の開発、アルミ部品の新工法開発を進めた。 

なお、当連結会計年度における研究開発人員は158名、研究開発費は９億98百万円で、売上高比0.7％である。 

事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと次のとおりである。 

(1) 一般素形材部品関連事業 

①マグネシウムダイカスト：既に乗用車部品を中心に大物マグネシウムダイカスト製品を量産中であり、新たな

車種の量産立上げも順調に進んでいる。マグネシウム部品は今後更に採用拡大が予想されるため、プロトタイ

プの試作から量産前提への試作へと、各テーマごとの開発に取り組んでいる。 

②アルミ鋳造鍛造：アルミ鋳造用合金の金型鋳造技術の開発に取り組んでおり、新しい鋳造技術・金型技術の確

立を進めている。 

③高真空ダイカスト：二輪車用の一体化フレームについては順調に生産を続けている。乗用車用にも新規受注が

決定し、今後具体的な形状決定から量産立上げへと進めていく。 

④内面平滑化技術（ＡＳ処理）：乗用車インテークマニホールド、二輪シリンダーヘッドで量産中であり、さら

に大口の受注が決定し需要拡大が進んでおり新分野への応用拡大も実りつつある。 

⑤鉄系鋳物：高強度材料であるハイパーダクタイルではトラック部品で量産中であるが、乗用車用の新たな部品

展開への開発も進めている。 

⑥パワートレイン・シャシー：在外連結子会社メタルダイン社においては、自動車メーカーのニーズにより軽量

化技術とフレームデザインの開発を進めており、鍛造技術の確立を図っている。 

当事業に係る研究開発費は８億76百万円である。 

 (2) 機器装置関連事業 

当事業では、水処理関連（管更生事業を含む）システム、機器及び材料の開発を行ってきた。その成果とし

て、管更生分野では、（財）下水道新技術推進機構による形成工法（オールライナー）の評価、通信分野向け

新工法、及び、更生管材料の開発を行っている。 

当事業に係る研究開発費は、１億21百万円である。 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態の分析 

 ①資産 

メタルダイン社を買収し完全子会社としたことなどにより、前連結会計年度末と比べて2,320億98百万円増加

し、3,046億91百万円となった。 

 ②負債 

メタルダイン社を買収し完全子会社としたことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,737億36百万円増加

し、2,286億９百万円となった。 

 ③純資産 

前連結会計年度末の少数株主持分と資本の合計を連結財務諸表規則の改正に伴い、純資産合計に変更した金額

と比べ583億63百万円増加し、760億82百万円となった。これは、メタルダイン社の買収における普通株式とＣ種

優先株式の発行により、資本金及び資本剰余金が増加したことなどによるものである。 

  
(2) 流動性及び資金の源泉 

①当期のキャッシュ・フローの状況 

「第２ 事業の状況 １ 業績の概要 (2) キャッシュ・フロー」を参照。 

②キャッシュ・フロー指標のトレンド 

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

       時価ベースの自己資本比率：期末時の株式時価総額／総資産 

       キャッシュ・フロー対有利子負債利率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

       インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算している。 

２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出している。なお、優

先株式は普通株式への転換請求ができることから、期末発行済株式数には優先株式を含めている。 

３ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しているが、平成16年３月期、平成18年３月期及び平成19年３月期については、一過性の特殊費用であ

る「アドバイザリー費用及びリファイナンス費用」を除いて計算している。 

４ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象として

いる。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用している。 

  

  平成15年 
３月期 

平成16年
３月期 

平成17年
３月期 

平成18年
３月期 

平成19年 
３月期 

自己資本比率（％） 34.9 28.0 25.4 21.1 24.0 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
12.0 38.1 41.0 43.5 20.4 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債利率（倍） 
3.5 5.8 5.5 8.2 39.6 

インタレスト・ 

カバレッジ・ 

レシオ（倍） 

13.4 5.0 4.2 4.0 2.4 



(3) 経営成績の分析 

 ①売上高 

当連結会計年度の連結売上高は、テクノメタル㈱とメタルダイン社の損益が加わったこと、タイ国内向け自動

車用部品の需要好調が継続していること、送電線用金具の需要増、水処理工事の受注増等などにより、1,457億

２百万円（前連結会計年度は579億94百万円）となった。 

 ②売上原価、販売費及び一般管理費 

売上原価は1,302億24百万円（前連結会計年度は504億68百万円）となり、売上高に対する比率は89.3％（前連

結会計年度は87.0％）であった。 

販売費及び一般管理費は125億38百万円（前連結会計年度は59億69百万円）となり、売上高に対する比率は

8.6％（前連結会計年度は10.3％）であった。 

 ③営業利益、経常利益 

既存事業における採算性の改善、テクノメタル㈱とメタルダイン社の損益が加わったこと、更にメタルダイン

社買収に伴うのれんの償却費を計上したこと等の結果、全体では営業利益32億76百万円（前連結会計年度は20億

13百万円）、経常損失１億62百万円（前連結会計年度は経常利益14億47百万円）となった。 

 ④当期純損失 

環境対策引当金を特別損失に計上した（２億82百万円）一方、繰延税金資産の計上に伴う法人税等調整額の戻

入を行ったことにより、当期純損失は６億65百万円（前連結会計年度は２億82百万円）となった。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当企業グループでは、設備総合効率の向上を目指し、一般素形材部品関連事業を中心に1,841億74百万円の設備投資

を実施した。 

事業の種類別セグメントの設備投資額について示すと、次のとおりである。 

一般素形材部品関連事業では、一般自動車部品の生産合理化を目的とした設備の更新・メンテナンスを中心に1,840

億99百万円の設備投資を実施した。なお、上記設備投資には、当連結会計年度において買収し、連結子会社としたメ

タルダイン社の買収日（平成19年１月11日）における有形固定資産及び無形固定資産1,735億１百万円が一般素形材部

品関連事業の設備投資には含まれている。 

機器装置類関連事業では、管更生設備を中心に43百万円の設備投資を実施した。 

全社共通では31百万円の設備投資を実施した。 

なお、上記金額には無形固定資産の金額を含めて記載している。 

  

(注) 設備投資の総額には、消費税等は含まれていない。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当企業グループは、一般素形材部品関連事業、機器装置類関連事業を中心として、国内に７ヶ所、海外に41ヶ所の

工場を運営している。また、国内に３ヶ所の支社・営業所を有している。 

以上のうち、主要な設備は、以下のとおりである。 

(1) 提出会社 
平成19年３月31日現在 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 

名称 
設備の内容 

帳簿価額(百万円) 従業 
員数 
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品 

土地
(面積㎡) 

合計 

菊川事業所 
(静岡県 
菊川市) 

一般素形材
部品関連 
事業 
機器装置類
関連事業 
全社 

統括業務 
施設 

697 99 87
2,304

(76,376) 
3,188 

168
(4) 

豊川事業所 
(愛知県 
豊川市) 

一般素形材
部品関連 
事業 
機器装置類 
関連事業 

ダクタイ
ル鋳鉄 
鋳物生産 
設備 

539 1,613 252
3,135

 (95,710) 
5,540 

242
(1) 

菊川南事業所 
(静岡県 
菊川市) 

一般素形材
部品関連 
事業 

アルミ合
金鋳物生
産設備 

148 454 296
1,713

 (80,356) 
2,611 

171
(5) 

横地事業所 
(静岡県 
菊川市) 

一般素形材
部品関連 
事業 
機器装置類
関連事業 

アルミ合
金鋳物・
マグネシ
ウム合金
鋳物生産
設備 

1,613 488 254
1,390

(206,245) 
3,747 134

支社・営業所 
(東京都 
港区他) 

一般素形材
部品関連 
事業 
機器装置類
関連事業 
全社 

管理及び 
販売業務 
施設 

7 － 1 － 8 40

寮・社宅 
(静岡県 
菊川市他) 

― 
社員寮
及び社宅 

301 4 1
342

 (8,965) 
649 －



  

(注) 従業員数の( )内は外書で臨時雇用者数を示している。 

  
(2) 国内子会社 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 従業員数の( )内は外書で臨時雇用者数を示している。 

２ 豊栄工業㈱の土地には㈱ユーストアへ貸与中の土地148百万円(6,572㎡)、豊栄ホームズ技研㈱へ貸与中の土地36,643百万

円(1,618㎡)を含んでいる。 

  
(3) 在外子会社 

平成19年３月31日現在 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの 

名称 
設備の内容 

帳簿価額(百万円) 従業 
員数 
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品 

土地
(面積㎡) 

合計 

その他 
(静岡県 
掛川市他) 

機器装置類
関連事業 
全社 

電力機器 
試験設備 
他 

6 13 243
80

(6,834) 
344 －

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種 
類別セグ 
メントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品 

土地
(面積㎡) 

合計 

豊栄工業 
㈱ 

本社工場 
(三重県 
いなべ市) 

一般素形
材部品 
関連事業 

アルミ合
金鍛造品
生産設備 

230 248 90
411

(50,368) 
981 

87
(15) 

テクノ 
メタル㈱ 

二本松 
工場 

(福島県 
二本松市) 

一般素形
材部品 
関連事業 

統括業務 
施設 
ダクタイ 
ル鋳鉄 
鋳物鍛造 
アルミ 
鋳造生産 
設備 

3,334 3,724 751
672

(323,989) 
8,482 

644
(142) 

テクノ 
メタル㈱ 

北本工場 
(埼玉県 
北本市) 

一般素形
材部品 
関連事業 

機械加工 
設備 

180 210 11
32

(49,023) 
435 

49
(21) 

テクノ 
メタル㈱ 

その他 
(福島県 
二本松市) 

― 
社宅及び 
厚生用地 

－ － －
284

(20,090) 
284 －

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種 
類別セグ 
メントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品 

土地
(面積㎡) 

合計 

Asahi Tec 
Alminium 
(Thailand) 
Co.,Ltd. 

バンボー
工場 
(タイ国 
サムトプ
ラカーン
県) 

一般素形
材部品 
関連事業 

アルミ合
金鋳物生
産設備 

328 1,454 298
222

(33,572) 
2,304 

466
(208) 

Asahi Tec 
Alminium 
(Thailand) 
Co.,Ltd. 

バンパコ
ン工場 
(タイ国 
チョンブ
リ県) 

一般素形
材部品 
関連事業 

アルミ合
金鋳物生
産設備 

1,149 3,659 510
675

(106,724) 
5,994 

1,243
(280) 

Asahi Tec 
Metals 
(Thailand)
Co.,Ltd. 

本社工場 
(タイ国 
チョンブ
リ県) 

一般素形
材部品 
関連事業 

鉄系鋳物
生産設備 

241 579 104
－

[50,757] 
925 

379
(12) 



  

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種 
類別セグ 
メントの 
名称 

設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名) 建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品 

土地
(面積㎡) 

合計 

Metaldyne 
Machining 
& Assembly 
Company, 
Inc. 

アメリカ
合衆国 
インディ
アナ州 
ブラフト
ン 市、フ
レモント
市 他 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品、パ
ワートレ
イン部品
生産設備 

1,427 8,917 453
73

(132,547) 
[31,382] 

10,872 
738
(19) 

NC-M  
Chassis 
Systems,  
LLC 

アメリカ
合衆国 
インディ
アナ州 
ニューキ
ャッスル
市 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品生産
設備 

1,569 3,443 513
63

(364,217) 
5,589 885

Metaldyne  
Sintered 
Components, 
LLC 

アメリカ
合衆国 
ペンシル
バニア州 
リッジウ
ェイ市 

一般素形
材部品 
関連事業 

パワート
レイン部
品生産設
備 

407 3,765 13
33

(167,338) 
4,219 399

Metaldyne  
Sintered 
Components 
of Indiana, 
Inc. 

アメリカ
合衆国 
インディ
アナ州 
ノース 
ヴァーノ
ン市 

一般素形
材部品 
関連事業 

パワート
レイン部
品生産設
備 

199 2,984 7
－

[331,558] 
3,191 219

Windfall 
Products, 
Inc. 

アメリカ
合衆国 
ペンシル
バニア州 
セントメ
リー市 

一般素形
材部品 
関連事業 

パワート
レイン 
部品生産 
設備 

321 2,343 13
0

(97,124) 
2,677 372

Metaldyne 
Zell GmbH 
& Co. KG 

ドイツ連
邦共和国 
ツェル・
ア ム・ハ
ーマース
バッハ市 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品生産
設備 

601 4,639 78
279

(44,902) 
5,598 

443
(10) 

Metaldyne 
Interna-
tional  
Spain, 
S.L. 

スペイン 
カタルー
ニャ州 
バルセロ
ナ県 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品生産
設備 

182 1,660 364
931

(2,772) 
3,139 

146
(20) 

Metaldyne 
Korea  
Limited 

大韓民国 
京畿道 
平澤市 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品、 
パワート
レイン 
部品生産 
設備 

118 2,073 103
－

[28,149] 
2,294 

97
(2) 

Metaldyne 
Mexico, 
S.A. de 
C.V. 

メキシコ
合衆国 
メキシコ
市 
イスタパ
ラパ 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品生産
設備 

394 740 93
46

(11,302) 
1,274 

182
(2) 



(注) １ 従業員数の( )内は外書で臨時雇用者数を示している。 

２ 土地[ ]は賃借地である。 

３ 上記の内、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、以下のとおりである。 
  

  

４ 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、以下のとおりである。 
  

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種
類別セグ 
メントの 
名称 

設備の内容
年間リース料
(百万円) 

リース契約残高 
(百万円) 

Metaldyne 
Machining 
& Assembly 
Company, 
Inc. 

アメリカ合衆国 
インディアナ州 
ブラフトン市、 
フレモント市 他 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

シャシー部品、
パワートレイン 
部品生産設備 

361 6,654 

NC-M  
Chassis 
Systems,  
LLC 

アメリカ合衆国 
インディアナ州 
ニューキャッス
ル市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

シャシー部品
生産設備 

215 6,880 

Metaldyne  
Sintered 
Components 
of Indiana, 
Inc. 

アメリカ合衆国 
インディアナ州 
ノース 
ヴァーノン市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

パワートレイン
部品生産設備 

50 1,424 

Metaldyne 
Interna-
tional  
Spain,  
S.L. 

スペイン 
カタルーニャ州 
バルセロナ県 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

シャシー部品
生産設備 

26 1,233 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種
類別セグ 
メントの 
名称 

設備の内容
年間リース料
(百万円) 

リース契約残高 
(百万円) 

Metaldyne 
Corpora- 
tion 

アメリカ合衆国 
ミシガン州 
プリムス市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

統括業務施設 70 3,462 

Metaldyne  
Company 
LLC 

アメリカ合衆国 
ミシガン州 
ファーミントン 
ヒルズ市、 
ノースカロライ
ナ州 
ウィトセット市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

シャシー部品
生産設備 

86 3,094 

Metaldyne  
Lester  
Precision  
Die  
Casting,  
Inc. 

アメリカ合衆国 
オハイオ州 
ツインバーグ 
市、ソロン市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

パワートレイン
部品生産設備 

48 1,369 

Metaldyne  
DuPage  
Die  
Casting  
Corpora- 
tion 

アメリカ合衆国 
イリノイ州 
ナイル市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

パワートレイン
部品生産設備 

36 1,073 



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当企業グループの設備投資については、今後の需要予測、生産及び利益計画に対する投資割合等を総合的に勘案し

て計画している。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しているが、グループ全体で重複投資にならないよ

う、当社を中心に調整を図っている。 

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりである。 

  

(注) 金額には、消費税等は含まれていない。 

  

 (1) 重要な設備の新設等 

  

  

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

投資予定額 資金
調達 
方法 

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了 

提出会社 
豊川事業所 

愛知県 
豊川市 

一般素形
材部品 
関連事業 

キュポラ 
熱交換機 
更新 

278 88
自己
資金 

平成18年
11月 

平成19年 
12月 

― 

豊栄工業㈱ 
三重県 
いなべ市 

一般素形
材部品 
関連事業 

鍛造用 
プレス 
更新 

497 － リース
平成18年
10月 

平成20年 
２月 

― 

テクノ 
メタル㈱ 
二本松工場 

福島県 
二本松市 

一般素形
材部品 
関連事業 

タービン 
ハウジング 

設備 
889 －

自己
資金 

平成19年
４月 

平成20年 
５月 

― 

Asahi Tec 
Metals 
(Thailand)  
Co.,Ltd. 

タイ国 
チョンブ
リ県 

一般素形
材部品 
関連事業 

タービン 
ハウジング 

設備 
3,229 －

自己
資金 

平成19年
４月 

平成20年 
５月 

300トン
/月 

Metaldyne  
(Suzhou)  
Automotive  
Components  
Co., Ltd 

中華人民 
共和国 
江蘇省 
蘇州市 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー部
品、パワー
トレイン部
品生産設備 

938 －
自己
資金 

平成19年
４月 

平成19年 
12月 

― 

Metaldyne  
Sintered  
Components  
Mexico,  
S. de R.L.  
de C.V. 

メキシコ
合衆国 
コアウイ
ラ州 
ラモス・
アリスペ 

一般素形
材部品 
関連事業 

パワー 
トレイン 
部品 

生産設備 

783 －
自己
資金 

平成19年
１月 

平成19年 
12月 

― 

Metaldyne 
Interna-
tional  
Spain, 
S.L. 

スペイン 
カタルー
ニャ州 
バルセロ
ナ県 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー 
部品 

生産設備 
646 －

自己
資金 

平成19年
４月 

平成20年 
４月 

― 



(2) 重要な設備の改修等 

  

  

(3) 重要な設備の除却等 

  

(注)  Metaldyne Machining & Assembly Company, Inc.所有の５工場の内グリーンヴィル工場及びMetaldyne 
Company LLC所有の２工場の内ファーミントンヒルズ工場の閉鎖に伴う設備除却である。 

  

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

投資予定額 資金
調達 
方法 

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了 

Metaldyne 
Machining 
& Assembly 
Company, 
Inc. 

アメリカ
合衆国 
インディ
アナ州 
イドン市 

一般素形
材部品 
関連事業 

シャシー 
部品 

生産設備 
210 －

自己
資金 

平成19年
４月 

平成19年 
12月 

100,000ヶ
/年 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容
期末帳簿価格
(百万円) 

除却等の予定
年月 

除却等による 
減少能力 

NC-M  
Chassis 
Systems,  
LLC 

アメリカ合衆国 
インディアナ州 
ニューキャッスル
市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品 

生産設備 
674

平成19年
７月 

1,500,000ヶ 
/年 

Metaldyne 
Machining 
& Assembly 
Company, 
Inc. 

アメリカ合衆国 
ノースカロライナ
州 
グリーンヴィル市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品 

生産設備 
224

平成19年
12月 

(注) 

Metaldyne  
Company 
LLC 

アメリカ合衆国 
ミシガン州 
ファーミントン 
ヒルズ市 

一 般 素 形
材部品 
関連事業 

シャシー
部品 

生産設備 
578

平成20年
４月 

(注) 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

（注） 定款において種類別の発行可能株式総数は、普通株式は358,412,200株、Ａ種優先株式は28,572,000株、Ｂ種優先株式は

80,000,000株、Ｃ種優先株式は400,000株と定めている。ただし、発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との

一致については、会社法上要求されていないため、発行可能株式総数の計は397,510,516株と定めている。 

  

② 【発行済株式】 

（注）１ 「提出日現在発行数」欄には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれていない。 

２ Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の内容は以下のとおりである。 

Ａ種優先株式 

（1）優先利益配当金 

①優先利益配当金 

当社は、剰余金の配当をするときは（配当財産の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のＡ

種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録

株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株主の登録株式質権者

（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき当該基準日が属する事業年度の初日（同

日を含む。）から当該基準日（同日を含む。）までの期間に関して年１円75銭の金額につき年365日（当該事業年度に閏

月を含む場合は年366日）の日割計算を行って算出される額（１銭未満切捨て）の配当金（以下「Ａ種優先配当金」とい

う。）を支払う。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするＡ種優先配当金が支払われた場合において

は、かかるＡ種優先配当金を控除した額とする。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 358,412,200

Ａ種優先株式 28,572,000

Ｂ種優先株式 80,000,000

Ｃ種優先株式 400,000

計 397,510,516

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 259,901,537 259,901,537
東京証券取引所
(市場第一部) 

― 

Ａ種優先株式 28,572,000 28,572,000 ― （注）２ 

Ｂ種優先株式 10,526,316 10,526,316 ― （注）２ 

Ｃ種優先株式 179,179 179,179 ― （注）２ 

計 299,179,032 299,179,032 ― ― 



②優先配当事業年度 

Ａ種優先配当金は、Ａ種優先株式発行後７年以内に開始する７事業年度（以下「Ａ種優先配当事業年度」という。）に

関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。 

③累積条項 

Ａ種優先配当事業年度に関してＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払うＡ種優先配当金の全部又は一

部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「Ａ種累積未払配当金」とい

う。）については、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ってこれをＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に支

払う。 

④参加条項 

Ａ種優先配当事業年度に関して、普通株主又は普通登録株式質権者に対してＡ種優先配当金と同額の剰余金の配当を行

った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先配当

金のほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して支払われる１株当たり配当金のうちＡ種優先配当金を超える金額

を支払う。 

（2）残余財産の分配 

      当社は残余財産の分配をするときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先株式１株につき77

円及びＡ種累積未払配当金相当額を普通株主又は普通登録株式質権者に先立って支払う。Ａ種優先株主又はＡ種優先登

録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。 

（3）議決権 

      Ａ種優先株主は株主総会において議決権を有する。 

（4）Ａ種優先配当金及び残余財産の調整 

      Ａ種優先株式に関して株式の分割、株式の併合又はＡ種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利を付与してＡ種優先

株式の新株発行が行われ、その結果、Ａ種優先配当金又は残余財産の分配額の調整を必要とする場合には、取締役会が

適当と判断する価額に調整される。 

（5）普通株式の取得 

①取得を請求し得べき期間 

平成15年10月１日から平成25年９月30日までとする。 

②取得の条件 

1) 当初取得価額 

取得価額は70円とする。 

2) 取得価額の修正 

取得価額は各取得請求の日及び平成25年９月30日に、次のうちいずれか低い方の価額に修正される。 

ア 70円 

イ 取得請求の日に先立つ30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。) の

平均値（終値のない日数を除く。）（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）から20

円を差し引いた価額。 

ウ 取得価額の調整 

  マーケットプライス方式による 

③取得請求により交付すべき普通株式数 

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は次のとおりとする。 

交付すべき普通株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

④取得請求により発行する株式 

当社普通株式とする。 

（6）優先株式の一斉取得 

取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式は同期間の末日の翌日をもって当社により一斉に取得さ

れ、これと引換えに70円を同期間の末日における取得価額で除して得られる数の普通株式が交付される。普通株式の算

出に当たって１株に満たない端数が生じたときは会社法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。 

  

 Ｂ種優先株式 

（1）優先利益配当金 

①優先利益配当金 

当社は、剰余金の配当をするときは（配当財産の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のＢ

種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録

株式質権者」という。）に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき当該基準日が属

する事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準日（同日を含む。）までの期間に関して１年当たりＢ種優先株式１

株の払込金額（285円）に0.025を乗じた金額（１銭未満切捨て）につき年365日（当該事業年度に閏月を含む場合は年

366日）の日割計算を行って算出される額（１銭未満切捨て）の配当金（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を支払う。

取得請求により交付すべき 

普通株式数 
＝ 

Ａ種優先株主が取得請求のために提出 

したＡ種優先株式の払込金額の総額 

取得価額 



ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするＢ種優先配当金が支払われた場合においては、かかるＢ種優先

配当金を控除した額とする。 

②優先配当事業年度 

Ｂ種優先配当金は、Ｂ種優先株式発行後７年以内に開始する７事業年度（以下「Ｂ種優先配当事業年度」という。）に

関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。 

③累積条項 

Ｂ種優先配当事業年度に関してＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払うＢ種優先配当金の全部又は一

部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「Ｂ種累積未払配当金」とい

う。）については、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ってこれをＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に支

払う。 

④参加条項 

Ｂ種優先配当事業年度に関して、普通株主又は普通登録株式質権者に対してＢ種優先配当金と同額の剰余金の配当を行

った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して、Ｂ種優先配当

金のほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して支払われる１株当たり配当金のうちＢ種優先配当金を超える金額

を支払う。 

（2）残余財産の分配 

当社は残余財産の分配をするときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して、Ｂ種優先株式１株につきそ

の払込金額（285円）に1.1を乗じた金額及びＢ種累積未払配当金相当額を普通株主又は普通登録株式質権者に先立って

支払う。Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。 

（3）議決権 

Ｂ種優先株主は株主総会において議決権を有する。 

（4）Ｂ種優先配当金及び残余財産の調整 

Ｂ種優先株式に関して株式の分割、株式の併合又はＢ種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利を付与してＢ種優先

株式の新株発行が行われ、その結果、Ｂ種優先配当金又は残余財産の分配額の調整を必要とする場合には、取締役会が

適当と判断する価額に調整される。 

（5）普通株式の取得 

①取得を請求し得べき期間 

平成18年３月28日から平成28年９月30日までとする。 

②取得の条件 

1) 当初取得価額 

取得価額は、Ｂ種優先株式１株の払込金額（285円）とする。 

2) 取得価額の調整 

次のいずれかに該当する場合には、マーケットプライス方式により取得価額の調整を行う。 

ア 取得価額の調整に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（新株予約権の行使

又は転換証券の取得による発行又は処分の場合を除く。） 

イ 株式の分割により普通株式を発行する場合 

ウ 取得価額の調整で使用する時価を下回る価額をもって普通株式に取得することができる証券又は普通株式を行使

により取得することができる権利（当社の発行する社債に付された新株予約権を含む。）を発行する場合 

取得価額の調整に使用する「時価」とは、調整後取得価額の適用開始日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京

証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

なお、上記の他、株式交換、株式移転、会社分割、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により取得価額の調整を

必要とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額に調整される。 

③取得請求により交付すべき普通株式数 

Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は次のとおりとする。 

交付すべき普通株式数の算出に当たって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

④取得請求により発行する株式 

当社普通株式とする。 

（6）優先株式の一斉取得 

取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかったＢ種優先株式は同期間の末日の翌日をもって当社により一斉に取得さ

れ、これと引換えにＢ種優先株式１株の払込金額（285円）を上記取締役会の決議で定めた取得の条件に従って定められ

た同期間の末日における取得価額で除して得られる数の普通株式が交付される。普通株式の算出に当たって１株に満た

ない端数が生じたときは会社法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。 

  

Ｃ種優先株式 

（1）優先利益配当金 

取得請求により交付すべき 

普通株式数 
＝ 

Ｂ種優先株主が取得請求のために提出 

したＢ種優先株式の払込金額の総額 

取得価額 



当社は、取締役会決議又は株主総会決議に基づき、分配可能額の範囲内で、(i) 各四半期配当期間中、Ｃ種残余財産分

配額に年率1.75%の割合（Ｃ種優先株式に関する配当率であり、以下「四半期配当率」という。以下に定義する不履行配

当率の適用がある場合はこれを加えた割合とする。）を乗じた配当金、(ii)当該四半期配当期間以前の四半期配当期間

に支払われるべきＣ種優先株式に対する配当金であって未払いの配当金（以下「累積未払配当金」という。）、(iii)追

加配当金（以下に定義される。）を、当該四半期配当期間の末日を基準日として、当該基準日に当社のＣ種優先株式の

株主名簿に記録のあるＣ種優先株式の株主（以下「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以

下「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対して、当該四半期配当期間終了後45日以内に支払う。第１回目の四半期

配当期間に関しては、配当金は、平成19年１月１日から累積されるものとみなし、第２回目以降の四半期配当期間に関

しては、当該四半期配当期間の初日から累積される。Ｃ種優先株式の累積未払配当金には、四半期配当期間ごとに、複

利計算で、当該累積未払配当金に、その時点において適用ある四半期配当率に年率2.00％を加えた割合（以下に定義す

る不履行配当率の適用がある場合はこれをさらに加えた割合）を乗じた配当金（以下「追加配当金」という。）が生じ

るものとする。 

Ｃ種優先株主に対して支払われる配当金（追加配当金を含む。）は、１月を30日、１年を360日として計算される。な

お、四半期配当期間に満たない期間に対する配当金（追加配当金を含む。）の計算については、当該四半期配当期間の

初日から計算される。 

「四半期配当期間」とは、毎年１月１日から３月31日まで、４月１日から６月30日まで、７月１日から９月30日まで、

又は10月１日から12月31日までの期間をいう。「取引日」とは、土曜日、日曜日又は日本の金融機関もしくは東京証券

取引所が休みの日以外の日をいう。 

（2）取得条項 

    ①金銭を対価とする一斉取得条項 

1) 一斉取得日に現存するＣ種優先株式は、同日に一斉に取得され、分配可能額の範囲内でこれと引換えに、Ｃ種残余

財産分配額が、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して交付される。当社は、一斉取得を行う直前に、

取締役会決議又は株主総会決議に基づき、分配可能額の範囲内で、一斉取得日におけるＣ種優先株式の累積未払配

当金（追加配当金を含む。）をＣ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して支払う。分配可能額が、一斉取

得日における累積未払配当金（追加配当金を含む。）に不足する場合、累積未払配当金（追加配当金を含む。）の

残余額は、一斉取得の取得価額に加算される。 

2) 当社が、前号に従って、発行済Ｃ種優先株式のすべてを取得できず、かつ、取得誘因事由が生じていない場合、当

社が当該Ｃ種優先株式を取得するまで、四半期配当率は、一斉取得日の翌日以降、不履行配当率を加えた率とな

る。 

3) 一斉取得日  

Ｃ種優先株式につき、(i)発行済Ｃ種優先株式の３分の１以上を有する株主が、次号に定義する取得要請を行った場

合、その日が属する四半期配当期間の末日（ただし、取得要請が四半期配当期間の末日の45日前までになされなか

った場合、当該四半期配当期間の次の四半期配当期間の末日とする。）と(ii)当初払込日（次条第3項に定義され

る。）の10年後の応当日が属する四半期配当期間の末日のいずれか早い日。 

4) 取得要請  

Ｃ種優先株式につき、発行済Ｃ種優先株式の３分の１以上を有する株主の書面による同意により当社に対して発行

済Ｃ種優先株式のすべての取得を要請すること（ただし、当初払込日の７年後の応当日の前日まではかかる取得要

請を行うことはできない。）。 

5) 不履行配当率  

Ｃ種優先株式につき、(i)当社が一斉取得日において発行済Ｃ種優先株式のすべてを取得できなかった場合、一斉取

得日の翌日以降年率0.25％、一斉取得日の１年後の応当日の翌日以降年率0.50％、一斉取得日の２年後の応当日の

翌日以降年率0.75％とし、(ii)当社が当初払込日の10年後の応当日が属する四半期配当期間の末日において発行済

Ｃ種優先株式のすべてを取得できなかった場合、当該日の翌日以降、年率1.50％及び(i)に基づき適用されている年

率があればその合計（ただし、年率2.25％を超えることはないものとする。）。 

6) 取得誘因事由  

Ｃ種優先株式につき、30日の期間中の各日の東京証券取引所（普通株式が東京証券取引所に上場されていない場合

で、普通株式がその時点で上場されているその他の証券取引所又は普通株式が登録されている店頭登録市場がある

場合は、当該証券取引所又は当該店頭登録市場）における普通株式の終値がいずれも株式を対価とする取得請求権

における取得価額以上であること。 

    ②金銭を対価とする随時取得条項 

当社は、取締役会決議に基づいて、Ｃ種優先株式の全部又は一部を、以下に定める取得の条件により、Ｃ種優先株主又

はＣ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して金銭を支払うこと

と引換えに取得することができる。かかる取得は分配可能額を限度とする。 

1) 取得の条件 

東京証券取引所（普通株式が東京証券取引所に上場されていない場合で、普通株式がその時点で上場されているそ

の他の証券取引所又は普通株式が登録されている店頭登録市場がある場合は、当該証券取引所又は当該店頭登録市

場）における連続20取引日における当社の普通株式の終値の平均値（普通株式が上場していない場合は取締役会が

誠実に決定した普通株式の適正価額）が、株式を対価とする取得請求権における取得価額に1.3を乗じた金額以上に

なった場合。 



2) 取得可能期間  

当初払込日の３年後の応当日の翌日から当初払込日の10年後の応当日が属する四半期配当期間の末日までとする。 

3) 金銭支払額 

Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ種残余財産分配額相当額。 

4) 当社は、本項に基づいて、Ｃ種優先株式の全部又は一部を取得する直前に、分配可能額の範囲内で、取締役会決議

又は株主総会決議に基づき、その取得日におけるＣ種優先株式の累積未払配当金（追加配当金を含む。）をＣ種優

先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して支払う。本項の規定にかかわらず、発行済Ｃ種優先株式の累積未払配

当金（追加配当金を含む。）の全額が金銭により支払われない限り、いかなるＣ種優先株式も取得されない。 

    ③取得するＣ種優先株式の選択 

当社が、Ｃ種優先株式の一部のみを取得する場合、当社の取締役会は、Ｃ種優先株主からその保有株式数に応じて按分

して取得する。 

（3）取得請求権 

    ①Ｃ種優先株主は、当社が、Ｃ種優先株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。

Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式は、(i)Ｃ種優先株主が取得請求のために提出したＣ種優先株式のＣ

種残余財産分配額及び累積未払配当金（追加配当金を含む。）相当額の合計額を、(ii)その時点における取得価額で除

した数とする。なお、交付すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 

    ②普通株式の種類を変更する場合、当社とその他の法人とが合併する場合（ただし、当社が存続会社となり、かつ、普通

株式の種類変更を伴わないものは除く。）、又は当社の全財産もしくは実質的な全財産（連結計算される財産を基準と

する。）をその他の法人に譲渡する場合（総称して「取引」という。）は、Ｃ種優先株主の承諾なく、Ｃ種優先株式の

取得請求権が行使されたときに交付される財産は、当該取引直前において、Ｃ種優先株主が取得請求権を行使した場合

に受領できたであろう数の普通株式を基準として、かかる普通株式を保有する普通株主が、当該取引において取得した

であろう種類及び数の有価証券、現金又はその他の資産と同様のものに変更される。本項及び当該取引の結果取得する

他の種類の有価証券に係る本項に相当する条項は、今後生じる取引にも引き続き適用される。当社とＣ種優先株主が合

意したものを除いて、本項は、取引に関連してＣ種優先株主が有する唯一の権利であり、Ｃ種優先株主は取引に関して

議決権を有しない。 

    ③「取得価額」とは、別段の定めがある場合を除き、株式を対価とする取得請求権における取得価額をいい、初回のＣ種

優先株式の発行に係る払込の日（以下「当初払込日」という。）の直前の10連続取引日における東京証券取引所の普通

株式の終値の平均値の150%（１円未満は切捨）とする。ただし、次条に定める調整に従う。 

    ④取得請求権の行使に伴って交付すべき普通株式に１株未満の端数が生じた場合、当社は、取得請求の日における普通株

式の市場価格（会社法第167条第３項第１号に定義される。）に端数を乗じた額を支払う。 

（4）取得価額の調整 

    ①取得価額は、随時以下の調整に従う。 

1) 株式無償割当 

当社が、取締役会決議又は株主総会決議に基づいて、普通株主に対して、当社の普通株式の無償割当を行う場合

（株式分割を除く。）、取得価額は、当該無償割当に関する基準日（ただし、当該無償割当に関する取締役会又は

株主総会決議日がそれより遅い場合は、当該取締役会又は株主総会決議日）の翌日から、以下のとおり減額調整さ

れる。 

株式無償割当に関する基準日（ただし、当該無償割当に関する取締役会決議日又は株主総会決議日がそれより遅い

場合は、当該取締役会又は株主総会決議日）の直前に適用される取得価額に、当該基準日（ただし、当該無償割当

に関する取締役会決議日又は株主総会決議日がそれより遅い場合は、当該取締役会又は株主総会決議日）における

当社の発行済普通株式数を分子とし、当該発行済普通株式数と無償割当により割り当てられる普通株式の数とを合

計した数を分母として得られる割合を乗じた金額。 

2) 新株予約権等 

当社が、取締役会決議又は株主総会決議に基づいて、すべての普通株主に対して、普通株式の割当を受ける権利を

付与し、又は普通株式を目的とする新株予約権を発行もしくは交付（以下総称して「発行等」という。）する場合

において、当該普通株式の割当を受ける権利の付与又は当該新株予約権の発行等に関する基準日（ただし、当該普

通株式の割当を受ける権利の付与又は新株予約権の発行等に関する取締役会決議日又は株主総会決議日がそれより

遅い場合は、当該取締役会又は株主総会決議日）の直前10連続取引日の間の東京証券取引所（普通株式が東京証券

取引所に上場されていない場合で、普通株式がその時点で上場されているその他の証券取引所又は普通株式が登録

されている店頭登録市場がある場合は、当該証券取引所又は当該店頭登録市場）における普通株式の終値の平均値

（普通株式が上場又は店頭登録されていない場合は取締役会又は株主総会が誠実に決定した普通株式の適正価格と

する。以下「市場価格」という。）より低い価格をもって、普通株式を交付することとなる場合（配当再投資プラ

ン、株式購入プラン、役職員持株会その他類似のプランにより普通株式を取得する場合その他第3項に定める場合を

除く。）、当該普通株式の割当を受ける権利の付与又は新株予約権の発行等に関する基準日（ただし、当該普通株

式の割当を受ける権利の付与又は新株予約権の発行等に関する取締役会決議日又は株主総会決議日がそれより遅い

場合は、当該取締役会又は株主総会決議日）の翌日から、取得価額は以下のとおり減額調整される。 

普通株式の割当を受ける権利の付与又は新株予約権の発行等に関する基準日（ただし、当該普通株式の割当を受け

る権利の付与又は新株予約権の発行等に関する取締役会決議日又は株主総会決議日がそれより遅い場合は、当該取

締役会又は株主総会決議日）の直前に適用される取得価額に、当該基準日（ただし、当該普通株式の割当を受ける



権利の付与又は新株予約権の発行等に関する取締役会決議日又は株主総会決議日がそれより遅い場合は、当該取締

役会又は株主総会決議日）における当社の発行済普通株式数と、新たに発行される普通株式の払込金額又は新株予

約権の行使の結果払込が見込まれる金額（取締役会又は株主総会により誠実に決定されるものとし、取締役会決議

をもって終局的な判断とする。）を普通株式の市場価格で除して得られる数とを合計した数を分子とし、当該発行

済普通株式数に、新たに発行される普通株式数又は当該新株予約権の行使の結果取得される普通株式数の合計数を

分母として得られる割合を乗じた金額。ただし、Ｃ種優先株主が、取得請求権を行使して、普通株式の交付を受け

るときに、当該Ｃ種優先株主に対して、当該普通株式の割当を受ける権利が付与され、又は当該新株予約権が発行

等される場合は、取得価額の調整は行われない。また、当該新株予約権に行使条件が付されている場合は、行使条

件が成就するまでは、取得価額の調整は行われない。 

3) 株式の併合及び分割 

普通株式に関して株式分割される場合、かかる株式分割の効力発生日の翌日から、取得価額は、比例的に減額調整

される。普通株式に関して株式併合される場合、かかる株式併合の効力発生日の翌日から、取得価額は比例的に増

額調整される。 

4) 負債、資産もしくは有価証券の分配 

ア 当社が、株主総会決議又は取締役会決議に基づき、すべての普通株主に対して、その負債、資産もしくは有価証

券（第2号に規定される普通株式の割当を受ける権利もしくは新株予約権、次号に規定される現金でのみ支払われ

る配当金、本号イに規定されるスピン・オフに際して交付される、子会社その他の事業の、もしくはこれらに関

連するあらゆる配当、資本株式もしくは資本持分、又は第1号に規定される株式無償割当を除く。）を配当として

交付する場合（以下「現物配当」という。）、かかる現物配当に関する基準日（ただし、当該現物配当に関する

株主総会決議日又は取締役会決議日がそれより遅い場合は、当該株主総会決議日又は取締役会決議日）の翌日か

ら、取得価額は、以下のとおり減額調整される。 

現物配当に関する基準日（ただし、当該現物配当に関する株主総会決議日又は取締役会決議日がそれより遅い場

合は、当該株主総会決議日又は取締役会決議日）の直前に適用される取得価額に、当該基準日（ただし、当該現

物配当に関する株主総会決議日又は取締役会決議日がそれより遅い場合は、当該株主総会決議日又は取締役会決

議日）における普通株式の市場価格を分子とし、当該普通株式の市場価格と、現物配当により普通株式1株あたり

に交付される財産の適正時価（取締役会により誠実に決定されるものとし、取締役会決議をもって終局的な判断

とする。）とを合計した額をもって分母として得られる割合を乗じた額。本号アが適用される場合は、本号イは

適用されない。 

イ 当社が、株主総会決議又は取締役会決議に基づいて会社分割、会社財産を株主に配当する等の方法によりその一

部の事業を分離する場合（以下「スピン・オフ」という。）、取得価額は、以下のとおり減額調整される。 

スピン・オフに伴う分配に関する基準日（ただし、当該スピン・オフに伴う分配に関する株主総会決議日又は取

締役会決議日がそれより遅い場合は、当該株主総会決議日又は取締役会決議日）の直前に適用される取得価額

に、当該基準日（ただし、当該スピン・オフに伴う分配に関する株主総会決議日又は取締役会決議日がそれより

遅い場合は、当該株主総会決議日又は取締役会決議日）における普通株式の市場価格を分子とし、当該普通株式

の市場価格と、スピン・オフに伴う分配により普通株式1株あたりに交付される株式又は類似する持分に関する権

利の適正時価を有する対価の合計額（交付される株式について当該時点において公開市場が存在する場合にはか

かる交付が効力を生じた日の直後（かかる交付に係る決済の効力が生じる日が異なる場合には決済の効力が生じ

た直後）の取引日の終値を基に計算されたかかる株式の当該時点における時価総額とし、公開市場が存在しない

場合には取締役会により誠実に決定されるものとし、取締役会決議をもって終局的な判断とする。）をもって分

母として得られる割合を乗じた額。本号イに基づく取得価額の調整は、(1)スピン・オフの効力発生日後２営業日

（効力発生日を含む。）、又は(2)スピン・オフと同時に、スピン・オフに際して交付された株式が、証券取引所

に上場される場合には、当該上場の日のいずれか早期に到来した日に生じる。 

5) 現金による配当 

当社が、株主総会決議又は取締役会決議に基づき、すべての普通株主に現金のみによる配当（前号に基づく現金及

びその他の資産の組合せによる配当を除く。）を行う場合、かかる配当に関する基準日（ただし、当該配当に関す

る株主総会決議日又は取締役会決議日がそれより遅い場合は、当該株主総会決議日又は取締役会決議日）の翌日か

ら、取得価額は以下のとおり調整される。 

現金による配当に関する基準日（ただし、当該配当に関する株主総会決議日又は取締役会決議日がそれより遅い場

合は、当該株主総会決議日又は取締役会決議日）の直前に適用される取得価額に、当該基準日（ただし、当該配当

に関する株主総会決議日又は取締役会決議日がそれより遅い場合は、当該株主総会決議日又は取締役会決議日）に

おける普通株式の市場価格から普通株式1株あたりに配当される現金の額を控除した額を分子とし、当該普通株式の

市場価格を分母として得られる割合を乗じた額。 

6) 自己株式の公開買付け 

当社が、普通株式の全部又は一部について行う現金又は株式による公開買付けの期間が満了し、かかる公開買付け

の条件（期間満了までに行われた変更を含む。）に従って、公開買付期間満了日の翌取引日における普通株式の終

値を超えるような適正時価を有する、普通株式１株に対する対価の合計額（対価として有価証券が交付される場合

において、交付される有価証券について当該時点において公開市場が存在する場合にはかかる交付が効力を生じた

日の直後の（かかる交付に係る決済の効力が生じる日が異なる場合には決済の効力が生じた直後の）取引日の終値

を基に計算されたかかる株式の当該時点における時価総額とし、公開市場が存在しない場合には取締役会により誠



実に決定されるものとし、取締役会決議をもって終局的な判断とする。）を、当社の株主に対して支払う（公開買

付けの条件に記載された上限株式数の範囲内とする買付けがなされる。）こととなる場合、公開買付期間満了の翌

日から取得価額は以下のとおり減額調整される。 

公開買付期間満了日に適用される取得価額に、（A）(x)公開買付期間満了日における普通株式の市場価格に、(y)そ

の日における発行済株式総数（公開買付けに応じた株式数を含む。）を乗じた額を分子とし、（B）(x)（I）公開買

付期間満了日における普通株式の市場価格に、（II）その日における発行済株式総数（公開買付けに応じた株式数

を含む。）から、公開買付けに適式に応募された株式であって、かかる応募が撤回されず、当社が買付けに応じる

（公開買付けの条件に記載された上限株式数の範囲内とする。）ものに係る数を控除して得られた数を乗じた額

と、(y)公開買付けにより当社が株主に対して交付する現金総額とその他の対価の適正時価総額とを合計して得られ

た数を分母として得られる割合を乗じた額。 

    ②軽微な調整 

別段の規定にかかわらず、本条に基づく取得価額の調整は、当該時点において有効な取得価額が、その調整により1.0％

以上増額又は減額されることとなる場合を除き、当社は、これを行う必要はない。かかる軽微な調整は、繰り越され、

繰り越された１回もしくは複数回の調整と合わせて取得価額が1.0％以上増額又は減額されることとなるその後の調整

（もしあれば）と同時に行われる。ただし当社は、軽微であっても、その後の調整が毎年１月１日までに行われなかっ

た場合には、当該軽微な調整は毎年１月１日付けで行われるものとする。取得価額の調整に関する計算にあたり、１円

未満の端数が生じた場合は、四捨五入する。 

    ③調整における例外 

下記の場合は、取得価額の調整は行われない。 

1) 当社の現在又は将来の 配当再投資プラン、株式購入プラン、役職員持株会その他類似のプランに基づき普通株式が

交付される場合 

2) 当社又はその子会社の、現在又は将来の従業員、取締役又はコンサルタントに関する給付規定に基づき、新株予約

権等が付与等される場合 

3) 当初払込の日に存在する新株予約権、新株予約権付社債に基づき普通株式が発行される場合 

4) Ｃ種優先株式の累積未払配当金に関する場合 

（5）残余財産の分配 

当社は、当社の解散に際して残余財産の分配をするときは、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して、Ｃ種

残余財産分配額に、残余財産分配の日までの累積未払配当（追加配当を含む。）相当額を加算した金額を、普通株主又

は普通登録株式質権者、Ｃ種優先株式に順位が劣後する種類株式の株主又は当該種類株式の登録株式質権者に先立って

支払う。当社の解散に際して、当社の残余財産の額が、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者、及びＣ種優先株式

と同順位の種類株式の株主又は当該種類株式の登録株式質権者に支払うべき残余財産分配額に不足する場合、当社の残

余財産は、Ｃ種優先株主、Ｃ種優先登録株式質権者、Ｃ種優先株式と同順位の種類株式の株主及び当該種類株式の登録

株式質権者の間で、残余財産が十分であればこれらの者が受け取るべきであった残余財産分配額に従って按分して支払

う。Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、当社の解散に際して上記の残余財産分配以外の分配を行わ

ない。当社の全財産もしくは実質的な全財産の売却、賃貸、交換、譲渡、移転等（その対価が現金、株式、有価証券、

その他の対価のいずれであるかを問わない。）、又は当社の合併は、それらが、当社の解散に関して行われる場合を除

いて、本条にいう解散とはみなされない。 

（6）議決権 

Ｃ種優先株主は、法律により要求される場合又は別段の明示的な規定がある場合を除き、株主総会において議決権を有

しない。 

（7）株式の併合又は分割 

Ｃ種優先株式に関して株式の分割、株式の併合又はＣ種優先株主に募集株式の割当を受ける権利を付与してＣ種優先株

式の新株発行が行われ、その結果、Ｃ種優先配当金、取得価額、又はＣ種残余財産分配額の調整を必要とする場合に

は、当該取引の条件に鑑みて取締役会が適当と判断する金額に調整される。 

（8）諸条件の変更 

Ｃ種優先株式に係る諸条件を変更する場合はＣ種優先株主による種類株主総会において、総議決権数の３分の２以上の

多数による決議を要する。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

ストックオプション制度について 

①平成16年６月29日の定時株主総会の決議において旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行された新株予約権

は次のとおりである。 

平成16年６月29日定時株主総会決議 

  事業年度末現在 
(平成19年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 2,289,879 2,281,879 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 



  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,289,879 2,281,879 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり145円  同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～ 

     平成26年６月30日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    145円 
資本組入額    73円 

 同左 

  
  
  
新株予約権の行使の条件 

  
  
  

①新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、
当社と新株予約権者の間で締
結されるストックオプショ
ン・アグリーメントに定める
ものとする。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項 ―  同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
―  同左 



②平成17年６月29日の定時株主総会の決議において旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行された新株予約権

は次のとおりである。 

 Ａプラン 

 Ｂプラン 

  

③平成18年６月29日の定時株主総会の決議において会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行された新株予約権は次

のとおりである。 

 プラン① 

平成17年６月29日定時株主総会決議 

  事業年度末現在 
(平成19年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 85,000 85,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 85,000 85,000 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり145円  同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日～ 

     平成27年６月30日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    145円 

資本組入額    73円 
 同左 

  
  
  
新株予約権の行使の条件 

  
  
  

①新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、
当社と新株予約権者の間で締
結されるストックオプショ
ン・アグリーメントに定める
ものとする。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項 ―  同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
―  同左 

平成17年６月29日定時株主総会決議 

  事業年度末現在 
(平成19年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 850,000 838,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 850,000 838,000 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり261円  同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月29日～ 

     平成27年６月28日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    261円 

資本組入額   131円 
 同左 

  
  
  
新株予約権の行使の条件 

  
  
  

①新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、
当社と新株予約権者の間で締
結されるストックオプショ
ン・アグリーメントに定める
ものとする。 

  
  
  
 同左 

  
  

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡はできない。  同左 

代用払込みに関する事項 ―  同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
―  同左 



(注) 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併

により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分

割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式

会社の新株予約権が交付されうるものとする。 

この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。 

（ⅰ）新株予約権の目的である株式会社 

合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収合併に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を

継承する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全子会社となる株式会社又は株

式移転により設立する株式会社の同種の株式 

     （ⅱ）新株予約権の目的である株式の数 

        合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。 

        調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、これを

切り捨てる。 

     （ⅲ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価格（行使価格） 

        合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。 

        調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げることとする。 

     （ⅳ）新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事

由等 

        合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定める。 

     （ⅴ）譲渡制限 

        新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。 

  

 プラン①２ 

平成18年６月29日定時株主総会決議 

  事業年度末現在 
(平成19年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 180,000 120,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 180,000 120,000 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり251円  同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年７月１日～ 

     平成28年６月28日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    251円 

資本組入額   126円 

新株予約権の行使により株式を
発行する場合における資本金の
額は、会社計算規則第40条第１
項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額と
し、計算の結果生じる１円未満
の端数は、これを切り上げるこ
ととする。また、新株予約権の
行使により株式を発行する場合
における増加する資本準備金の
額は、上記記載の資本金等増加
限度額から上記に定める増加す
る資本金の額を減じた額とす
る。 

 同左 

  
  
  
新株予約権の行使の条件 

  
  
  

①新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、
当社と新株予約権者の間で締
結されるストックオプショ
ン・アグリーメントに定める
ものとする。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡はできない  同左 

代用払込みに関する事項 ―  同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
(注)  同左 



(注) 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併

により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分

割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式

会社の新株予約権が交付されうるものとする。 

この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。 

（ⅰ）新株予約権の目的である株式会社 

合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収合併に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を

継承する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全子会社となる株式会社又は株

式移転により設立する株式会社の同種の株式 

     （ⅱ）新株予約権の目的である株式の数 

        合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。 

        調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、これを

切り捨てる。 

     （ⅲ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価格（行使価格） 

        合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。 

        調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げることとする。 

     （ⅳ）新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事

由等 

        合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定める。 

     （ⅴ）譲渡制限 

        新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。 

  

 プラン② 

平成18年６月29日定時株主総会決議 

  事業年度末現在 
(平成19年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 240,000 240,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 240,000 240,000 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり251円  同左 

新株予約権の行使期間 
平成21年７月１日～ 

     平成28年６月28日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    251円 

資本組入額   126円 

新株予約権の行使により株式を
発行する場合における資本金の
額は、会社計算規則第40条第１
項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額と
し、計算の結果生じる１円未満
の端数は、これを切り上げるこ
ととする。また、新株予約権の
行使により株式を発行する場合
における増加する資本準備金の
額は、上記記載の資本金等増加
限度額から上記に定める増加す
る資本金の額を減じた額とす
る。 

 同左 

  
  
  
新株予約権の行使の条件 

  
  
  

①新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、
当社と新株予約権者の間で締
結されるストックオプショ
ン・アグリーメントに定める
ものとする。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡はできない  同左 

代用払込みに関する事項 ―  同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
(注)  同左 



(注) 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併

により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分

割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式

会社の新株予約権が交付されうるものとする。 

この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。 

（ⅰ）新株予約権の目的である株式会社 

合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収合併に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を

継承する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全子会社となる株式会社又は株

式移転により設立する株式会社の同種の株式 

     （ⅱ）新株予約権の目的である株式の数 

        合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。 

        調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、これを

切り捨てる。 

     （ⅲ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価格（行使価格） 

        合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。 

        調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げることとする。 

     （ⅳ）新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事

由等 

        合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定める。 

     （ⅴ）譲渡制限 

        新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。 

  

平成18年６月29日定時株主総会決議 

  事業年度末現在 
(平成19年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 1,177,000 1,165,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,177,000 1,165,000 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり251円  同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年７月１日～ 

     平成28年６月28日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    251円 

資本組入額   126円 

新株予約権の行使により株式を
発行する場合における資本金の
額は、会社計算規則第40条第１
項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額と
し、計算の結果生じる１円未満
の端数は、これを切り上げるこ
ととする。また、新株予約権の
行使により株式を発行する場合
における増加する資本準備金の
額は、上記記載の資本金等増加
限度額から上記に定める増加す
る資本金の額を減じた額とす
る。 

 同左 

  
  
  
新株予約権の行使の条件 

  
  
  

①新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、
当社と新株予約権者の間で締
結されるストックオプショ
ン・アグリーメントに定める
ものとする。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡はできない  同左 

代用払込みに関する事項 ―  同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
(注)  同左 



④平成18年11月16日の臨時株主総会の決議において会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行された新株予約権は次

のとおりである。 

(注) 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併

により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分

割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式

会社の新株予約権が交付されうるものとする。 

   この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。 

（ⅰ）新株予約権の目的である株式会社 

合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収合併に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を

継承する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全子会社となる株式会社又は株

式移転により設立する株式会社の同種の株式 

     （ⅱ）新株予約権の目的である株式の数 

        合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。 

        調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、これを

切り捨てる。 

     （ⅲ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価格（行使価額） 

        合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。 

        調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。  

     （ⅳ）新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事

由等 

        合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定める。 

平成18年11月16日臨時株主総会決議 

  事業年度末現在 
(平成19年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数(個) 3,031,835 2,794,157 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,031,835 2,794,157 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり313円  同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年１月11日～ 

     平成29年１月11日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格    313円 

資本組入額   157円 

新株予約権の行使により株式を
発行する場合における資本金の
額は、会社計算規則第40条第１
項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額と
し、計算の結果生じる１円未満
の端数は、これを切り上げるこ
ととする。また、新株予約権の
行使により株式を発行する場合
における増加する資本準備金の
額は、上記記載の資本金等増加
限度額から上記に定める増加す
る資本金の額を減じた額とす
る。 

 同左 

  
  
  
新株予約権の行使の条件 

  
  
  

①新株予約権の一部行使はでき
ないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、
当社と新株予約権者の間で締
結されるストックオプショ
ン・アグリーメントに定める
ものとする。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要するも
のとする。 

 同左 

代用払込みに関する事項 ―  同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
(注)  同左 



     （ⅴ）譲渡制限 

        新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はない。 

  



(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注） １ 第三者割当による （Ａ種優先株式） 

発行価格        70円 

資本組入額       35円 

割当先        ジャパン・キャスティング・エルピー（17,572,000株） 

ジャパン・キャスティングⅡ・エルピー（5,286,000株） 

ジャパン・キャスティングⅢ・エルピー（5,714,000株） 

 ２ 第三者割当による （普通株式） 

発行価額       200円 

資本組入額      100円 

割当先        ジャパン・キャスティングIV・エルピー（435,000株） 

 ３ 新株予約権の行使によるものである。 

 ４ 第三者割当による （Ｂ種優先株式） 

発行価格        285円 

資本組入額      143円 

割当先        RHJインターナショナル SA/NV（10,526,316株） 

 ５ 第三者割当による （普通株式） 

発行価額       206円 

資本組入額      103円 

割当先        RHJインターナショナル SA/NV（48,361,286株） 

                   三井物産㈱（56,895,631株） 

                   中央三井グロースキャピタル第二号投資事業有限責任組合 

（7,281,553株） 

                   その他26割当先（54,042,935株） 

 ６ 第三者割当による （Ｃ種優先株式） 

発行価額       64,104円 

資本組入額      32,052円 

割当先        ダイムラー・クライスラー・コーポレーション（97,098株） 

                   マスコ・コーポレーション（82,081株） 

 ７ 一般募集による （普通株式） 

発行価格       269円 

発行価額       258.3円 

資本組入額      129.15円 

 ８ 平成19年４月１日から平成19年５月31日までの間において、発行済株式総数、資本金及び資本剰余金についての増減

はない。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金
増減額 
(百万円) 

資本金
残高 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成15年７月４日（注１） 28,572,000 88,407,313 1,000 5,669 1,000 6,604

平成16年５月15日（注２） 435,000 88,842,313 43 5,712 43 6,647

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日（注３） 

7,500 88,849,813 0 5,713 0 6,648

平成18年３月28日（注４） 10,526,316 99,376,129 1,505 7,218 1,494 8,142

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日（注３） 

42,319 99,418,448 3 7,221 3 8,146

平成19年１月11日（注５） 166,581,405 265,999,853 17,157 24,379 17,157 25,303

平成19年１月11日（注６） 179,179 266,179,032 5,743 30,122 5,743 31,046

平成19年３月５日（注７） 33,000,000 299,179,032 4,261 34,384 4,261 35,308



(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 自己株式399,497株のうち、399,000株(399単元)は個人その他の欄に、497株は単元未満株式の状況の欄にそれぞれ含めて

表示している。 

２ 上記その他の法人の欄に、証券保管振替機構名義の株式４単元を含めて表示している。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

－ 33 44 130 92 4 9,628 9,931 －

所有株式数 
(単元) 

－ 5,991 3,009 60,444 196,530 8 32,770 298,752 427,032

所有株式数 
の割合(％) 

－ 2.00 1.01 20.23 65.79 0.00 10.97 100.00 －



 (6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

(注) １ 主要株主の異動 

主要株主になったものは以下のとおりである。 

三井物産㈱ 

メタルダインインベストメントファンドワンエルエルシー 

２ 親会社の異動 

  平成19年３月５日付で、当社普通株式の海外における募集の実施により、前事業年度まで親会社であったRHJインターナ

ショナル SA/NVの当社議決権の保有割合が40％を下回ったため、RHJインターナショナル SA/NVは当社の親会社に該当し

なくなった。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

RHJインターナショナル SA/NV 
（常任代理人：  
 ①アンダーソン・毛利・友常法
律事務所 

 ②リーマン・ブラザーズ証券㈱
東京支店） 

ベルギー王国ブリュッセル1050ルイーズア
ベニュー326 
（①東京都港区六本木一丁目６番１号） 

  
（②東京都港区六本木六丁目10番１号） 
  

110,450 36.91 

三井物産㈱ 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 56,895 19.01 

メタルダインインベストメント 
ファンドワンエルエルシー 
（常任代理人： 
 ㈱三井住友銀行資金証券サービ
ス部） 

アメリカ合衆国コネチカット州グリーンウ
ィッチ、レイルロードアヴェニュー55 
（東京都千代田区丸の内１丁目３番２号） 
  
  

34,037 11.37 

ドイチェバンクアーゲーロンドン
ピービーノントリティークライア
ンツ613 
（常任代理人：ドイツ証券㈱） 

英国ロンドンEC2N 2DBグレートウィンチェ
スターストリート、ウィンチェスターハウ
ス１ 
（東京都千代田区永田町２丁目11番１号） 

8,214 2.74 

中央三井グロースキャピタル 
第二号投資事業有限責任会社 

東京都中央区日本橋室町３丁目２番８号 7,281 2.43 

クレディ・スイス・ファースト・
ボストン・エクイティ・パートナ
ーズ・エルピー 
（常任代理人： 
㈱RHJインターナショナルジャ
パン） 

バミューダ諸島、エイチエム12、ハミルト
ン、31 チャーチストリート、リード・ハ
ウス 
（東京都千代田区内幸町１丁目１番７号） 
  
  

6,419 2.14 

ジャパン・キャスティングⅢ・ 
エルピー104020 
（常任代理人： 
 ㈱みずほコーポレート銀行兜町
証券決済業務部） 

英領西インド諸島、ケイマン諸島、グラン
ドケイマン、ジョージタウン、メアリース
トリート、私書箱908GTウォーカーハウス 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
  

5,714 1.90 

モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニーインク 
（常任代理人： 
 モルガン・スタンレー証券㈱ 
 東京支店） 

アメリカ合衆国ニューヨーク州ブロードウ
ェイニューヨーク1585 
（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号） 
  
  

4,181 1.39 

ユービーエスエージーロンドンア
カウントアイピービーセグリゲイ
テッドクライアントアカウント 
（常任代理人：シティバンク・エ
ヌ・エイ東京支店） 

スイス連邦バーゼル市アエシェンフォーシ
ュタート48 
（東京都品川区東品川２丁目３番14号） 
  
  

3,100 1.03 

ドイチェバンクアーゲーロンドン 
610 
（常任代理人：ドイツ証券㈱） 

英国ロンドンEC2N 2DBグレートウィンチェ
スターストリート、ウィンチェスターハウ
ス１ 
（東京都千代田区永田町２丁目11番１号） 

2,357 0.78 

計 ― 238,651 79.76 



 (7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

（注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式4,000株（議決権４個）が含まれている。

  ２  Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の内容については、第４［提出会社の状況］１［株式等の状況］（１）

［株式の総数等］②［発行済株式］の注記に記載のとおりである。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式   Ｃ種優先株式   179,179 ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
普通株式    399,000

(自己保有株式) 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式   259,076,000
Ａ種優先株式 28,572,000 
Ｂ種優先株式 10,526,000 

259,076
28,572 
10,526 

― 

単元未満株式 
普通株式     426,537
Ｂ種優先株式        316 

― ― 

発行済株式総数 299,179,032 ― ― 

総株主の議決権 ― 298,174 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
旭テック株式会社 

静岡県菊川市堀之内 
547番地の１ 

399,000 ― 399,000 0.13

計 ― 399,000 ― 399,000 0.13



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

①平成16年６月29日開催の定時株主総会決議に基づくもの 

当社は平成16年６月29日開催の定時株主総会において、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締

役、執行役及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議した。 

当該制度の内容は次のとおりである。 

(注)１ 当社が株式分割又は株式併合をなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整し、調整の

結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使

価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁量で適切に調整できるものとす

る。 
  
②平成17年６月29日開催の定時株主総会決議に基づくもの 

当社は平成17年６月29日開催の定時株主総会において、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締

役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして下記の２種類の新株予約

権を発行することを決議した。 

当該制度の内容は次のとおりである。 

  

   決議年月日 平成16年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役８名、執行役11名、従業員90名 

及び当社子会社の取締役１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載している。 

株式の数 同上（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２ 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の 

交付に関する事項 
同上 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率



     ストックオプションＡプラン 

   (注)１ 当社が株式分割又は株式併合をなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整し、調整の

結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使

価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁量で適切に調整できるものとす

る。 

  

ストックオプションＢプラン 

(注)１ 当社が株式分割又は株式併合をなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整し、調整の

結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２ 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における当

社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額。 

ただし、その金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該数値とする。 

当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果

生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使

価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁量で適切に調整できるものとす

る。 

  

   決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び執行役１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載している。 

株式の数 同上（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２ 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の 

交付に関する事項 
同上 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

   決議年月日 平成17年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役２名、執行役７名、従業員97名 

及び当社子会社の取締役１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載している。 

株式の数 同上（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２ 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の 

交付に関する事項 
同上 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率



③平成18年６月29日開催の定時株主総会決議に基づくもの 

当社は平成18年６月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当社の執行役及び

従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして下記の新株予約権を発行することを決議

した。 

当該制度の内容は次のとおりである。 

ストックオプション プラン① 

(注)１ 当社が株式分割、株式併合又は株式の無償割当てをなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式

数を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合・無償割当ての比率 

上記の他、下記２に定める行使価額（以下「行使価額」という。）の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につ

き、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新

株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

２ 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における当

社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額。 

ただし、その金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該数値とする。 

当社が株式分割、株式併合又は無償割当てを行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式により調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁量で

適切に調整できるものとする。 

  

   決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分 当社執行役１名及び従業員１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載している。 

株式の数 同上（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２ 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の 

交付に関する事項 
同上 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率 



ストックオプション プラン①２ 

(注)１ 当社が株式分割、株式併合又は株式の無償割当てをなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式

数を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合・無償割当ての比率 

上記の他、下記２に定める行使価額（以下「行使価額」という。）の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につ

き、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新

株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

２ 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における当

社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額。 

ただし、その金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該数値とする。 

当社が株式分割、株式併合又は無償割当てを行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式により調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁量で

適切に調整できるものとする。 

  

   決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分 当社子会社の取締役１名及び当社子会社の従業員２名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載している。 

株式の数 同上（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２ 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の 

交付に関する事項 
同上 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率 



ストックオプション プラン② 

(注)１ 当社が株式分割、株式併合又は株式の無償割当てをなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式

数を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合・無償割当ての比率 

上記の他、下記２に定める行使価額（以下「行使価額」という。）の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につ

き、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新

株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

２ 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における当

社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額。 

ただし、その金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該数値とする。 

当社が株式分割、株式併合又は無償割当てを行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式により調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁量で

適切に調整できるものとする。 

   決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分 
当社執行役７名、従業員92名 

当社子会社の取締役１名及び当社子会社の従業員38名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載している。 

株式の数 同上（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２ 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の 

交付に関する事項 
同上 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率 



④平成18年11月16日開催の臨時株主総会決議に基づくもの 

当社は平成18年11月16日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当社の取締役並び

に当社子会社の従業員に対して、ストックオプションとして下記の新株予約権を発行することを決議した。 

当該制度の内容は次のとおりである。 

(注)１ 当社が株式分割、株式併合又は株式の無償割当てをなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式

数を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合・無償割当ての比率 

上記の他、下記２に定める行使価額（以下「行使価額」という。）の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につ

き、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新

株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

２ 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における当

社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額。 

ただし、その金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該数値とする。 

当社が株式分割、株式併合又は無償割当てを行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式により調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁量で

適切に調整できるものとする。 

  

   決議年月日 平成18年11月16日 

付与対象者の区分 
当社取締役１名 

当社子会社の取締役・執行役７名及び当社子会社の従業員15名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２)新株予約権等の状況」に記載している。 

株式の数 同上（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２ 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の 

交付に関する事項 
同上 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率 



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

    該当事項はない。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

    該当事項はない。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

(注) １ 当事業年度における取得自己株式のうち、304,924株はRHJインターナショナル SA/NVからの無償譲受による増加で

ある。 

   ２ 「当期間における取得自己株式」欄には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取に

よる自己株式数は含めていない。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

  

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求及び 

会社法第155条第７号及び第13号に該当する普通株式の取得 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

当事業年度における取得自己株式（注）１ 316,657 3,456,587 

当期間における取得自己株式 1,357 282,696 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額

(円) 
株式数(株)

処分価額の総額 
(円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

－ － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

－ － － － 

その他 － － － － 

保有自己株式数 399,497 ― 400,854 ― 



３ 【配当政策】 

当企業グループは、「企業価値を継続的に増大させ、それに連動する積極的な配当を行うことにより、株主のみ

なさまへ利益を還元すること」を、基本方針としている。 

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本的な方針とし、これらの配当の決定機関は取締役会

である。 

当期においては、平成19年１月11日付でメタルダイン社を買収し、完全子会社としたが、本買収に伴う費用の発

生やのれんの償却等を勘案した結果、前期に引き続き無配とすることに決定した。 

内部留保については、中長期的な視点に立ち、将来の成長に不可欠な新規品開発やグローバルな事業展開への先

行投資に充当し、企業の競争力強化に努めていく。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

高(円) 144 282 285 387 473

低(円) 78 104 155 196 180

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

高(円) 404 366 345 325 316 253 

低(円) 321 296 305 302 243 205 



５ 【役員の状況】 

(1) 取締役の状況 
  

  
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(千株)

取締役 
共同会長 ― 入 交 昭一郎 昭和15年１月３日生

昭和38年４月 ㈱本田技術研究所入社 

（注） 
３ －

  54年５月 本田技研工業㈱取締役就任 

平成２年６月 同社取締役副社長就任 

  ５年６月 ㈱セガ・エンタープライゼス 

代表取締役副社長就任 

  10年２月 同社代表取締役社長就任 

  13年１月 有限会社入交昭一郎代表取締役 

(現任) 

  15年６月 当社取締役就任 

    ８月 当社取締役会長就任 

  16年６月 当社取締役執行役会長就任 

17年６月 当社取締役会長就任 

18年２月 テクノメタル㈱取締役就任 

（現任） 

19年１月 当社取締役共同会長就任（現任） 

２月 Metaldyne Corporation取締役 

就任（現任） 

４月 当社代表執行役社長 

兼共同最高経営責任者就任 

取締役 
共同会長 ― ティモシー・D・

ルーリエット 昭和25年１月26日生

12年11月 Metaldyne Corporation取締役 

就任（現任） 

（注） 
３ －

13年１月 同社社長兼最高経営責任者就任

（現任） 

４月 デトロイト・ルネッサンス取締役

就任（現任） 

８月 コリンズ・アンド・アイクマン 

取締役就任（現任） 

14年４月 Metaldyne Corporation取締役会

議長 

16年５月 ジュニア・アチーブメント取締役

就任（現任） 

８月 ヴァッティクティ・ユロロジー・

インスティテュート取締役就任

（現任） 

17年12月 マニュファクチュア・アライアン

ス取締役就任（現任） 

19年１月 当社取締役共同会長兼執行役共同

最高経営責任者就任（現任） 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(千株)

取締役 ― 石 井 英 夫 昭和18年10月25日

昭和42年４月 日産自動車㈱入社 

（注） 
３ －

平成３年７月 日産欧州部品会社社長就任 

  ５年７月 日産自動車㈱生産管理部長 

  ７年７月 日産モトール・イベリカ会社製造

担当副社長就任 

  ８年４月 欧州日産事業戦略担当副社長就任 

  10年７月 ㈱バンテック取締役就任 

  11年７月 同社常務取締役就任 

  12年２月 ギャレット（ハネウェル）・ター

ボチャージング・システムズ・ジ

ャパン㈱代表取締役社長就任 

  12年８月 ハネウェル・ターボテクノロジー

ズ㈱アジア事業担当副社長就任 

  13年10月 ハネウェル・インターナショナル 

Inc日本代表就任 

  16年４月 ハネウェル・ターボテクノロジー

ズ㈱グローバル品質担当副社長 

就任 

  17年８月 ハネウェル・ジャパン㈱代表取締

役社長就任 

  19年５月 当社入社 

当社顧問就任 

    ６月 

  

当社取締役就任（現任） 

当社代表執行役社長兼共同最高経

営責任者就任（現任） 

テクノメタル㈱取締役就任 

（現任） 

取締役 ― 植 田 兼 司 昭和27年２月11日生

昭和49年４月 東京海上火災保険㈱入社 

（注） 
３ －

  62年５月 同社有価証券部有価証券第一課長 

平成８年７月 同社財務企画部次長 

  11年７月 ㈱リップルウッド・ジャパン 

エグゼクティブ・ディレクター 

就任 

  14年１月 同社マネージング・ディレクタ－

就任 

  15年６月 当社取締役就任(現任) 

  17年５月 

  

  18年２月 

㈱RHJインターナショナル・ジャ

パン代表取締役就任(現任) 

テクノメタル㈱取締役就任 

（現任） 

取締役 ― 倉 重 英 樹 昭和17年９月11日

昭和41年４月 日本アイ・ビーエム㈱入社 

（注） 
３ －

  60年７月 同社取締役就任 

平成５年１月 同社取締役副社長就任 

    11月 プライスウォーターハウスコンサ

ルタント㈱代表取締役会長兼社長

就任 

  14年10月 IBMビジネスコンサルティングサ

ービス㈱代表取締役会長就任 

  IBMビジネスコンサルティングサ

ービス アジアパシフィック マ

ネージングパートナー就任 

  16年２月 日本テレコム㈱取締役 代表執行

役社長就任 

  18年６月 同社代表取締役社長就任 

    10月 ㈱RHJIインダストリアル・パート

ナーズ・アジア代表取締役社長 

就任（現任） 

  19年６月 当社取締役就任（現任） 



  

  
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(千株)

取締役 ― リチャード・M・
ドネリー 昭和18年７月13日生

昭和36年７月 ゼネラル・モーターズ入社 

（注） 
３ －

平成６年12月 ゼネラル・モーターズ・ヨーロッ

パ取締役社長就任 

  12年２月 リップルウッド・ホールディング

ス LLCインダストリアル・パート

ナー就任 

  13年４月 ナイルス㈱取締役会会長就任 

（現任） 

  15年６月 当社取締役就任（現任） 

  16年12月 ホンゼル・インターナショナル・

テクノロジーズ S.A.取締役会長

就任（現任） 

取締役 ― アンソニー・A・
バローネ 昭和24年８月15日生

昭和50年10月 米国公認会計士 

（注） 
３ －

  58年６月 オ・サリバン・コーポレーション 

最高財務責任者就任 

平成７年５月 タワー・オートモーティブ Inc.

最高財務責任者就任 

  15年５月 アンソニー・A・バローネ事務所

代表就任(現任) 

    ６月 当社取締役就任(現任) 

  16年12月 ホンゼル・インターナショナル・

テクノロジーズ S.A.取締役最高

財務責任者就任 

  18年２月 RHJインターナショナル SA/NV 

最高財務責任者 

ホンゼル・インターナショナル・

テクノロジーズ S.A.マネージン

グディレクター就任（現任） 

19年２月 Metaldyne Corporation取締役 

就任（現任） 

    ４月 RHJインターナショナル SA/NV 

エグゼクティブ・バイス・プレジ

デント就任（現任） 

取締役 ― 越 尾 壯 一 昭和16年12月25日生

昭和39年４月 オムロン㈱入社 

（注） 
３ 13

  60年６月 同社取締役就任 

平成元年６月 同社常務取締役就任 

  ３年６月 同社専務取締役就任 

  ７年６月 同社代表取締役副社長就任 

  11年６月 同社取締役 執行役員副社長就任 

  16年６月 当社取締役就任(現任) 

  18年２月 テクノメタル㈱監査役就任 

（現任） 

  18年６月 ㈱ユーシン取締役就任（現任） 

19年２月 Metaldyne Corporation取締役 

就任（現任） 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(千株)

取締役 ― 吉 田 隆 夫 昭和22年９月21日生

昭和45年４月 大日本インキ化学工業㈱入社 

（注） 
３ ８

平成８年４月 同社海外事業調整室長 

  12年２月 コダック・ポリクローム・グラフ

ィックス LLC入社 

10月 

 

コダック・ポリクローム・グラフ

ィックス㈱取締役最高財務責任者

就任 

 15年８月

   

当社常務執行役員 最高財務責任

者就任  

  16年６月 当社取締役就任（現任） 

  当社常務執行役兼最高財務責任者

就任 

19年２月 当社代表執行役常務兼最高財務責

任者就任 

Metaldyne Corporation取締役 

就任（現任） 

６月 当社代表執行役専務兼最高財務責

任者就任（現任） 

テクノメタル㈱取締役就任 

（現任） 

取締役 ― トーマス・T・
ストールケンプ

昭和21年９月６日生

  47年７月 フォード・モーター・カンパニー

入社 

（注） 
３ －

  55年８月 

  

クライスラー・コーポレーション

入社 

平成10年１月 クライスラー・コーポレーション

社長就任 

    11月 ダイムラー・クライスラー・コー

ポレーション社長就任 

ダイムラー・クライスラーA.G. 

取締役就任 

  11年９月 ダイムラー・クライスラー・コー

ポレーション副会長就任 

  16年１月 MSXインターナショナル会長就任 

    ６月 リップルウッド・ホールディング

ス LLCインダストリアル・パート

ナー就任(現任) 

    12月 ホンゼル・インターナショナル・

テクノロジーズ S.A.取締役就任

(現任) 

  17年６月 当社取締役就任（現任） 

  18年４月 ボルグ・ワーナー Inc.取締役 

就任（現任） 

19年２月 Metaldyne Corporation取締役 

就任（現任） 

取締役 ― 鈴 木 治 雄 昭和17年２月19日生

昭和39年４月 三菱日本重工業㈱入社 

（注） 
３ ５

平成３年６月 三菱自動車工業㈱東京自動車製作

所品質管理部長 

  ７年６月 同社同所副所長兼販売協力室長 

  ９年７月 同社購買本部副本部長 

  11年６月 ㈱菱東エステック常務取締役就任 

  13年６月 三菱ふそうテクノメタル㈱（現 

テクノメタル㈱）取締役社長就任 

(現任) 

  18年６月 当社取締役就任（現任） 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(千株)

取締役 ― ダニエル・P・
トレッドウェル

昭和33年３月23日生

昭和63年６月 ケミカル・バンク入社 

（注） 
３ －

平成３年12月 同社マネージング・ディレクター 

就任 

４年12月 ケミカル・セキュリティーズ  

Inc.マネージング・ディレクター 

就任 

８年12月 チェース・セキュリティーズ  

Inc.マネージング・ディレクター 

就任 

12年５月 ハートランド・インダストリア

ル・アソシエイツ LLCシニアマネ

ージング・ディレクター兼共同創

設パートナー 

17年６月 同社マネージング・パートナー 

就任（現任） 

19年１月 当社取締役就任（現任） 

取締役 ― 
ウェンディ・
ビール・ 
ニーダム 

昭和27年３月27日生

昭和56年６月 スミス・バーニー入社 

（注） 
３ －

61年２月 同社自動車関連リサーチ部ヴァイ

ス・プレジデント就任 

平成元年２月 同社同部マネージング・ディレク

ター就任 

６年３月 ドナルドソン・ラフキン・アン

ド・ジェンレット自動車関連リサ

ーチ部プリンシパル就任 

12年10月 クレディ・スイス・ファースト・

ボストン・マネージング・ディレ

クター就任 

15年11月 ジェニュイン・パーツ取締役就任

（現任） 

16年２月 Metaldyne Corporation取締役 

就任 

19年１月 当社取締役就任（現任） 

取締役 ― 小 室 徹 夫 昭和30年10月21日

昭和53年４月 三井物産㈱入社 

（注） 
３ －

  14年６月 同社産業システム事業部プロジェ

クト第五営業部長 

  16年４月 同社自動車本部建機・産業システ

ム部部長（現任） 

  19年２月 Metaldyne Corporation取締役 

就任（現任） 

    ６月 当社取締役就任（現任） 

取締役 ― 嶋 田 慎一郎 昭和40年12月28日

平成元年４月 三井物産㈱入社 

（注） 
３ －

  ９年８月 トランスフレート Inc.バイス・

プレジデント就任 

  13年９月 トランフレート LLCシニア・バイ

ス・プレジデント就任 

  17年４月 トランスフレートLLCチーフ・エ

グゼクティブ・オフィサー就任 

（現任） 

  19年６月 三井物産㈱自動車本部建機・産業

システム部自動車・建機部品事業

室長（現任） 

当社取締役就任（現任） 

計 26



(注) １ 取締役 植田兼司、倉重英樹、リチャード・M・ドネリー、アンソニー・A・バローネ、越尾壯一、トーマス・T・ストール

ケンプ、ダニエル・P・トレッドウェル、ウェンディ・ビール・ニーダム、小室徹夫及び嶋田慎一郎は、会社法第２条第15

号に定める社外取締役である。 

２ 当社は、委員会設置会社である。各委員会のメンバーは次のとおりである。（※印が委員長） 

監査委員会 アンソニー・A・バローネ（※）、植田兼司、越尾壯一、ウェンディ・ビール・ニーダムの４名 

報酬委員会 アンソニー・A・バローネ（※）、入交昭一郎、ティモシー・D・ルーリエット、植田兼司、リチャード・M・

ドネリー、越尾壯一、ダニエル・P・トレッドウェル、小室徹夫の８名 

指名委員会 植田兼司（※）、入交昭一郎、石井英夫、ティモシー・D・ルーリエット、アンソニー・A・バローネ、越尾壯

一、トーマス・T・ストールケンプ、ダニエル・P・トレッドウェル、小室徹夫の９名 

３ 各取締役の任期は平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時までであ

る。 

  



(2) 執行役の状況 

  
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(千株)

執行役 ― ティモシー・D・
ルーリエット 

（１）取締役の状況
参照 同左 (注)２ 

（１） 
取締役の
状況 
参照 

代表執行役 
社長 ― 石 井 英 夫

（１）取締役の状況
参照 同左 (注)２ 

（１） 
取締役の
状況 
参照 

代表執行役 
専務 

最高財務 
責任者 

管理部門所
管 

吉 田 隆 夫
（１）取締役の状況

参照 同左 (注)２ 

（１） 
取締役の
状況 
参照 

常務執行役 環境装置 
事業部長 大 塚 捷 徳 昭和18年９月30日生

昭和42年３月 日本碍子㈱入社 

(注)２ ８ 

平成５年７月 当社入社 

環境装置事業部技術部長 

  11年４月 環境装置事業部長 

  12年６月 当社執行役員就任 

  13年６月 当社取締役就任 

  16年４月 当社常務取締役就任 

    ６月 当社取締役就任 

  当社常務執行役就任（現任） 

当社環境装置事業部所管 

当社アルミ事業部所管 

アサヒサービス㈱取締役就任 

（現任） 

18年７月 当社環境装置事業部長（現任） 

常務執行役 ホイール 
事業本部長 永 島 與一郎 昭和20年11月11日生

昭和44年７月 日産自動車㈱入社 

(注)２ ２ 

平成９年５月 米国日産販売金融会社社長就任 

  15年７月 当社常務執行役員就任 

  16年６月 当社常務執行役就任(現任) 

  17年４月 当社ホイール事業部長 

    10月 当社ホイール事業本部長（現任） 

  18年４月 Dicastal Asahi Aluminium Co., 

Ltd.副董事長就任（現任） 

Guangzhou Asahi Dongling  

Research & Development Co.,  

Ltd.董事就任（現任） 

  19年２月 Wheelhorse Asahi Aluminum Co., 

Ltd.副董事長就任（現任） 

常務執行役 ダクタイル 
事業本部長 太 田 原  守 昭和24年９月19日生

昭和47年４月 当社入社 

(注)２ 20 

平成13年６月 当社取締役就任 

  15年６月 当社執行役員就任 

    10月 ダクタイル事業部長 

  16年６月 当社執行役就任 

18年４月 当社常務執行役就任（現任） 

７月 当社購買部所管 

19年３月 ダクタイル事業本部長（現任） 

常務執行役 アルミ 
事業本部長 池 田   甫 昭和20年４月27日生

昭和44年４月 ㈱クボタ入社

(注)２ － 

平成６年６月 同社産業インフラ事業本部海外部

長 
  13年４月 同社阪神工場工場長

  15年10月 イトー鋳造㈱代表取締役社長就任 
  17年４月 同社取締役会長就任

  19年１月 当社入社

  常務執行役就任（現任）

アルミ事業部所管 
    ３月 アルミ事業本部長（現任）



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(千株)

執行役 購買部及び 
物流部所管 大 熊 裕 明 昭和31年４月６日生

昭和56年４月 三井物産㈱入社 

(注)２ －

平成14年７月 同社産業システム事業部プロジェ

クト第５室 

    ９月 同社機械・情報統括リスクマネー

ジメント室 

  16年10月 同社関西支社業務部企画開発室 

室長 

  18年11月 当社入社 

当社顧問就任 

  19年１月 当社執行役就任（現任） 

当社取締役就任 

購買部及び物流部所管就任 

（現任） 

執行役 品質保証 
統括部長 川 原 達 郎 昭和24年５月18日生

昭和47年４月 当社入社

(注)２ 15

平成13年６月 当社取締役就任

  15年６月 当社執行役員就任

    10月 当社品質保証統括部長（現任）

  16年６月 

    10月 

当社執行役就任（現任）

ダクタイル事業部長補佐 

執行役 

新事業開発 
本部長 
開発 

統括部長 
開発設計 

部長 
TIC及び 

設備技術部 
所管 

落 合 啓 一 昭和27年10月13日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)２ 11

平成15年６月 当社執行役員就任 

  15年10月 アルミ事業部長 

  16年６月 当社執行役就任（現任）

  18年４月 アルミ事業部技術開発部長

10月 ダイカスト工場長

19年３月 新事業開発本部長

開発統括部長兼開発設計部長 
兼TIC及び設備技術部所管 
（現任） 

執行役 総務人事 
統括部長 藤 城 理 賀 昭和27年４月17日生

昭和50年４月 当社入社 

(注)２ 14

平成14年４月 Asahi  Somboon  Aluminium  Co., 

Ltd.(現 Asahi Tec Aluminium  

(Thailand) Co., Ltd.)代表取締

役社長就任 

Asahi Somboon Metals Co., Ltd. 

（現 Asahi Tec Metals  

(Thailand) Co., Ltd.）代表取締

役社長就任 

Asahi Somboon Shippo Moulds  

Co., Ltd.（現 Shippo Asahi  

Moulds (Thailand) Co., Ltd.） 

取締役就任 

  15年６月 当社執行役員就任 

  16年６月 

  19年６月 

当社執行役就任（現任） 

当社総務人事統括部長（現任） 

執行役 
電力機器 
事業部長 
同技術部長 

加 藤   享 昭和29年11月22日生

昭和54年４月 当社入社 

(注)２ ４

平成11年４月 

  

当社電力機器事業部技術部長 

（現任） 

  15年10月 

  

旭テック東北販売㈱取締役就任 

（現任） 

16年４月 当社電力機器事業部長（現任） 

    ６月 当社執行役就任（現任） 

18年７月 当社総務人事統括部長 



  

(注) １ 上記表における所有株式数の計には、取締役・代表執行役専務の吉田隆夫所有の８千株が含まれている。 

２ 各執行役の任期は平成19年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成20年３月期に係る

定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までである。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(千株)

執行役 

Asahi Tec 
Aluminium 
(Thailand) 
Co., Ltd. 
取締役 
副社長 

品質保証 
部長 

大 里   晃 昭和22年３月30日生

昭和44年４月 いすゞ自動車㈱入社 

(注)２ －

平成８年５月 同社品質管理部長 

13年10月 同社生産事業管理室IMM推進部長 

15年７月 東京いすゞ自動車㈱執行役員就任 

17年１月 

  

当社入社 

当社品質保証部長 

    ６月 当社執行役就任（現任） 

    ９月 Asahi Tec Aluminium (Thailand) 

Co., Ltd.品質保証部長就任 

（現任） 

    11月 Asahi Tec Aluminium (Thailand) 

Co., Ltd.取締役就任（現任） 

  19年１月 Asahi Tec Aluminium (Thailand) 

Co., Ltd.副社長就任（現任） 

執行役 

Asahi Tec 
Aluminium 
(Thailand) 
Co., Ltd. 
代表取締役 

社長 
Asahi Tec 
Metals 

(Thailand) 
Co., Ltd. 
代表取締役 

社長 

神 谷   明 昭和34年２月12日生

昭和57年４月 鈴木自動車工業㈱入社 

(注)２ １

平成４年12月 カミ・オートモーティブ・インク

（カナダ）入社 

６年８月 カミ・オートモーティブ・インク

（カナダ）コントローラー 

13年２月 

  

コーニングジャパン㈱入社 

同社静岡工場コントローラー 

15年７月 

  

当社入社 

当社経理部長 

17年６月 

10月 

  

  

  

  

  

  

  

  

当社執行役就任（現任） 

Asahi Tec Aluminium (Thailand)  

Co., Ltd.最高財務責任者就任 

Asahi Tec Metals (Thailand)  

Co., Ltd.最高財務責任者就任 

Asahi Tec Metals (Thailand)  

Co., Ltd.取締役就任 

Asahi Somboon Shippo Moulds  

Co., Ltd.（現 Shippo Asahi  

Moulds (Thailand) Co., Ltd.） 

取締役就任（現任） 

11月 Asahi Tec Aluminium (Thailand) 

Co., Ltd.取締役就任 

19年１月 Asahi Tec Aluminium (Thailand) 

Co., Ltd.副社長就任 

６月 Asahi Tec Aluminium (Thailand) 

Co., Ltd.代表取締役社長就任 

（現任） 

Asahi Tec Metals (Thailand)  

Co., Ltd. 代表取締役社長就任 

（現任） 

執行役 経営企画 
部長 山 田 裕 久 昭和35年12月12日生

昭和59年４月 日本興業銀行入社 

(注)２ －

平成12年６月 GEフィナンシャル・インシュアラ

ンス入社 

  14年１月 GEエジソン生命(現 AIGエジソン

生命)入社 

  17年９月 当社入社 

当社経営企画部長（現任） 

  18年４月 当社執行役就任（現任） 

計 83



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「法令遵守の徹底と経営の透明性・公正性を確保しつつ、意思決定・業務執行の迅速化を図ることに

より、企業価値を高めていくこと」を基本方針としている。 

当社は、経営の監督と執行の分離による事業責任の明確化、執行役への権限委譲による意思決定の迅速化を目

的として、平成16年６月29日開催の定時株主総会決議により委員会等設置会社へ移行した。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織など、コーポレート・ガバナンス体制の状況 

当社は、会社法で定める委員会設置会社である。 

取締役会は、外国人取締役６名を含む取締役15名（内、社外取締役10名）からなり、会社経営の基本方針

等の決定と、取締役及び執行役の職務遂行の監督を行っている。また、社外取締役を過半数とする指名、

監査、報酬の各委員会を設置し、経営監視機能の強化を図っている。さらに、取締役会から委任を受けた

事項の業務執行のため、取締役会決議により定められた執行役15名（取締役兼務３名含む）が選任されて

いる。取締役会では、会社法で定められた事項及びグローバルな視点に基づいた経営戦略の策定等、重要

事項の審議を行っている。また、取締役会で決議された事項の迅速な執行を図るため、社長を含む執行役

等による「経営会議」を週１回開催し、取締役会の決定に従う経営の意思及び方針の周知徹底と業務執行

の状況、各プロジェクトの進捗状況の報告等を行っている。 

法令遵守の面では、法務部を分離独立させ、必要に応じて適宜弁護士や各分野の専門家に相談するなどし

て、適切な経営が行われるように努めている。 

②会社の機関の内容（図表を参照） 

   （経営管理組織） 

  

 

  



③内部統制システムの整備の状況 

 １ 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

重要情報の保存及び管理は集中管理を行い、取締役は常時閲覧可能とし、その他必要に応じて情報の保

存及び管理に関する規定及び体制を整備する。 

 ２ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

 リスク管理部門として倫理委員会及び情報セキュリティ委員会を設置し、その他リスク管理規定に基づ

きかかる体制を整備する。 

 ３ 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 職務権限規定に基づきかかる体制を整備する。 

 ４ 執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に関するその他の

事項 

 内部監査規定に基づく内部監査を行い、その他当社行動規範に基づき妥当な意思決定体制の確保と運

用、及びそれらの監視を行うシステムを構築する。具体的事項として、監査室、法務部による内部統制

の有用性の検証、及び執行役の職務権限規定の制定、運用状況の定期的な検証を行う。 

④内部監査及び監査委員会監査の状況 

内部監査機能としては、監査委員会の職務を補助する組織として監査室（専任１名）を設けており、その

人事異動、組織変更等の最終決定は監査委員会の承認を得なければならないとされている。 

監査委員会は監査委員会の定めた監査の方針、業務の分担等に従い、監査室及び会計監査人から定期的に

報告及び説明を受け、相互に連携を高めている。また、執行役及び使用人が監査委員会に報告すべき事

項、その他の監査委員会に報告すべき事項として、会社に著しい損害及び利益を及ぼすおそれのある事

実、取締役・執行役の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性も

しくは発生した場合はその事実を報告すべきことと定めている。 

⑤会計監査の状況 

会計監査については、あずさ監査法人を会計監査人として、監査契約を締結しており、監査業務が期末に

偏ることなく、期中監査が定期的に実施され、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めている。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は中村嘉彦、椎名弘の２名であり、いずれも監査継続年数は７

年を超えていない。当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士１名、会計士補９名、その他５名

である。 

⑥社外取締役との関係 

当社の社外取締役であるアンソニー・A・バローネはその他の関係会社であるRHJインターナショナル 

SA/NVのエグゼクティブ・バイス・プレジデントである。当社とRHJインターナショナルSA/NVとの資本関係に

ついては「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」、取引関係については連結財務諸表注記の「関連当事

者との取引」に記載のとおりである。 

また、当社の社外取締役である小室徹夫はその他の関係会社である三井物産㈱の自動車本部建機・産業シ

ステム部部長である。同じく当社の社外取締役である嶋田慎一郎はその他の関係会社である三井物産㈱の自

動車本部建機・産業システム部自動車・建機部品事業室長である。当社と三井物産㈱との資本関係について

は「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載のとおりである。 

上記以外の当社と社外取締役との間には人的関係、取引関係、その他利害関係はない。 

  
(3) リスク管理体制の整備の状況 

リスク管理部門として倫理委員会及び情報セキュリティ委員会を設置している。 

倫理委員会は法務部を事務局とし、「旭テック行動規範」の策定、基本的対策に関する事項の調査及び審議、

法令遵守状況の調査及び報告の実施により、当企業グループ全体の法令遵守に基づくコミットメントの強化及び

倫理的行動の意識向上を目指す。 

また、情報セキュリティ委員会は情報システム部を事務局とし、情報資産の適正かつ円滑な管理・運営の実現

のため情報セキュリティポリシーの策定、推進、管理及び監査を実施している。 

また、当社ではその他リスク管理規定に基づきかかる体制を整備することとしている。 

  



(4) 会社とコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

平成18年度は26回の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、

業務執行状況を監督している。 

  
(5) 役員報酬の内容 

     平成18年４月１日から平成19年３月31日までに支払われたもの 

(注) １ 支給額には以下のものが含まれている。 
     なお、下記はすべて社内取締役及び社内執行役に対するものである。 
    ・当事業年度中に退任した執行役に対する退職慰労金 
     執行役 １名（57百万円） 
    ・役員賞与引当金による報酬額 
     執行役 11名（61百万円） 
    ・ストックオプションによる報酬額 
     取締役 １名（１百万円） 
     執行役 ９名（38百万円） 

２ 上記の他、使用人兼務執行役に対する使用人分の給与及び賞与の支給額は次のとおりである。 
   執行役 ６名（58百万円） 
３ 上記支給人員は非常勤取締役８名を除く。 
４ 事業年度末の人数は、取締役14名、執行役15名でうち４名は取締役と執行役を兼務している。 
５ 取締役と執行役の兼任者の報酬は、執行役の欄に総額を記入している。 

  
(6) 監査報酬の内容 

当社及び国内子会社の、あずさ監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業
務に基づく報酬は106百万円であり、上記以外の報酬はない。なお、上記報酬には、その他の関係会社であるRHJ
インターナショナル SA/NVの上場維持のための国際財務報告基準による連結監査及びコンフォート・レターの報
酬が含まれている。 

また、主要な子会社のうち、Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd.、Asahi Tec Metals (Thailand)
Co., Ltd.及びメタルダイン社は、当社の会計監査人と同じKPMGのメンバーファームの監査を受けている。 

  

(7) 取締役の定数 

当社の取締役の定数は15名以内とする旨を定款において定めている。 

  

区 分 
支給人員 支払額 

名 百万円

取締役 5 74 

（内、社外取締役） (3) (35) 

執行役 14 281 

合 計 17 355 



(8) 取締役の選任の要件 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款において定めている。 

  
(9) 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項 

当社は、株主への機動的かつ安定的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める

事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める

旨を定款に定めている。 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づき作成している。 

  なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成している。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づき作成している。 

  なお、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

の連結財務諸表及び前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、監査法人トー

マツにより監査を受けている。 

また、当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日

まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、監査法

人が交代したことに伴い、新たに選任されたあずさ監査法人により監査を受けている。 

  

３ 金額単位の変更について 

当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してい

たが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位をもって記載することとした。なお、比較を容易にするため、

前連結会計年度及び前事業年度についても百万円単位に組替え表示している。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

   
前連結会計年度

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金 ※3 4,148 8,803  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※3,13 18,181 42,298  

 ３ たな卸資産 ※3 9,758 22,009  

 ４ 繰延税金資産 ※3 241 4,186  

 ５ その他 ※3 743 5,289  

   貸倒引当金  △40 △372  

   流動資産合計  33,032 45.5 82,215 27.0

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産     

  １ 建物及び構築物 ※3 8,694 18,861  

  ２ 機械装置及び運搬具 ※3 10,739 62,050  

  ３ 工具器具備品 ※3 2,858 5,563  

  ４ 土地 ※3,4 13,519 16,996  

  ５ 建設仮勘定 ※3 1,087 4,352  

    有形固定資産合計 ※1 36,899 50.8 107,824 35.4

 (2) 無形固定資産     

  １ ソフトウェア  625 1,326  

  ２ 連結調整勘定  139 －  

  ３ のれん ※3 － 49,397  

  ４ 特許権等 ※3 － 33,201  

  ５ 顧客基盤等 ※3 － 25,992  

  ６ その他  34 35  

    無形固定資産合計  799 1.1 109,953 36.1

 (3) 投資その他の資産     

  １ 投資有価証券 ※2,3 500 625  

  ２ 繰延税金資産  237 422  

  ３ その他 ※2,3 1,330 3,583  

    貸倒引当金  △206 △348  

    投資その他の資産合計  1,862 2.6 4,283 1.4

    固定資産合計  39,560 54.5 222,060 72.9

Ⅲ 繰延資産     

  １ 株式交付費  － 415  

    繰延資産合計  － － 415 0.1

    資産合計  72,593 100.0 304,691 100.0

       



  

  

   
前連結会計年度

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金 ※13 14,963 43,421 

 ２ 短期借入金 ※3,12 4,418 5,423 

 ３ 未払法人税等  253 2,075 

 ４ 賞与引当金  988 2,078 

 ５ 工場閉鎖損失引当金  － 1,140 

 ６ 売上損失引当金  698 1,312 

 ７ 製品補償引当金  25 － 

 ８ 完成工事補償引当金  47 － 

 ９ 設備関係支払手形 ※13 550 642 

 10 その他引当金 ※14 － 196 

 11 その他  4,107 17,248 

   流動負債合計  26,053 35.9 73,539 24.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  － 47,977 

 ２ 長期借入金 ※3,12 18,626 66,292 

 ３ 繰延税金負債  1,070 13,400 

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債 

※4 2,822 2,816 

 ５ 退職給付引当金  4,657 18,621 

 ６ 役員退職慰労引当金  96 151 

 ７ 環境対策引当金  － 346 

 ８ 連結調整勘定  56 － 

 ９ 負ののれん  － 45 

 10 その他  1,488 5,418 

   固定負債合計  28,819 39.7 155,070 50.9

   負債合計  54,873 75.6 228,609 75.0



  

  

   
前連結会計年度

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(少数株主持分)      

  少数株主持分    2,387 3.3 － －

(資本の部)      

Ⅰ 資本金 ※10   7,218 9.9 － －

Ⅱ 資本剰余金    8,142 11.2 － －

Ⅲ 利益剰余金    △3,392 △4.7 － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※4   3,052 4.2 － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金    43 0.1 － －

Ⅵ 為替換算調整勘定    282 0.4 － －

Ⅶ 自己株式 ※11   △14 △0.0 － －

   資本合計    15,332 21.1 － －

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

   72,593 100.0 － －

       

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － －   34,384 11.3 

２ 資本剰余金     － －   35,308 11.6 

３ 利益剰余金     － －   △3,449 △1.1 

４ 自己株式     － －   △17 △0.0 

株主資本合計     － －   66,226 21.8 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価 
  差額金 

   － －   70 0.0 

２ 土地再評価差額金 ※4   － －   3,044 1.0 

３ 為替換算調整勘定     － －   3,907 1.3 

評価・換算差額等合計     － －   7,022 2.3 

Ⅲ 新株予約権     － －   108 0.0 

Ⅳ 少数株主持分     － －   2,724 0.9 

純資産合計     － －   76,082 25.0 

負債純資産合計     － －   304,691 100.0 

       



② 【連結損益計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  57,994 100.0 145,702 100.0

Ⅱ 売上原価 ※2 50,468 87.0 130,224 89.3

Ⅲ 売上損失引当金取崩額  △ 455 △0.8 △336 △0.2

   売上総利益  7,982 13.8 15,814 10.9

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※1,2 5,969 10.3 12,538 8.6

   営業利益  2,013 3.5 3,276 2.3

Ⅴ 営業外収益     

 １ 受取利息  26 19    

 ２ 受取配当金  4 6    

 ３ 負ののれん償却額  － 11    

 ４ 持分法による投資利益  74 90    

 ５ 社内発生屑処分益  4 32    

 ６ 輸出奨励金  123 178    

 ７ 為替差益  48 134    

 ８ 雑収入  50 333 0.6 56 529 0.3

Ⅵ 営業外費用     

 １ 支払利息  676 3,605    

 ２ 雑損失  221 898 1.6 362 3,967 2.7

   経常利益  1,447 2.5 － －

   経常損失  － － 162 △0.1

Ⅶ 特別利益     

 １ 貸倒引当金戻入額  11 －    

 ２ 固定資産売却益 ※3 22 35    

 ３ 産業廃物処分場拡張工事 
   損害賠償金取崩益 

 － 127    

 ４ 受取保険金  － 10    

 ５ その他  9 43 0.1 5 178 0.1

Ⅷ 特別損失     

 １ 過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額 

 － 21    

 １ 固定資産処分損 ※4 206 370    

 ２ 減損損失 ※5 621 23    

 ３ たな卸資産処分損  13 －    

 ４ 環境対策引当金繰入額  － 282    

 ５ アドバイザリー費用及び 
   リファイナンス費用 

 646 －    

 ６ その他  15 1,503 2.6 5 704 0.5

   税金等調整前当期純損失  12 △0.0 687 △0.5

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 296 1,215    

   法人税等調整額  △159 137 0.3 △1,486 △270 △0.2

   少数株主利益  133 0.2 248 0.2

   当期純損失  282 △0.5 665 △0.5

      



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   6,647 

Ⅱ 資本剰余金増加高     

 １ 増資による新株の発行   1,494   

 ２ 新株予約権行使による 
   増加高 

  0 1,495 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   8,142 

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △3,393 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 １ 連結子会社増加に伴う 
   利益剰余金増加高 

  38   

 ２ 土地再評価差額金 
   取崩による増加高 

  243 282 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 １ 当期純損失   282 282 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △3,392 



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,218 8,142 △3,392 △14 11,954 

連結会計年度中の変動額           

 新株の発行 27,165 27,165     54,331 

 当期純利益     △665   △665 

 自己株式の取得       △3 △3 

 在外子会社退職給付債務変動額     601   601 

 土地再評価差額金の取崩     8   8 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)           

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 27,165 27,165 △56 △3 54,272 

平成19年３月31日残高(百万円) 34,384 35,308 △3,449 △17 66,226 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主 
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 43 3,052 282 3,378 － 2,387 17,720 

連結会計年度中の変動額               

 新株の発行             54,331 

 当期純利益             △665 

 自己株式の取得             △3 

 在外子会社退職給付債務変動額             601 

 土地再評価差額金の取崩             8 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 26 △8 3,625 3,644 108 336 4,089 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 26 △8 3,625 3,644 108 336 58,361 

平成19年３月31日残高(百万円) 70 3,044 3,907 7,022 108 2,724 76,082 



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
   税金等調整前当期純損失 △12 △687 
   減価償却費 3,030 8,469 
   減損損失 621 23 
   のれん償却額 － 633 
   負ののれん償却額 － △11 
   貸倒引当金の増減額(減少：△) △12 38 
   退職給付引当金の増減額(減少：△) △31 904 
   役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △12 54 
   環境対策引当金の増減額(減少：△) － 276 
   固定資産の除却・売却損益 183 334 
   売上損失引当金の増減額（減少：△） △455 △336 
   受取利息及び受取配当金 △30 △25 
   支払利息 676 3,605 
   為替差損益(差益：△) △18 △136 
   持分法による投資損益(利益：△) △74 △90 
   アドバイザリー費用及び 
   リファイナンス費用 

646 － 

   売上債権の増減額(増加：△) △270 △5,177 
   たな卸資産の増減額(増加：△) △1,088 1,212 
   仕入債務の増減額(減少：△) 925 △2,461 
   その他 △193 △543 
    小計 3,885 6,082 
   利息及び配当金の受取額 45 25 
   利息の支払額 △750 △2,149 
   法人税等の支払額 △188 △857 
   アドバイザリー費用及び 
   リファイナンス費用支払額 

△219 △426 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,772 2,675 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
   定期預金の預入による支出 △18 △122 
   定期預金の払戻による収入 83 118 
   有形固定資産の取得による支出 △3,745 △6,286 
   有形固定資産の売却による収入 179 39 
   無形固定資産の取得による支出 △551 △10 
   新規連結子会社の取得による支出 △2,738 △36,640 
   連結子会社株式の追加取得による支出 △21 △44 
   その他 △19 △360 
   投資活動によるキャッシュ・フロー △6,831 △43,306 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   
   短期借入金純増減額 1,780 △827 
   長期借入れによる収入 20,885 24,988 
   長期借入金の返済による支出 △22,082 △32,269 
   社債買入消却による支出 － △937 
   株式の発行による収入 3,001 53,883 
   セール・アンド・リースバックによる収入 1,134 550 
   ファイナンス・リース債務の返済による 
   支出 

△344 △621 

   少数株主への配当金の支払額 △4 △7 
   少数株主の増資引受による払込額 － 42 
   その他 △4 126 
   財務活動によるキャッシュ・フロー 4,366 44,927 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 37 319 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 344 4,615 

Ⅵ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の 
  期首残高 

57 － 

Ⅶ 現金及び現金同等物期首残高 3,716 4,119 
Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 4,119 8,735 
    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数  ７社 

  主要な連結子会社名 

   旭テック東北販売㈱、アサヒサービス㈱、アサヒ

テックサービス㈱は、重要性が増したため、当連

結会計年度より連結範囲に含めている。 

また、テクノメタル㈱は、平成18年２月28日付で

新たに子会社となり、みなし取得日を当連結会計

年度末として、当連結会計年度より連結の範囲に

含め貸借対照表のみを連結している。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数  77社 

  主要な連結子会社名 

「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記

載しているため省略している。 

なお、Metaldyne Holdings LLC及びその子会社68

社は、平成19年１月11日付で新たに子会社とな

り、当連結会計年度より連結の範囲に含め、連結

修正項目を修正して連結財務諸表を作成してい

る。 

また、当連結会計年度に新たに設立及び出資を行

っ た Guangzhou  Asahi  Dongling  Research  & 

Development Co., Ltd.を当連結会計年度から連

結子会社に含めている。 

 (2) 主要な非連結子会社名 

   ――――――――――― 

 (2) 主要な非連結子会社名 

   ――――――――――― 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 ２社 

  主要な会社名 

   Asahi Somboon Shippo Moulds Co., Ltd 

   Dicastal Asahi Aluminium Co., Ltd. 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 ３社 

  主要な会社名 

   Shippo Asahi Moulds (Thailand) Co., Ltd. 

   Dicastal Asahi Aluminium Co., Ltd. 

      Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd. 

Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd.は、平成

19年３月27日に出資し、当連結会計年度より持分

法の適用範囲に含めている。Asahi  Somboon 

Shippo Moulds Co., Ltd.は、当連結会計年度に

おいてShippo Asahi  Moulds (Thailand)  Co., 

Ltd. に社名を変更した。 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 

   ――――――――――― 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 

――――――――――― 

 (3) 持分法適用会社は決算日が連結決算日と異なるた

め、事業年度に係る財務諸表を使用している。 

 (3) 同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の決算日は、連結決算日と同一である。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結決算日と異なる決算日の会社について、その決

算日と会社は次のとおりである。 

 (1) ３月31日の直近の日曜日 

Metaldyne Corporation及びその子会社のうち２

社 

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必要な調整を行ってい

る。 

 (2) 12月31日 

Metaldyne Corporationの子会社のうち24社 

連結財務諸表の作成にあたり、３月31日の直近の

日曜日にて仮決算を行っている。 

Guangzhou Asahi Dongling Research & 

Development Co., Ltd. 

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必要な調整を行ってい

る。 

 (3) 12月31日の直近の日曜日 

Metaldyne Corporationの子会社のうち31社 

連結財務諸表の作成にあたり、３月31日の直近の

日曜日にて仮決算を行っている。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定している。) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定している。) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

     同左 

  ②たな卸資産 

   主として総平均法による原価法 

  ②たな卸資産 

     連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は主

として総平均法による原価法、在外連結子会社

は主として先入先出法による低価法 

  ③デリバティブ 

    時価法 

  ③デリバティブ 

    同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ①有形固定資産 

   建物(建物附属設備を除く) 

    定額法 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ①有形固定資産 

   建物(建物附属設備を除く) 

    同左 

   工具器具備品に含まれる金型 

    連結財務諸表提出会社、テクノメタル㈱及び在

外連結子会社は定額法、その他の国内連結子会

社は定率法を採用している。 

   工具器具備品に含まれる金型 

    同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

   その他の有形固定資産 

    連結財務諸表提出会社及びテクノメタル㈱を除

く国内連結子会社は定率法、テクノメタル㈱及

び在外連結子会社は定額法を採用している。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

  建物及び構築物   10～60年 

  機械装置及び運搬具 ４～12年 

  工具器具備品    ２～６年 

   その他の有形固定資産 

    連結財務諸表提出会社及びテクノメタル㈱を除

く国内連結子会社は定率法、テクノメタル㈱及

び在外連結子会社は定額法を採用している。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

  建物及び構築物   10～60年 

  機械装置及び運搬具 ４～15年 

  工具器具備品    ２～７年 

  ②無形固定資産 

   ソフトウェア 

    連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は、

自社利用のソフトウェアについて社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ている。 

  ②無形固定資産 

   ソフトウェア 

    自社利用のソフトウェアについて社内における

利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採

用している。 

   特許権等 

   その他の無形固定資産 

    定額法 

    利用可能期間（主として20年）に基づく定額法 

   顧客基盤等 

      利用可能期間（主として15年）に基づく定額法 

   その他の無形固定資産 

        定額法 

 (3) 繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

    支払時に全額費用処理 

 (3) 繰延資産の処理方法 

   株式交付費 

    月数を基準とした３年間の定額法により償却し

ている。 

（株式交付費の会計処理方法の変更） 

当連結会計年度から、「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

実務対応報告第19号 平成18年８月11日）を適

用している。これにより、従来は株式交付費を

支出時の費用として処理していたが、当連結会

計年度より企業規模の拡大のために行う資金調

達などの財務活動に係る株式交付費については

繰延資産に計上することとした。この変更は、

当連結会計年度においてメタルダイン社の買収

による完全子会社化と同社の既存借入金の返済

のため多額の資金調達を行い、これに伴う株式

交付費が多額であることからその支出の効果の

及ぶ期間にわたって費用配分するものである。

この変更により、従来と同一の基準によった場

合に比べ、営業外費用として計上していた株式

交付費は415百万円減少し、経常損失及び税金

等調整前当期純損失は、それぞれ同額少なく計

上されている。 



  

  
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、連

結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上している。また、在外

連結子会社は主として特定の債権について回収不

能見込額を計上している。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   同左 

  ②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準

により計上している。 

  ②賞与引当金 

同左 

③売上損失引当金 

連結財務諸表提出会社及び在外連結子会社は、継

続受注品のうち、車種別に売上損益を計算した結

果、損失となる製品売上について、その売上損失

の発生に備えるため、当連結会計年度末後１年間

を対象に、外部調査会社の車種別生産予測データ

等を用いて見積もった当該車種別の生産台数に、

当連結会計年度末時点の車種別・台当たり売上損

失を乗じた見込額を計上している。 

③売上損失引当金 

連結財務諸表提出会社及び在外連結子会社は、継

続受注品のうち、車種別に売上損益を計算した結

果、損失となる製品売上について、その売上損失

の発生に備えるため、当連結会計年度末後１年間

を対象に、外部調査会社の車種別生産予測データ

等を用いて見積もった当該車種別の生産台数に、

当連結会計年度末時点の車種別・台当たり売上損

失を乗じた見込額を計上している。なお、受注環

境の変化を踏まえて、当連結会計年度より見積対

象期間を１年間から６ヶ月間に変更した。 

また、一部在外連結子会社は事業再評価に伴い、

継続受注品について将来発生する可能性がある売

上損失見込額を計上している。 

④製品補償引当金 

連結財務諸表提出会社及び在外連結子会社は、販

売製品に対して将来発生するクレームに対応する

ため、過去の実績を基準にして製品補償引当金を

計上している。 

④ ――――――――――― 

  

⑤完成工事補償引当金 

連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社は、完

成工事に関する瑕疵担保の費用に備えるため、過

去の補償実績割合に基づいて計上している。 

⑤ ――――――――――― 

  ⑥ ―――――――――――   ⑥工場閉鎖損失引当金 

   一部在外連結子会社は、工場閉鎖に伴う損失に備

えるため、当該損失見込額を計上している。 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ⑦退職給付引当金 

   連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上している。 

   また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10～15年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしている。 

  ⑦退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上している。 

また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10～15年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ翌連結会計年度から費用処理して

いる。 

なお、在外連結子会社のうちメタルダイン社は主

として期首の数理計算上の差異の未認識額が、退

職給付債務と年金資産のうちいずれか大きい額の

10％を超過する場合に、従業員の平均残存勤務期

間等に基づく一定年数の定額法で費用処理するこ

ととしている。さらに、米国の一部連結子会社に

おいては、年金以外の退職後給付費用についてそ

の総額を見積り、従業員の役務提供期間等を基礎

として配分している。なお、米国の一部連結子会

社においては、費用処理されていない数理計算上

の差異等の未認識額を貸借対照表で計上すること

としている。 

  ⑧役員退職慰労引当金 

   連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社におい

ては役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内

規に基づく期末要支給額の100％を計上してい

る。 

  ⑧役員退職慰労引当金 

   連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社におい

ては役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内

規に基づく期末要支給額の100％を計上してい

る。 

また、在外連結子会社は役員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上している。 

  ⑨ ―――――――――――   ⑨環境対策引当金 

   連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社におい

てはポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分等に係る

支出に備えるため、処理費用の見積額を計上して

いる。なお、一部在外連結子会社は、当該国の環

境関連法令及び規制遵守のために発生する環境改

善費用の支出に備えるため、処理費用の見積額を

計上している。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、為替差額は損益として処理し

ている。なお、在外子会社等の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び資本の部における為替

換算調整勘定に含めて計上している。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、為替差額は損益として処理し

ている。なお、在外子会社等の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めて計上している。 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

   連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社はリー

ス物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理してい

る。在外連結子会社については所在地の会計基準

により、一定の要件を満たしたものについて資産

計上している。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

   同左 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ①消費税等の会計処理 

   税抜方式 

  ②売上高の計上基準 

   連結財務諸表提出会社は、完成工事高の計上に関

して、長期請負工事（請負金額１億円以上かつ工

期１年以上）については、工事進行基準によって

いる。なお、当連結会計年度における工事進行基

準による完成工事高は789百万円である。 

  ③ ――――――――――― 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ①消費税等の会計処理 

   同左 

  ②売上高の計上基準 

   連結財務諸表提出会社は、完成工事高の計上に関

して、長期請負工事（請負金額１億円以上かつ工

期１年以上）については、工事進行基準によって

いる。なお、当連結会計年度における工事進行基

準による完成工事高は1,858百万円である。 

③投資その他の資産の処理方法 

   その他の資産 

在外連結子会社は所在地の会計基準に従い、借入

費用については借入期間に基づき、月数を基準と

した定額法により償却している。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用している。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、翌連結会計年度よ

り発生原因に応じ５年から20年の一定の年数で均等

償却を行う。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、発生原因

に応じ20年以内の一定の年数の定額法により償却を

行う。 

ただし、金額が僅少な場合は発生年度にその全額を

償却している。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した連

結会社の利益処分に基づいて作成している。 

――――――――――― 

   

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなって

いる。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用している。これにより、従来と同一の方法

を採用した場合と比べ、営業利益及び経常利益は147百

万円増加し、税金等調整前当期純損失は444百万円増加

している。 

セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載してい

る。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除している。 

――――――――――― 

――――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用している。従来の資本の部の合計に相

当する金額は73,249百万円である。なお、連結財務諸表

規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成している。 

――――――――――― （企業結合に係る会計基準） 

当連結会計年度から、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準

第７号 平成17年12月27日）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 企業会計基準適用指針第10号 終改正平

成18年12月22日）を適用している。 

――――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度から、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第８

号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適

用している。これによる営業利益、経常損失及び税金等

調整前当期純損失に与える影響は108百万円である。な

お、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載して

いる。 



表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――――――――― （連結貸借対照表関係） 

１ 前連結会計年度末において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度より「の

れん」又は「負ののれん」として表示している。 

２ 当連結会計年度から前連結会計年度まで流動負債に

区分掲記していた製品補償引当金及び完成工事補償

引当金を「その他引当金」として集約して記載して

いる。 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

      ――――――――――― 

  

（スプレッド方式による新株発行） 

平成19年３月５日付欧州を中心とする海外市場

（ただし、米国を除く。）における募集による当

社普通株式の発行は、引受会社が引受価額で買取

引受を行い、これを引受価額と異なる発行価格で

一般投資家に販売するスプレッド方式によってい

る。これにより、発行価格と引受価額との差額353

百万円が事実上の引受手数料となっている。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 84,201百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社の株式 309百万円

   関連会社に対する出資金 175百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 88,182百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社の株式 389百万円

   関連会社に対する出資金 484百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

   借入金22,929百万円（一年以内に返済予定の長期

借入金400百万円、長期借入金18,626百万円、短

期借入金3,902百万円）の担保に供しているもの

は、次のとおりである。 

   上記担保資産の内、工場財団抵当に供している資

産は次のとおりである。 

   なお、上記担保付債務の内、工場財団抵当に対応

する債務は借入金22,929百万円（一年以内に返済

予定の長期借入金400百万円、長期借入金18,626

百万円、短期借入金3,902百万円）である。 

 現金及び預金 2,948百万円

 受取手形及び売掛金 7,256百万円

 たな卸資産 9,556百万円

 未収入金 10百万円

 建物及び構築物 7,664百万円

 機械装置及び運搬具 6,785百万円

 工具器具備品 243百万円

 土地 13,111百万円

 投資有価証券 332百万円

 計 47,909百万円

 建物及び構築物 3,382百万円

 機械装置及び運搬具 3,774百万円

 土地 3,474百万円

 計 10,631百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

   借入金71,273百万円（一年以内に返済予定の長期

借入金1,813百万円、長期借入金66,292百万円、

短期借入金3,167百万円）及び社債47,977百万円

の担保に供しているものは、次のとおりである。 

   上記担保資産の内、工場財団抵当に供している資

産は次のとおりである。 

   なお、上記担保付債務の内、工場財団抵当に対応

する債務は借入金22,212百万円（一年以内に返済

予定の長期借入金1,300百万円、長期借入金

17,745百万円、短期借入金3,167百万円）であ

る。 

現金及び預金 4,223百万円 

受取手形及び売掛金 21,114百万円 

たな卸資産 15,392百万円 

繰延税金資産 2,622百万円 

短期貸付金 15百万円 

未収入金 354百万円 

前払費用及びその他資産 2,262百万円 

建物及び構築物 14,401百万円 

機械装置及び運搬具 44,913百万円 

工具器具備品 2,859百万円 

土地 14,228百万円 

建設仮勘定 2,199百万円 

のれん 21,809百万円 

特許権等及び顧客基盤等 30,535百万円 

投資有価証券 604百万円 

長期貸付金 13百万円 

計 177,549百万円 

建物及び構築物 3,302百万円 

機械装置及び運搬具 3,924百万円 

土地 3,463百万円 

計 10,589百万円 



  

  
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(平成19年３月31日) 

※４ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上し

ている。 

   再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第

３号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的

な調整を行い算出している。 

   再評価を行った年月日……平成14年３月31日 

   同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

               1,479百万円 

※４ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上している。 

   再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第

３号に定める固定資産税評価額に基づき、合理的

な調整を行い算出している。 

   再評価を行った年月日……平成14年３月31日 

   同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

1,832百万円 

５ 保証債務 

従業員(銀行モーターローン) 0百万円

５ 保証債務 

――――――――――― 
  



  

  

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(平成19年３月31日) 

６ テクノメタル㈱株式の追加購入 

連結財務諸表提出会社は、ビジネス領域の拡大及び

業務効率の向上を目的として、平成18年２月28日に

三菱ふそうトラック・バス㈱との間で、その100％

子会社である三菱ふそうテクノメタル㈱（現 テク

ノメタル㈱）の株式の取得に関する契約を締結し、

128千株（66%）を2,969百万円で取得した。この契

約には、契約締結後18ヶ月経過した日から契約締結

後36ヶ月の間に三菱ふそうトラック・バス㈱が所有

するテクノメタル㈱の残りの持分を連結財務諸表提

出会社が一定の価格（現金もしくは株式交換）で追

加取得するという株式買取条項が含まれている。当

該株式買取契約により三菱ふそうトラック・バス㈱

は、契約締結後18ヶ月経過した日から契約締結後36

ヶ月の間にテクノメタル㈱の株式買取を連結財務諸

表提出会社に要請し、その対価に現金あるいは連結

財務諸表提出会社株式を選択することができること

になっている。なお、買取価格は以下のように定め

られている。 

① 現金による場合の買取価格 

ⅰ 契約締結後18ヶ月経過した日から契約締結後24

ヶ月までの買取価格 

平成18年２月28日のテクノメタル㈱の１株当たりの

株式買取価格に７％を加算したものを基準価格と

し、この価格に株式買取契約締結日の１年後の日か

ら三菱ふそうトラック・バス㈱がテクノメタル㈱の

株式を売却する日までの金利（年利４％）を日割計

算して加算した価格による。 

ⅱ 契約締結後24ヶ月超から契約締結後36ヶ月まで

の買取価格 

上記ⅰの基準価格に４％を加算したものを基準価格

とし、この価格に株式買取契約締結日の２年後の日

から三菱ふそうトラック・バス㈱がテクノメタル㈱

の株式を売却する日までの金利（年利１％）を日割

計算して加算した価格による。 

② 株式交換による場合 

①で定められた価格を連結財務諸表提出会社株式の

市場価格で除した株式数で交換する。 

６ テクノメタル㈱株式の追加購入 

連結財務諸表提出会社は、ビジネス領域の拡大及び

業務効率の向上を目的として、平成18年２月28日に

三菱ふそうトラック・バス㈱との間で、その100％

子会社である三菱ふそうテクノメタル㈱（現 テク

ノメタル㈱）の株式の取得に関する契約を締結し、

128千株（66%）を2,969百万円で取得した。この契

約には、契約締結後18ヶ月経過した日から契約締結

後36ヶ月の間に三菱ふそうトラック・バス㈱が所有

するテクノメタル㈱の残りの持分を連結財務諸表提

出会社が一定の価格（現金もしくは株式交換）で追

加取得するという株式買取条項が含まれている。な

お、平成19年２月27日に三菱ふそうトラック・バス

㈱より、平成19年８月29日付でテクノメタル㈱の残

り持分を売却する旨の通知を受領している。この追

加取得の対価として1,670百万円を予定している。 

  

７ ㈱バンテックからの訴訟事件 

平成17年12月26日付で連結財務諸表提出会社の物流

業務の委託先であった㈱バンテックから295百万円

の物流業務委託代金請求訴訟の提起を受けた。これ

に対して、連結財務諸表提出会社は548百万円の反

訴を提起した。連結財務諸表提出会社は、裁判にお

いて連結財務諸表提出会社の正当性を主張し争って

いく方針である。 

７ ㈱バンテックからの訴訟事件 

平成17年12月26日付で連結財務諸表提出会社の物流

業務の委託先であった㈱バンテックから295百万円

の物流業務委託代金請求訴訟の提起を受けた。これ

に対して、連結財務諸表提出会社は548百万円の反

訴を提起した。連結財務諸表提出会社は、裁判にお

いて連結財務諸表提出会社の正当性を主張し争って

いく方針である。 



  

  

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(平成19年３月31日) 

９ 当座借越契約及びコミットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりである。 

 当座借越極度額 8,226百万円

 借入実行残高 3,950百万円

 差引額 4,276百万円

９ 当座借越契約及びコミットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりである。 

当座借越極度額 84,918百万円

借入実行残高 52,063百万円

差引額 32,855百万円

※10 当社の発行済株式総数は、普通株式60,277,813

株、Ａ種優先株式28,572,000株、Ｂ種優先株式

10,526,316株である。 

――――――――――― 

※11 当社が保有する自己株式の数は、普通株式82,840

株である。 

――――――――――― 

※12 財務制限 

㈱あおぞら銀行及び㈱三井住友銀行によるシニア

ローン、㈱あおぞら銀行による劣後ローンには財

務制限条項が付されており、主なものは次のとお

りである。いずれもその事由が発生した場合は、

貸出人の請求によって借入人は本契約上の期限の

利益を失い、直ちに債務の弁済をなさねばならな

い。 

1.ファイナンシャルコベナンツ等計算書に定める指

標が下記に述べる所定の水準を達成できなかった

場合は契約違反となる。 

*1 年間EBITDAに対する年間金融費用(エージェント・フィーを

含む)の割合 

*2 年間フリーキャッシュフローに対する年間元利金支払総額の

割合 

*3 修正融資残高に対する年間EBITDAの割合 

2.個別融資実行日が属する月より、コミットメント

に係る借入の各個別融資の合計残高を毎月計測

し、かかる合計残高は、借入人の連結ベースでの

必要運転資金の範囲内とする。 

3.借入人の配当・役員賞与の支払は、その支払後上

記に述べた財務制限条項に抵触しないことを条件

とする。 

4.年間設備投資額の制限 

平成19年３月期以降の借入人の年間設備投資（設

備投資に係るリースを含む。ただし、金型又は治

具に対する投資は除く）上限額は次のとおりとす

る。ただし、各期の未消化部分については、翌期

に限り繰越可能とする。 

平成19年３月期及び平成20年３月期： 

4,500百万円＋余剰キャッシュフロー×50% 

平成21年３月期以降： 

3,500百万円＋余剰キャッシュフロー×50% 

＊余剰キャッシュフローは、フリーキャッシュフローから約

定返済額、支払利息額、エージェントフィー及びコミットメ

ントフィーを控除した金額 

Interest 

Coverage Ratio 

＊1 

Debt Service 

Coverage 

Ratio ＊2 

レバレッジ 

比率 

＊3 

平成18年３月期から平成19年12月期まで 

6.0以上 1.0以上 3.5以下 

平成20年３月期から平成21年12月期まで 

6.0以上 1.0以上 2.5以下 

平成22年３月期以降 

6.0以上 1.0以上 2.0以下 

※12 財務制限 

(1)当連結会計年度末の当企業グループの借入金の

内、㈱あおぞら銀行・㈱三井住友銀行・㈱東京ス

ター銀行及びみずほコーポレート銀行によるシニ

アローン、㈱あおぞら銀行による劣後ローンには

連結キャッシュ・フローや連結利益水準などの財

務制限条項が付されている。所定の水準を達成で

きなかった場合は誓約違反となり、㈱あおぞら銀

行の通知又は催告により、当企業グループは本契

約上の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をな

さねばならない。 

なお、各財務制限条項は、平成19年１月11日に買

収し、完全子会社となったメタルダイン社を含ま

ない連結決算数値に基づいて検証されることとな

っている。 

1.ファイナンシャルコベナンツ等計算書に定める指

標が下記に述べる所定の水準を達成できなかった

場合は契約違反となる。 

*1 年間EBITDAに対する年間金融費用(エージェント・フィーを

含む)の割合 

*2 年間フリーキャッシュフローに対する年間元利金支払総額の

割合 

*3 修正融資残高に対する年間EBITDAの割合 

2.個別融資実行日が属する月より、コミットメント

に係る借入の各個別融資の合計残高を毎月計測

し、かかる合計残高は、借入人の連結ベースでの

必要運転資金の範囲内とする。 

3.借入人の配当・役員賞与の支払は、その支払後上

記に述べた財務制限条項に抵触しないことを条件

とする。 

4.年間設備投資額の制限 

平成19年３月期以降の借入人の年間設備投資（設

備投資に係るリースを含む。ただし、金型又は治

具に対する投資は除く）上限額は次のとおりとす

る。ただし、各期の未消化部分については、翌期

に限り繰越可能とする。 

Interest 

Coverage Ratio 

＊1 

Debt Service 

Coverage 

Ratio ＊2 

レバレッジ 

比率 

＊3 

平成18年３月期から平成19年12月期まで 

6.0以上 1.0以上 3.5以下 

平成20年３月期から平成21年12月期まで 

6.0以上 1.0以上 2.5以下 

平成22年３月期以降 

6.0以上 1.0以上 2.0以下 



  

  

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(平成19年３月31日) 

――――――――――― 平成19年３月期及び平成20年３月期： 

4,500百万円＋余剰キャッシュフロー×50% 

平成21年３月期以降： 

3,500百万円＋余剰キャッシュフロー×50% 

＊余剰キャッシュフローは、フリーキャッシュフローから約

定返済額、支払利息額、エージェントフィー及びコミットメ

ントフィーを控除した金額 

(2)また、連結子会社であるMetaldyne Company LLC

及びMetaldyne Intermediate Holdco. Inc.の借

入金の内、JPモルガンチェース銀行からのターム

ローンファシリティ、リボルビングファシリティ

及びシンセティックファシリティには下記の財務

制限条項が付されており、当該条項に抵触した場

合は、契約上のすべての債務について期限の利益

を喪失する可能性がある。 

1.ファイナンシャルコベナンツ等計算書に定める指

標が下記に述べる所定の水準を達成できなかった

場合は契約違反となる。 

Interest Coverage  

Ratio 
レバレッジ比率 

平成19年６月期から平成19年９月期まで 

1.00以上1.75以下 1.00以上5.50以下 

平成19年12月期から平成20年３月期まで 

1.00以上1.75以下 1.00以上5.25以下 

平成20年６月期 

1.00以上1.75以下 1.00以上5.00以下 

平成20年９月期 

1.00以上2.00以下 1.00以上5.00以下 

平成20年12月期から平成21年３月期 

1.00以上2.00以下 1.00以上4.75以下 

平成21年６月期 

1.00以上2.00以下 1.00以上4.50以下 

平成21年９月期 

1.00以上2.25以下 1.00以上4.50以下 

平成21年12月期から平成22年６月期 

1.00以上2.25以下 1.00以上4.25以下 

平成22年９月期から平成23年３月期 

1.00以上2.35以下 1.00以上4.00以下 

平成23年６月期 

1.00以上2.35以下 1.00以上3.75以下 

平成23年９月期 

1.00以上2.65以下 1.00以上3.75以下 

平成23年12月期から平成24年６月期 

1.00以上2.65以下 1.00以上3.50以下 

平成24年９月期 

1.00以上2.75以下 1.00以上3.25以下 

平成24年12月期以降 

1.00以上2.75以下 1.00以上3.00以下 



  
前連結会計年度

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度

(平成19年３月31日) 

――――――――――― 上記に加え、平成19年９月期以降にリボルビング

ファシリティの使用可能枠が40百万ドル以下にな

った場合は、 低固定チャージカバレッジレシオ

を遵守せねばならない。 

2.上記の財務制限条項に加え、下記事項に対しても

制限条項が付されている。 

借入行為、担保設定、合併、清算及び解散、資産

の売却、配当、設備投資、関連会社取引、セー

ル・アンド・リースバック契約、決算日の変更、

売買目的のためのヘッジ行為、ビジネスラインの

変更、増資に係る取引契約及び関連書類の修正

等。 

――――――――――― ※13 期末日満期手形の処理 

当連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形

交換日をもって決済処理をしている。 

なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日で

あったため、次の満期手形が当連結会計年度末残

高に含まれている。 

受取手形 189百万円

支払手形 738百万円

設備支払手形 58百万円

――――――――――― ※14 その他引当金の内訳 

役員賞与引当金 71百万円

製品補償引当金 80百万円

完成工事補償引当金 43百万円

合計 196百万円



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費中の主要な費目及び金額 

 荷造費、運賃 1,970百万円

 給料賃金、賞与手当 1,261百万円

 賞与引当金繰入額 147百万円

 退職給付費用 97百万円

 役員退職慰労引当金繰入額 36百万円

※１ 販売費及び一般管理費中の主要な費目及び金額 

荷造費、運賃 2,596百万円

給料賃金、賞与手当 2,543百万円

賞与引当金繰入額 253百万円

退職給付費用 221百万円

役員退職慰労引当金繰入額 94百万円

貸倒引当金繰入額 16百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 

開発費                             537百万円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究 

開発費                             998百万円 

※３ 固定資産売却益の内容 

 機械装置売却益 5百万円

 土地売却益 16百万円

 その他 0百万円

 計 22百万円

※３ 固定資産売却益の内容 

機械装置売却益 21百万円

土地売却益 7百万円

その他 7百万円

計 35百万円

※４ 固定資産処分損の内容 

 建物及び構築物除却損 2百万円

 機械装置及び運搬具除却損 150百万円

 工具器具備品除却損 23百万円

 その他除却損 11百万円

 その他売却損 8百万円

 固定資産撤去費用 9百万円

 計 206百万円

※４ 固定資産処分損の内容 

建物及び構築物除却損 20百万円

機械装置及び運搬具除却損 77百万円

工具器具備品除却損 134百万円

その他除却損 35百万円

その他売却損 3百万円

固定資産撤去費用 98百万円

計 370百万円



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※５ 減損損失 

当企業グループは、当連結会計年度において、以

下の資産グループについて減損損失を計上してい

る。当企業グループは、管理会計上の事業ごと、

又は物件ごとに資産のグルーピングを行ってい

る。 

上記資産グループのうち、アルミホイール事業に

ついては、事業の再編成による国内生産の停止に

伴い、国内アルミホイール生産設備に係る資産グ

ループの回収可能価額が低下したため、また、遊

休資産については、将来の用途が定まっていない

ため、減損損失を特別損失に計上した。 

ダクタイル事業については、一部生産の終了する

機械装置、工具器具備品について、今後の使用計

画が決まっていないため、減損損失を特別損失に

計上した。なお、減損損失を認識したダクタイル

事業に係る資産グループを保有する在外連結子会

社においては、従来より「固定資産の減損に係る

会計基準」と同等の会計基準を適用しており、当

連結会計年度において減損損失を認識するに至る

事象が発生した結果、減損損失を認識した。よっ

て、在外連結子会社で認識した減損損失について

は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項の変更」(固定資産の減損に係る会計基準)

に記載されている影響額には含まれていない。 

その他の事業については、国内連結子会社におい

て一部、事業の撤退の決定に伴い、撤退事業に係

る特許権について、減損損失を特別損失に計上し

た。 

減損損失の内訳は、建物及び構築物３百万円、機

械装置及び運搬具197百万円、工具器具備品36百

万円、土地367百万円、特許権16百万円である。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額により測定しており、正味売却価額は、

不動産鑑定評価額や売却予定価額等から処分費用

見込額を差し引いて算定している。 

用途 種類 場所 
減損損失 

（百万円）

アルミホイール 

事業 

建物及び構築物、

機械装置及び運搬

具、工具器具備品 

土地 

静岡県 

菊川市 
191

遊休資産 
機械装置及び運搬

具、土地 

静岡県 

菊川市 
383

ダクタイル事業 
機械装置及び運搬

具、工具器具備品 

タイ国 

チョンブ

リ県シラ

チャ郡 

29

その他の事業 特許権 
三重県 

いなべ市 
16

    計 621

※５ 減損損失 

当企業グループは、当連結会計年度において、以

下の資産について減損損失を計上している。当企

業グループは、管理会計上の事業ごと、又は物件

ごとに資産のグルーピングを行っている。 

上記遊休資産については、将来の用途が定まって

いないため、減損損失を特別損失に計上した。 

減損損失の内訳は、機械装置及び運搬具９百万

円、工具器具備品０百万円、土地13百万円であ

る。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額により測定しており、正味売却価額は、

不動産鑑定評価額や売却予定価額等から処分費用

見込額を差し引いて算定している。 

用途 種類 場所 
減損損失 

（百万円）

遊休資産 

土地 
静岡県 

菊川市 
8

土地、 

機械装置及び運搬

具、工具器具備品

福島県 

二本松市 
14

機械装置及び運搬

具 

埼玉県 

北本市 
0

    計 23



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 第三者割当による新株の発行による増加   166,581千株 

 公募増資による増加             33,000千株 

 新株予約権の権利行使による新株の発行による増加   42千株 

Ｃ種優先株式の増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

第三者割当による新株の発行による増加   179千株 
(注)  Ｃ種優先株式（一定の場合に償還義務のある株式）の予想キャッシュ・フローに基づく利息相当額は200百万円、負債相当

額は9,637百万円（うち、一年以内－百万円）である。各期への配分は利息法によっている。 
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

    RHJインターナショナル SA/NVからの無償譲受による増加   304千株 

単元未満株式の買取りによる増加   11千株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

   該当事項なし。 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当連結会計年度 

増加株式数（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数（千株） 

当連結会計年度末 

株式数（千株） 

普通株式 60,277 199,623 － 259,901 

Ａ種優先株式 28,572 － － 28,572 

Ｂ種優先株式 10,526 － － 10,526 

Ｃ種優先株式 － 179 － 179 

合計 99,376 199,802 － 299,179 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当連結会計年度 

増加株式数（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数（千株） 

当連結会計年度末 

株式数（千株） 

普通株式 82 316 － 399 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結
会計年度末

増加 減少 
当連結 

会計年度末 

提出会社 
ストックオプショ
ンとしての新株予
約権 

－ － 
－ 

－ － 108 

合計 － － － － 108 



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

２ 重要な非資金取引の内容 

 現金及び預金 4,148百万円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △29百万円

 現金及び現金同等物 4,119百万円

 ファイナンス・リース取引に係わる
資産及び債務の額 

115百万円

２ 重要な非資金取引の内容 

現金及び預金 8,803百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △68百万円

現金及び現金同等物 8,735百万円

ファイナンス・リース取引に係わる
資産及び債務の額 

712百万円

３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 流動資産 7,192百万円

 固定資産 12,452百万円

 連結調整勘定 139百万円

 流動負債 △6,627百万円

 固定負債 △8,729百万円

 少数株主持分 △1,458百万円

 テクノメタル㈱株式の取得価額 2,969百万円

 テクノメタル㈱現金及び現金同等物 230百万円

 差引 テクノメタル㈱取得の 
    ための支出 
  

2,738百万円
 

３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

流動資産 44,955百万円

固定資産 129,013百万円

のれん 49,888百万円

流動負債 △45,364百万円

固定負債 △132,996百万円

少数株主持分 △87百万円

メタルダイン社の取得価額 45,410百万円
メタルダイン社の
現金及び現金同等物 

8,769百万円

差引 メタルダイン社
取得のための支出 

36,640百万円



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定している。 

  

有形固定資産 
無形 

固定資産 

合計 
(百万円) 

機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円) 

工具器具 
備品 

(百万円) 

ソフト 
ウェア 
(百万円) 

取得価額 
相当額 

285 770 93 1,150

減価償却 
累計額 
相当額 

112 399 47 559

期末残高 
相当額 

173 371 46 591

 (注) 同左 

有形固定資産
無形 

固定資産 

合計 
(百万円) 

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円) 

工具器具
備品 

(百万円)

ソフト 
ウェア 
(百万円) 

取得価額
相当額 

423 840 84 1,348

減価償却
累計額 
相当額 

163 415 47 626

期末残高
相当額 

259 425 37 721

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。 

 １年以内 229百万円

 １年超 361百万円

 合計 591百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

 (注) 同左 

１年以内 253百万円

１年超 468百万円

合計 721百万円

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

(注) テクノメタル㈱については、みなし取得日が連
結会計年度末であるため、上記の支払リース料
及び減価償却費相当額の計算には含めていな
い。 

 支払リース料 9百万円

 減価償却費相当額 9百万円

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 247百万円

減価償却費相当額 247百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 



  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ オペレーティング・リース取引 

  （貸主側） 

  未経過リース料 

 １年以内 70百万円

 １年超 383百万円

 合計 453百万円

２ オペレーティング・リース取引 

（貸主側） 

  未経過リース料 

（借主側） 

  未経過リース料 

１年以内 162百万円

１年超 1,228百万円

合計 1,391百万円

１年以内 5,092百万円

１年超 25,039百万円

合計 30,132百万円

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はない。 

（減損損失について） 

 同左 



(有価証券関係) 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ 売買目的有価証券（平成18年３月31日） 

該当事項なし。 

  

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日） 

該当事項なし。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日） 

  

 (注) その他有価証券で時価のある株式の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価を50％以上下落したもの

及び当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30％以上50％未満下落しているもののうち時価の回復可能性があると

判断されるものを除き減損処理を行っている。 

  

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項なし。 

  

５ 時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年３月31日） 

  

  

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

(平成18年３月31日) 

該当事項なし。 

  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表

計上額 
(百万円) 

差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

  株式 76 151 74

小計 76 151 74

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

  株式 － － －

小計 － － －

合計 76 151 74

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券  
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当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 売買目的有価証券（平成19年３月31日） 

該当事項なし。 

  

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成19年３月31日） 

該当事項なし。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日） 

  

 (注) その他有価証券で時価のある株式の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価を50％以上下落したもの

及び当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30％以上50％未満下落しているもののうち時価の回復可能性があると

判断されるものを除き減損処理を行っている。 

  

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項なし。 

  

５ 時価評価されていない主な有価証券の内容（平成19年３月31日） 

  

  

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

(平成19年３月31日) 

該当事項なし。 

  

次へ 

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表

計上額 
(百万円) 

差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

  株式 76 196 119 

小計 76 196 119 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

  株式 － － －

小計 － － －

合計 76 196 119 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券  
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

① 取引の内容及び利用目的等 

  当企業グループが利用しているデリバティブ取引は

通貨金利スワップ取引である。 

  当企業グループは、為替変動リスクや、金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で

通貨金利スワップ関連のデリバティブ取引を利用し

ている。 

① 取引の内容及び利用目的等 

  当企業グループが利用しているデリバティブ取引は

為替予約取引及び通貨金利スワップ取引である。 

  当企業グループは、為替変動リスクや、金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で

為替予約取引及び通貨金利スワップ関連のデリバテ

ィブ取引を利用している。 

② 取引に対する取組方針 

  当企業グループは、将来の為替及び金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機目的のデリバ

ティブ取引は行わない方針である。 

② 取引に対する取組方針 

  同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

  当企業グループが利用している通貨スワップ取引の

為替変動リスクや、金利スワップ取引の市場金利変

動リスクはほとんどないと認識している。 

③ 取引に係るリスクの内容 

  当企業グループが利用している為替予約取引及び通

貨スワップ取引の為替変動リスク、金利スワップ取

引の市場金利変動リスクはほとんどないと認識して

いる。 

④ 取引に係るリスクの管理体制 

  当企業グループは、デリバティブ取引について約定

時における決裁及び報告に関する内部規定があり、

これに基づいて厳格に運営を行っている。 

④ 取引に係るリスクの管理体制 

  同左 

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、又は計算上の想定元本を示したものであり、当

該契約金額がそのままデリバティブ取引に係る市場

リスク又は信用リスクの大きさを表すものではな

い。 

⑤ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 



２ 取引の時価等に関する事項 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

（１）通貨金利関連 
  

(注) １ 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。 

２ 上記は連結会社間の債権債務の相殺に伴い発生した評価損益である。 

  

  

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（１）通貨関連 
  

(注) 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。 

  

（２）通貨金利関連 
  

(注) １ 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定している。 

２ 上記は連結会社間の債権債務の相殺に伴い発生した評価損益である。 

  

前へ   次へ 

区分 種類 契約額等 

契約額等の 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

市場取引 
以外の取引 

通貨金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
390 140 △33 △33 

合計 390 140 △33 △33 

区分 種類 契約額等 

契約額等の 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

市場取引 
以外の取引 

為替予約取引 

 買建 

 ユーロ 

693 － 691 △2 

合計 693 － 691 △2 

区分 種類 契約額等 

契約額等の 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

市場取引 
以外の取引 

通貨金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
170 － △31 △31 

合計 170 － △31 △31 



(退職給付関係) 
  

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社のうち豊

栄工業㈱とテクノメタル㈱は、確定給付型の制度と

して退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けて

いる。その他の国内連結子会社及び在外連結子会社

は、退職一時金制度を設けている。また、従業員の

退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算

による退職給付債務の対象とされない割増退職金を

支払う場合がある。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社のうち豊

栄工業㈱とテクノメタル㈱は、確定給付型の制度と

して退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けて

いる。その他の国内連結子会社は、退職一時金制度

を設けている。また、在外連結子会社は、確定給付

型の制度及び確定拠出型の制度を採用しており、米

国の一部連結子会社においては、退職後医療給付制

度を採用している。 

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準

拠した数理計算による退職給付債務の対象とされな

い割増退職金を支払う場合がある。 

２ 退職給付債務に関する事項 

  

a 退職給付債務 △10,408百万円

b 年金資産 6,027百万円

c 未積立退職給付債務(a＋b) △4,380百万円

d 未認識数理計算上の差異 387百万円

e 貸借対照表計上額純額(c＋d) △3,993百万円

f 前払年金費用 664百万円

g 退職給付引当金(e－f) △4,657百万円

２ 退職給付債務に関する事項 

 (注)１ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に

当たり簡便法を採用している。 

   ２ 米国会計基準を適用している海外連結子会社

において、貸借対照表で計上された年金債務

調整額である。 

a 退職給付債務 △52,756百万円

b 年金資産 34,310百万円

c 未積立退職給付債務(a＋b) △18,446百万円

d 未認識数理計算上の差異 △411百万円

e 貸借対照表計上額純額(c＋d) △18,858百万円

f その他 (注)２ 601百万円

g 前払年金費用 683百万円

h 一年以内支払予定の
  退職給付債務 

△318百万円

i 退職給付引当金(e＋f－g－h) △18,621百万円

３ 退職給付費用に関する事項 

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、a勤務費用に計上している。 
  

a 勤務費用 282百万円

b 利息費用 132百万円

c 期待運用収益 △133百万円

d 数理計算上の差異の費用処理額 156百万円

e 割増退職金 ― 百万円

f 退職給付費用(a＋b＋c＋d＋e) 438百万円

３ 退職給付費用に関する事項 

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、a勤務費用に計上している。 

a 勤務費用 541百万円

b 利息費用 749百万円

c 期待運用収益 △708百万円

d 数理計算上の差異の費用処理額 90百万円

e 確定拠出年金に係る要拠出額
及び割増退職金等 

423百万円

f 退職給付費用(a＋b＋c＋d＋e) 1,095百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   (各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしている。) 

a 割引率 1.8～6.0％

b 期待運用収益率 2.9～3.0％

c 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

d 数理計算上の差異の処理年数 10～15年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   同左 

a 割引率 1.8～6.2％

b 期待運用収益率 2.9～8.5％

c 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

d 数理計算上の差異の処理年数 10～15年



 (ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

1. 当連結会計年度における費用計上額及び科目名  
売上原価         3百万円 

販売費及び一般管理費  104百万円 

  
2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

  平成16年第１回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役８名、当社執行役11名、当社従業員90名、 

当社子会社の取締役１名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 2,781,773株 

付与日 平成16年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成17年７月１日）以降、最終権利確定日（平成
21年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合
に16分の１ずつ権利が確定する。 
ただし、一部のものについては、下記の権利確定条件が別途定めら
れている。 
・初回権利確定日（平成17年７月１日）以降、最終権利確定日（平
成21年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している
場合に16分の１ずつ権利が確定する。なお、退職時は全量権利が
確定する。 

・初回権利確定日（平成18年７月１日）以降、最終権利確定日（平
成23年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している
場合に20分の１ずつ権利が確定する。 

・初回権利確定日（平成19年７月１日）以降、最終権利確定日（平
成24年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している
場合に20分の１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は１年間。 
（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最
終権利確定日までの対象勤務期間は４年９ヶ月。 
（自 平成16年７月１日 至 平成21年３月31日） 

ただし、一部のものについては、下記の対象勤務期間が別途定めら
れている。 

・初回権利確定日までの対象勤務期間は１年間。 
（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、
最終権利確定日までの対象勤務期間は４年９ヶ月。なお、退職時
は全量権利が確定する。 

・初回権利確定日までの対象勤務期間は２年間。 
（自 平成16年７月１日 至 平成18年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、
最終権利確定日までの対象勤務期間は６年９ヶ月。 

・初回権利確定日までの対象勤務期間は３年間。 
（自 平成16年７月１日 至 平成19年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、
最終権利確定日までの対象勤務期間は７年９ヶ月。 

権利行使期間 自 平成17年７月１日 至 平成26年６月30日 



  

  

  

  平成17年第２回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名、当社執行役１名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 85,000株 

付与日 平成17年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成18年７月１日）以降、最終権利確定日（平成
23年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合
に20分の１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は１年間。 
（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最
終権利確定日までの対象勤務期間は５年９ヶ月。 
（自 平成17年７月１日 至 平成23年３月31日） 

権利行使期間 自 平成18年７月１日 至 平成27年６月30日 

  平成17年第３回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役２名、当社執行役７名、当社従業員97名、 

当社子会社の取締役１名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 1,299,000株 

付与日 平成17年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成19年７月１日）以降、最終権利確定日（平成
23年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合
に16分の１ずつ権利が確定する。 
ただし、当社取締役２名のうち、１名については下記の権利確定条
件が別途定められている。 
・初回権利確定日（平成20年１月１日）以降、最終権利確定日（平
成24年９月30日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している
場合に20分の１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は２年間。 
（自 平成17年７月１日 至 平成19年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最
終権利確定日までの対象勤務期間は５年９ヶ月。 
（自 平成17年７月１日 至 平成23年３月31日） 

ただし、当社取締役２名のうち、１名については下記の対象勤務期
間が別途定められている。 

・初回権利確定日までの対象勤務期間は２年６ヶ月。 
（自 平成17年７月１日 至 平成19年12月31日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、
最終権利確定日までの対象勤務期間は７年３ヶ月。 
（自 平成17年７月１日 至 平成24年９月30日） 

権利行使期間 自 平成19年６月29日 至 平成27年６月28日 



  

  

  

  

  平成18年第４回ストック・オプション プラン① 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役１名、当社従業員１名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 180,000株 

付与日 平成18年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成20年７月１日）以降、最終権利確定日（平成
25年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合
に20分の１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は２年間。 
（自 平成18年７月１日 至 平成20年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最
終権利確定日までの対象勤務期間は６年９ヶ月。 
（自 平成18年７月１日 至 平成25年３月31日） 

権利行使期間 自 平成20年７月１日 至 平成28年６月28日 

  平成18年第４回ストック・オプション プラン①２ 

付与対象者の区分及び人数 当社子会社の取締役１名、当社子会社の従業員２名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 240,000株 

付与日 平成18年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成21年７月１日）以降、最終権利確定日（平成
26年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合
に20分の１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は３年間。 
（自 平成18年７月１日 至 平成21年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最
終権利確定日までの対象勤務期間は７年９ヶ月。 
（自平成18年７月１日 至平成26年３月31日） 

権利行使期間 自 平成21年７月１日 至 平成28年６月28日 

  平成18年第４回ストック・オプション プラン② 

付与対象者の区分及び人数 
当社執行役７名、当社従業員92名 
当社子会社の取締役１名、当社子会社の従業員38名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 1,201,000株 

付与日 平成18年７月１日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成20年７月１日）以降、最終権利確定日（平成
24年３月31日）までの間、四半期末ごとに勤務が継続している場合
16分の１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は２年間。 
（自 平成18年７月１日 至 平成20年６月30日） 
以降、権利の確定する四半期末ごとに対象勤務期間は延長され、最
終権利確定日までの対象勤務期間は５年９ヶ月。 
（自 平成18年７月１日 至 平成24年３月31日） 

権利行使期間 自 平成20年７月１日 至 平成28年６月28日 



  
  

(注) 株式数に換算して記載している。 

  

前へ   次へ 

  平成19年第５回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役１名、 

当社子会社の取締役・執行役７名、当社子会社の従業員15名 

ストック・オプション数 (注) 普通株式 3,031,835株 

付与日 平成19年１月11日 

権利確定条件 

初回権利確定日（平成20年１月11日）以降、最終権利確定日（平成
22年１月11日）までの間、１年ごとに勤務が継続している場合３分
の１ずつ権利が確定する。 

対象勤務期間 

初回権利確定日までの対象勤務期間は１年間。 
（自 平成19年１月12日 至 平成20年１月10日） 
以降、権利の確定する１年ごとに対象勤務期間は延長され、最終権
利確定日までの対象勤務期間は３年間。 
（自 平成19年１月12日 至 平成22年１月10日） 

権利行使期間 自 平成20年１月11日 至 平成29年１月11日 



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式
数に換算して記載している。 

①ストック・オプションの数 

  

  

平成16年 

第１回 

ストック・ 

オプション 

平成17年 

第２回 

ストック・ 

オプション 

平成17年 

第３回 

ストック・ 

オプション 

権利確定前    （株）       

前連結会計年度末 2,013,294 85,000 1,255,000 

 付与 － － － 

 失効 28,625 － 405,000 

 権利確定 526,529 17,000 － 

 未確定残 1,458,140 68,000 850,000 

権利確定後    （株）       

前連結会計年度末 354,282 － － 

 権利確定 526,529 17,000 － 

 権利行使 42,319 － － 

 失効 6,753 － － 

 未行使残 831,739 17,000 － 



    

②単価情報 

  

  

  

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン① 

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン①２ 

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン② 

平成19年 

第５回 

ストック・ 

オプション 

権利確定前    （株）         

前連結会計年度末 － － － － 

 付与 180,000 240,000 1,201,000 3,031,835 

 失効 － － 24,000 － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 180,000 240,000 1,177,000 3,031,835 

権利確定後    （株）         

前連結会計年度末 － － － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 － － － － 

 失効 － － － － 

 未行使残 － － － － 

  

平成16年 

第１回 

ストック・ 

オプション 

平成17年 

第２回 

ストック・ 

オプション 

平成18年 

第３回 

ストック・ 

オプション 

権利行使価格（円） 145 145 261 

行使時平均株価（円） 296 － － 

公正な評価単価（付与日） 

（円） 
－ － － 

  

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン① 

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン①２ 

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン② 

平成19年 

第５回 

ストック・ 

オプション 

権利行使価格（円） 251 251 251 313 

行使時平均株価（円） － － － － 

公正な評価単価（付与日） 

（円） 
145 151 141 209 



3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のと
おりである。 

①使用した評価技法   ブラックショールズ式 

②主な基礎数値及び見積方法 

(注) １ 過去の当社普通株式の日次株価（各取引日における終値）に基づき算出している。算出期間はプランごとに異
なり、プラン①は８年５ヶ月（自 平成10年１月30日 至 平成18年６月30日）、プラン①２は８年11ヶ月
（自 平成９年７月31日 至 平成18年６月30日）、プラン②は７年11ヶ月（自 平成10年７月31日 至 平
成18年６月30日）を対象としている。 

   ２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りは困難であるため、付与日から権利行使期間の中間点において行
使されるものと推定して見積りしている。 

   ３ 過去１年間の配当実績によっている。 

   ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する平成18年６月30日における国債の利回りである。 

  
当連結会計年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のと
おりである。 

①使用した評価技法   二項モデル 

②主な基礎数値及び見積方法 

(注) １ 過去の当社普通株式の日次株価（各取引日における終値）に基づき算出している。算出期間は10年（自 平成
９年１月10日 至 平成19年１月11日）を対象としている。 

   ２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りは困難であるため、付与日から権利行使期間の終了日までの期間
を予想残存期間として見積りしている。 

   ３ 過去１年間の配当実績によっている。 

   ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する平成19年１月11日における国債の利回りである。 

  
4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、ストック・オプション付与者と同等の役職者の過去の辞職率又は退職率を将来の失効数の見積りに反映
している。ただし、平成19年第５回ストック・オプションについては、将来の失効数の合理的な見積りは困難である
ため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。 

  

前へ   次へ 

  

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン① 

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン①２ 

平成18年 

第４回 

ストック・ 

オプション 

プラン② 

株価変動性   (注)１ 57.236％ 58.086％ 57.187％ 

予想残存期間  (注)２ ８年５ヶ月 ８年11ヶ月 ７年11ヶ月 

予想配当    (注)３ ０円 ０円 ０円 

無リスク利子率 (注)４ 1.835％ 1.868％ 1.796％ 

  

平成19年 

第５回 

ストック・ 

オプション 

株価変動性   (注)１ 57.326％ 

予想残存期間  (注)２ 10年 

予想配当    (注)３ ０円 

無リスク利子率 (注)４ 1.728％ 



(税効果会計関係) 

  

  

前へ     

前連結会計年度
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

  

(繰延税金資産) 
賞与引当金 412百万円
減価償却費 152百万円

金型有姿除却 219百万円

固定資産未実現利益 25百万円

貸倒引当金 75百万円

退職給付引当金 1,441百万円
アドバイザリー費用及び 
リファイナンス費用 

220百万円

売上損失引当金 263百万円

リース資産（機械装置）廃却損 180百万円

税務上の繰越欠損金 2,817百万円

その他 973百万円

繰延税金資産小計 6,782百万円
評価性引当額 △6,301百万円

繰延税金資産合計 481百万円
(繰延税金負債) 
その他有価証券評価差額金 
資本連結による土地評価差額 

△29百万円
△1,043百万円

繰延税金負債合計 △1,073百万円

繰延税金負債の純額 591百万円

再評価に係る繰延税金資産 487百万円
評価性引当額 △487百万円

再評価に係る繰延税金負債 △2,822百万円

再評価に係る繰延税金負債の純額 △2,822百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(繰延税金資産)  
賞与引当金 545百万円
減価償却費 422百万円

金型有姿除却否認 222百万円

固定資産未実現利益 22百万円

貸倒引当金 76百万円

退職給付引当金 1,438百万円
アドバイザリー費用及び
リファイナンス費用 

251百万円

売上損失引当金 143百万円

リース資産（機械装置）廃却損 147百万円

税務上の繰越欠損金 28,782百万円

その他 8,630百万円

繰延税金資産小計 40,681百万円
評価性引当額 △22,849百万円

繰延税金資産合計 17,831百万円
(繰延税金負債)  

資本連結による資産評価差額 △25,984百万円

その他有価証券評価差額金 △47百万円

その他 △589百万円

繰延税金負債合計 △26,622百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △8,791百万円
 

(再評価に係る繰延税金資産)  

再評価に係る繰延税金資産 486百万円

評価性引当額 △486百万円

再評価に係る繰延税金負債 △2,816百万円
再評価に係る繰延税金資産
（負債）の純額 

△2,816百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 39.75％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

△127.31

受取配当金等永久に益金に算入され 
ない項目 

5.10

住民税均等割 △145.23

評価性引当額等 △923.88

親会社と子会社の実効税率の差異 16.60

その他 0.18

税効果適用後の法人税等の負担率 △1,134.79

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 39.75％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

△10.29 

受取配当金等永久に益金に算入され 
ない項目 

0.19 

控除不能源泉税（外国税等） △10.41 

住民税均等割 △3.00 

米国州税 △4.85 

のれん償却額 △35.79 

評価性引当額 64.03 

親会社と子会社の実効税率の差異 0.43 

その他 △0.67 

税効果適用後の法人税等の負担率 39.39 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  
一般素形材部品 

(百万円) 
機器装置類
(百万円) 

計(百万円)
消去又は

全社(百万円) 
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

50,020 7,974 57,994 － 57,994

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

60 25 86 (86) －

計 50,081 8,000 58,081 (86) 57,994

営業費用 47,487 7,281 54,768 1,212 55,981

営業利益 2,593 719 3,312 (1,299) 2,013

Ⅱ 資産、減価償却費、 
減損損失及び資本的支出 

    

資産 58,855 6,599 65,454 7,138 72,593

減価償却費 2,803 110 2,914 115 3,030

減損損失 285 － 285 336 621

資本的支出 3,547 78 3,625 929 4,555

  
一般素形材部品 

(百万円) 
機器装置類
(百万円) 

計(百万円)
消去又は

全社(百万円) 
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

136,902 8,800 145,702 － 145,702

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

39 － 39 (39) －

計 136,941 8,800 145,741 (39) 145,702

営業費用 133,263 7,903 141,166 1,259 142,426

営業利益 3,678 896 4,575 (1,298) 3,276

Ⅱ 資産、減価償却費、 
減損損失及び資本的支出 

    

資産 287,228 8,015 295,244 9,449 304,691

減価償却費 8,790 97 8,888 193 9,081

減損損失 15 － 15 8 23

資本的支出 184,099 43 184,143 31 184,174



(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業区分の主要製品は次のとおりである。 

(1) 一般素形材部品……一般自動車部品(含むアルミホイール)、産業建機部品 

(2) 機器装置類  ……送・配電線用金具、環境装置 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前連結会計年度1,299百万円、当連結会計年度

1,295百万円であり、その主なものは連結財務諸表提出会社の本社の総務部門等管理部門に係る費用である。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度7,138百万円、当連結会計年度9,449百万円であ

り、その主なものは連結財務諸表提出会社の余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部

門に係る資産等である。 

    ５ 当連結会計年度において買収し、連結子会社としたメタルダイン社の買収日（平成19年１月11日）における有形固定資産

及び無形固定資産は資本的支出として一般素形材部品に含まれている。 

６ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

(前連結会計年度) 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適

用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、一般素形材部品の営業費用が147百万円減少し、営業

利益が同額増加している。 

  

 (当連結会計年度) 

     「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「ストック・オプション等に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第８号 平成17年12月27日) 及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日)を適用している。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、一般素形材部品の営業費用が75百万円、機器装置類の営業費用が17百

万円、消去又は全社の営業費用が15百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

  

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法及びアジアに属する国 

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

(2) アジアに属する国   ……タイ国、中国、韓国、インド 

     (3) 米国に属する国    ……アメリカ合衆国 

     (4) 欧州に属する国    ……ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、チェコ共和国、ルクセンブルグ 

    ２ 当連結会計年度より、株式の取得により新たに完全子会社となったメタルダイン社の拠点が属する所在地を勘案し、米

国、欧州、その他の区分を追加している。 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、「1. 事業の種類別セグメント情報」の「(注)

3」に記載したもの及びメタルダイン社ののれんの減価償却費である。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、「1. 事業の種類別セグメント情報」の「(注)4」に記載した

もの及びメタルダイン社ののれんである。メタルダイン社ののれんについては、合理的な基準で所在地別セグメントに配

分することが困難なため、全社資産に含めている。 

  
日本 

(百万円) 
アジア
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

48,813 9,181 57,994 － 57,994

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

474 4,692 5,167 (5,167) －

計 49,288 13,873 63,162 (5,167) 57,994

営業費用 46,074 13,823 59,898 (3,916) 55,981

営業利益 3,213 50 3,264 (1,250) 2,013

Ⅱ 資産 55,363 13,165 68,528 4,064 72,593

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

米国
(百万円) 

欧州
(百万円) 

その他
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び 
営業損益 

      

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

82,694 13,308 34,329 12,180 3,189 145,702 － 145,702

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

397 5,895 1,270 527 1,835 9,927 (9,927) －

計 83,091 19,203 35,600 12,708 5,025 155,629 (9,927) 145,702

営業費用 78,734 18,675 35,651 11,261 4,556 148,879 (6,453) 142,426

営業利益 4,356 528 (51) 1,447 468 6,749 (3,473) 3,276

Ⅱ 資産 115,472 30,920 76,631 60,863 23,205 307,093 (2,402) 304,691



５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

(前連結会計年度) 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適

用している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、日本の営業費用が147百万円減少し、営業利益が同額

増加している。 

  

 (当連結会計年度) 

     「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「ストック・オプション等に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第８号 平成17年12月27日) 及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日)を適用している。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、日本の営業費用が92百万円、消去又は全社の営業費用が15百万円それ

ぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。 

  

  



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

  

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分の方法 

  地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア …… タイ国、中国、韓国 等 

(2) 米国  …… アメリカ合衆国 

(3) 欧州  …… ドイツ、フランス、イギリス 等 

(4) その他 …… カナダ、メキシコ、中東、アフリカ 等 

３ 当連結会計年度より、株式の取得により新たに完全子会社となったメタルダイン社の販売先（市場）を勘案し、米国及び

欧州の区分を追加している。 

４ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,997 460 9,458

Ⅱ 連結売上高(百万円) 57,994

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

15.5 0.8 16.3

  アジア 米国 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 
(百万円) 

12,772 27,946 12,870 9,245 62,834

Ⅱ 連結売上高 
(百万円) 

    145,702

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

8.8 19.2 8.8 6.3 43.1



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(１)親会社及び法人主要株主等 

(注) １ 当社の銀行借入に対して、有価証券の担保提供を受けている。 

   なお、取引金額には、借入金額を記載している。 

 ２ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

３ 引条件及び取引条件の決定方針等 

  上記会社との取引は、市場動向及び同社の希望価格をもとに個々の交渉の上決定している。 

  

(２)役員及び個人主要株主等 

(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社との取引は、市場動向及び同社の希望価格をもとに個々の交渉の上決定している。 

  

(３)子会社等 

(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  上記会社との取引は、市場動向及び当社の希望価格をもとに個々の交渉の上決定している。 

３ 上記会社については、前連結会計年度は貸借対照表のみ連結しているため、関連当事者との取引としては連結財務諸表

上消去されない損益取引のみを記載している。 

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 
事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被 

所有)割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係 

親会社 
RHJインタ
－ナショナ
ル SA/NV 

ベルギ 
－王国 
ブリュ 
ッセル 

118,492 持株会社 被所有
直接63.1 

兼任
１名 －

担保提供
(注)１ 22,929 － －

資金の借入 3,000 － －

当社株式の
取得 3,000 － －

M&Aアドバ
イザリ－
費用 

262 未払金 262

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 
事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被 

所有)割合
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等(当該会
社等の子会社
を含む) 

(有)入交 
昭一郎 

東京都 
小金井市 3 経営コンサル

ティング －
兼任

１名 
－

出向者

人件費 
4 － －

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 
事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被 
所有)割合

(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社 
テクノ 

メタル㈱ 
福島県 
二本松市 

1,940 

ダクタイル
鋳 鉄・普 通
鋳 物・鉄 鍛
造・ア ル ミ
ダイカスト
の 製 造 販
売、機 械 加
工、サ ブ ア
センブリ 

所有
直接66.0 

兼任

５名 
－

利息の受取 13  －  －

アドバイザ
リ－費用及
びリファイ
ナンス費用
の分担金の
受領 

202  －  －



当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

(１)その他の関係会社及び法人主要株主等 

(注) １ 前連結会計年度までの当社の親会社RHJインターナショナル SA/NVは、当社普通株式の海外における募集の実施により

RHJインターナショナル SA/NVの当社議決権保有割合が相対的に減少したため、平成19年３月５日付で「親会社」から

「その他の関係会社」に変更となった。 

    ２ 平成19年１月11日に第三者割当により発行した当社普通株式のうち、他の株式との合意に基づく払込金額の実施的調整

のため、平成19年３月23日にRHJインターナショナル SA/NVより当社普通株式304,924株を無償譲受されている。 

３ 当社の銀行借入に対して、有価証券の担保提供を受けている。 

      なお、取引金額には、借入金額を記載している。 

  

(２)役員及び個人主要株主等 

(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社との取引は、市場動向及び同社の希望価格をもとに個々の交渉の上決定している。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

（百万円） 
事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被 

所有)割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係 

その他の 
関係会社 
(注)１ 

RHJインタ
－ナショナ
ル SA/NV 

ベルギ 
－王国 
ブリュ 
ッセル 

88,491 持株会社 被所有
直接37.0 

兼任
１名 －

自己株式の
無償譲受 
(注)２ 

－ － －

担保提供
(注)３ 19,382 － －

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 
事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被 
所有)割合

(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等(当該
会社等の子会
社を含む) 

(有)入交 
昭一郎 

東京都 
小金井市 3 経営コンサル

ティング －
兼任

１名 
－

出向者

人件費 
4 － －

事務所

賃借料 
1 未払 

費用 1

経費立替 1 未払 
費用 1



(企業結合等関係) 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

（パーチェス法適用） 

   1. 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の

名称及び取得した議決権比率 

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容 

Metaldyne Corporation（以下、「メタルダイン社」という。） 

世界の自動車市場向けの輸送機器関連のメタル部品、アセンブリ及びモジュール製品（パワートレイン部

品、シャシー部品、振動制御部品など）の設計、製造、供給 

(2) 企業結合を行った主な理由 

一般素形材事業におけるグローバル展開及び付加価値の高いモジュール化製品領域の拡充 

(3) 企業結合日 

平成19年１月11日 

(4) 企業結合の法的形式 

株式取得（メタルダイン社を存続会社、Argon Acquisition Corp.を消滅会社とする三角合併方式を用いた交

付金合併による買収） 

(5) 結合後企業の名称 

   メタルダイン社 

(6) 取得した議決権比率 

   100.0％ 

   2. 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成19年１月11日から平成19年４月１日まで 

   3. 被取得企業の取得原価及びその内訳 

    (注)  メタルダイン社の株式は、同社の買収と同時にMetaldyne Holdings LLCへ現物出資したため、

Metaldyne Holdings LLC出資金となっている。 

   4. 発生したのれんの金額、償却の方法及び償却期間 

(1) 発生したのれんの金額 

  49,888百万円 

(2) 発生原因 

メタルダイン社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積りにより発生したも

のである。 

(3) 償却の方法 

定額法 

(4) 償却期間 

20年 

取得の対価  

メタルダイン社の株式(注) 45,391百万円

取得に直接要した支出  

買収関連デュー・デリジェンス 
費用及びアドバイザリー費用 

18百万円

取得原価 45,410百万円



   5. 企業結合日により受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(1) 資産の額 

(2) 負債の額 

   6. 取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名 

(1) 研究開発費等に配分され費用処理された金額 

  278百万円 

(2) 科目名 

売上原価 

7. のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重

平均償却期間 

   8. 取得原価の配分 

一部の項目において、連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を

行っているため、取得原価の配分は完了していない。 

  

流動資産 44,955百万円

固定資産 129,013百万円

資産合計 173,969百万円

流動負債 45,364百万円

固定負債 132,996百万円

負債合計 178,360百万円

少数株主持分 87百万円

主要な種類別の内訳  
加重平均 

償却年数 

特許権等 33,900百万円 20年 

顧客基盤等 26,860百万円 15年 

合計 60,760百万円 17年 



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失であるため記載していない。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

  

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 161.69円 190.39円

１株当たり当期純損失 3.74円 6.40円

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) － 76,082

純資産の部の合計額から 
控除する金額   (百万円) 

－ 26,676

（内、新株予約権） － 108

（内、少数株主持分） － 2,724

（内、優先株式に係る資本金及び 
資本剰余金） 

－ 16,486

（内、残余財産の分配額） － 6,931

（内、Ａ種優先株式の累積配当額） － 150

（内、Ｂ種優先株式の累積配当額） － 74

（内、Ｃ種優先株式の累積配当額 
 及び累積償還差額） 

－ 200

普通株式に係る期末純資産額 
(百万円) 

－ 49,405

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式数(千株) 

－ 259,502



 (2) １株当たり当期純損失 

  

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純損失(百万円) 282 665

普通株主に帰属しない金額(百万円) 50 325

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） － 74

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 
償還差額当期負担分） 

－ 200

普通株式に係る当期純損失(百万円) 332 991

期中平均普通株式数(千株) 60,196 99,162

期中平均転換株式数(千株) 28,687 55,668

期中平均株式数(千株) 88,883 154,830

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成16年６月29日 

 新株予約権（2,367,576個） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月29日 

 新株予約権（1,340,000個） 

詳細については「第４ 提出会社の

状況 １ 株式の状況 (２)新株予

約権等の状況」に記載のとおりであ

る。 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 

詳細については「第４ 提出会社の

状況 １ 株式の状況 (２)新株予

約権等の状況」に記載のとおりであ

る。 



(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

連結財務諸表提出会社は平成18年６月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当

社の執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして下記の新株予約権を発行する

ことを決議した。当該制度の内容は次のとおりである。 

  

(注)１ 当社が株式分割、株式併合又は株式の無償割当てをなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式

数を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合・無償割当ての比率 

  上記の他、下記２に定める行使価額（以下「行使価額」という。）の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につ

き、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各

新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

２ 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における

当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額。 

ただし、その金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回

る場合は、当該数値とする。 

  当社が株式分割、株式併合又は株式の無償割当てを行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式によ

り調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、そ

の他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁

量で適切に調整できるものとする。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はない。 

   決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分 当社執行役及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

株式の数 1,900,000株を上限とする。(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)２ 

新株予約権の行使期間 平成20年６月29日から平成28年６月28日まで 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の一部行使はできないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者の間で締結され

るストックオプション・アグリーメントに定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡はできない。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率 



⑥ 【連結附属明細表】 

  

【社債明細表】 

(注) １ 当該社債は、海外において発行したものであるため「当期末残高」の[ ]内には外貨建てによる金額を付記し

ている。 

   ２ 割引発行した社債 

     Metaldyne Corporation 

     DaimlerChrysler Senior Subordinated Bonds due 2014 券面額 31.7百万ドル 

   ３ 連結決算日後５年間の償還予定額はない。 

  

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限 

Metaldyne 
Corporation 

Senior  
Subordinated  
Bonds due 2012 
[ドル建] 
(注)１ 

平成14年 
６月20日 

－
27,604

[233百万ドル]
11.00 担保付社債 

平成24年 
６月15日 

〃 

Senior Bonds  
due 2013 
[ドル建] 
(注)１ 

平成15年 
10月27日 

－
16,818

[142百万ドル]
10.00 担保付社債 

平成25年 
11月１日 

〃 

DaimlerChrysler 
Senior  
Subordinated 
Bonds due 2014 
[ドル建] 
(注)１、２ 

平成15年 
12月31日 

－
3,554

[30百万ドル]
10.00 担保付社債 

平成26年 
１月15日 

合計 ― ― － 47,977 － ― ― 



【借入金等明細表】 

  

(注) １ 長期借入金及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は次のとおりで

ある。 
  

２ 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。なお、社内預金の「平均利率」は、社

員普通預金規則により適用される利率を記載している。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 4,018 3,610 4.19 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 400 1,813 4.32 ― 

長期借入金 
(１年以内に返済予定のものを 
除く) 

18,626 66,292 7.68
平成20年４月～ 
   平成26年１月 

その他の有利子負債     

１年以内に返済予定のリース債務 305 791 6.69 ― 

リース債務 
（１年以内に返済予定のものを 
除く） 

937 1,923 6.90
平成19年４月～ 
      平成23年６月 

１年以内に返済予定の預り保証金 11 11 1.0 ― 

預り保証金 
（１年以内に返済予定のものを 
除く） 

96 85 1.0
平成20年４月～ 
      平成24年８月 

社内預金 220 212 0.5 ― 

合計 24,615 74,739 － ― 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

2,743 2,335 11,976 4,711



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

   
前事業年度

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)       

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金 ※3 2,468 3,346  

 ２ 受取手形 ※1,3,14 1,361 1,502  

 ３ 売掛金 ※1,3 10,799 11,365  

 ４ 製品 ※3 2,405 2,504  

 ５ 原材料 ※3 1,269 1,273  

 ６ 仕掛品 ※3 1,245 1,078  

 ７ 貯蔵品 ※3 190 196  

 ８ 前払費用  － 74  

 ９ 関係会社短期貸付金 ※3 2,056 2,189  

 10 繰延税金資産  － 1,214  

 11 未収入金 ※1,3 875 399  

 12 その他 ※1 98 73  

   貸倒引当金  △36 △32  

   流動資産合計  22,735 41.9 25,185 22.7

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産     

  １ 建物 ※3 2,552 2,481  

  ２ 構築物 ※3 866 832  

  ３ 機械及び装置 ※3 2,394 2,643  

  ４ 車両運搬具 ※3 29 30  

  ５ 工具器具備品 ※3 1,446 1,137  

  ６ 土地 ※3,4 8,990 8,965  

  ７ 建設仮勘定  298 375  

    有形固定資産合計 ※2 16,579 30.5 16,465 14.9

 (2) 無形固定資産     

  １ ソフトウェア  599 483  

  ２ その他  9 8  

    無形固定資産合計  609 1.1 492 0.4

 (3) 投資その他の資産       

  １ 投資有価証券 ※3 179 224  

  ２ 関係会社株式 ※3 8,286 8,331  

  ３ 関係会社出資金 ※3 143 54,329  

  ４ 関係会社長期貸付金 ※3 4,979 4,450  
  ５ 破産債権・更生債権 
    その他これらに準ずる 
    債権 

 189 201  

  ６ 長期前払費用  15 3  

  ７ 前払年金費用  664 683  

  ８ 繰延税金資産  － 158  

  ９ その他  108 117  

    貸倒引当金  △203 △213  

    投資その他の資産合計  14,362 26.5 68,287 61.8

    固定資産合計  31,551 58.1 85,245 77.1

Ⅲ 繰延資産     

  １ 株式交付費  － 212  
    繰延資産合計  － － 212 0.2

    資産合計  54,286 100.0 110,642 100.0
      



  

  

   
前事業年度

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)       
Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形 ※1,14 2,027 2,202  

 ２ 買掛金 ※1 7,707 8,308  

 ３ 短期借入金 ※3,13 3,700 2,800  

 ４ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

※3,13 400 1,300  

 ５ 一年以内返済予定の 
   長期リース債務 

 87 92  

 ６ 未払金  983 1,041  

 ７ 未払費用  747 756  

 ８ 未払消費税等  76 148  

 ９ 未払法人税等  47 161  

 10 前受金  8 13  

 11 預り金  51 75  

 12 前受収益  － 48  

 13 賞与引当金  526 680  

 14 役員賞与引当金  － 61  

 15 売上損失引当金  751 416  

 16 製品補償引当金  21 14  

 17 完成工事補償引当金  47 43  

 18 設備関係支払手形 ※14 418 534  

   流動負債合計  17,602 32.4 18,698 16.9

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金 ※3,13 16,600 15,282  

 ２ 長期リース債務  340 248  

 ３ 繰延税金負債  27 －  

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債 

※4 2,822 2,816  

 ５ 退職給付引当金  1,625 1,580  

 ６ 役員退職慰労引当金  78 126  

 ７ 環境対策引当金  － 140  

 ８ その他  454 358  
   固定負債合計  21,949 40.5 20,553 18.6

   負債合計  39,552 72.9 39,251 35.5

(資本の部)     
Ⅰ 資本金 ※5 7,218 13.3 － －

Ⅱ 資本剰余金     

  資本準備金  8,142 －    

  資本剰余金合計  8,142 15.0 － －

Ⅲ 利益剰余金     

 (1) 利益準備金  760 －    

 (2) 任意積立金     

   別途積立金  3,904 －    

 (3) 当期未処理損失  8,371 －    

   利益剰余金合計  △3,706 △6.8 － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※4 3,052 5.6 － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金  40 0.0 － －
Ⅵ 自己株式 ※6 △14 △0.0 － －

   資本合計  14,734 27.1 － －

   負債・資本合計  54,286 100.0 － －

      



  

  

   
前事業年度

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － －   34,384 31.1 

２ 資本剰余金               

(1) 資本準備金   －     35,308     

資本剰余金合計     － －   35,308 31.9 

３ 利益剰余金               

(1) 利益準備金   －     760     

(2) その他利益剰余金               

別途積立金   －     3,904     

繰越利益剰余金   －     △6,170     

利益剰余金合計     － －   △1,506 △1.4 

４ 自己株式     － －   △17 △0.0 

株主資本合計     － －   68,169   

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価 
  差額金 

   － －   68 0.1 

２ 土地再評価差額金 ※4   － －   3,044 2.7 

評価・換算差額等合計     － －   3,112 2.8 

Ⅲ 新株予約権     － －   108 0.1 

純資産合計     － －   71,390 64.5 

負債純資産合計     － －   110,642 100.0 

      



② 【損益計算書】 

  

  

   
前事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  47,720 100.0 49,548 100.0
Ⅱ 売上原価 ※3   

 １ 期首製品棚卸高  2,145 2,405   

 ２ 当期製品製造原価  40,666 40,874   

 ３ 当期購入品仕入高  1,922 2,281   

    合   計  44,733 45,561   

 ４ 他勘定振替高 ※1 227 130   

 ５ 期末製品棚卸高  2,405 42,101 88.2 2,504 42,926 86.6

Ⅲ 売上損失引当金取崩額  350 0.7 335 0.6

   売上総利益  5,969 12.5 6,957 14.0

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※2,3 4,821 10.1 5,259 10.6

   営業利益  1,148 2.4 1,698 3.4

Ⅴ 営業外収益    

 １ 受取利息 ※7 28 207   

 ２ 受取配当金 ※7 20 21   

 ３ 為替差益  30 －   

 ４ 固定資産賃借料  4 3   

 ５ 社内発生屑処分益  4 12   

 ６ 雑収入 ※7 32 121 0.3 27 272 0.6

Ⅵ 営業外費用    

 １ 支払利息  494 569   

 ２ 雑損失  217 711 1.5 255 824 1.7
  経常利益  557 1.2 1,146 2.3
Ⅶ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※4,7 72 26   

 ２ 受取保険金  － 10   

 ３ その他 ※6 11 83 0.2 4 41 0.1

Ⅷ 特別損失    
 １ 過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額 

 － 21   

 ２ 固定資産処分損 ※5 221 164   

 ３ 減損損失 ※8 575 8   

 ４ 環境対策引当金繰入額  － 140   
 ５ アドバイザリ－費用及び 
   リファイナンス費用 

※7 646 －   

 ６ その他  0 1,444 3.0 － 334 0.7

   税引前当期純利益  － － 853 1.7

   税引前当期純損失  803 △1.7 － －

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 81 85   

   法人税等調整額  △160 △79 △0.2 △1,423 △1,338 △2.7

当期純利益  － － 2,192 4.4

   当期純損失  724 △1.5 － －

   前期繰越損失  7,890 － 

   土地再評価差額金取崩額  243 － 

   当期未処理損失  8,371 － 

     



製造原価明細書 

  

(注) １ 当社は、標準原価を基準とする総合原価計算により実際原価を算出しており、原価差額は事業年度末において製品、仕掛

品、売上原価等に配賦している。 

２ 他勘定振替高は、自社製固定資産及び研究開発費等への振替高である。 

  

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

１ 材料費   24,011 58.4 26,117 63.3

２ 労務費   5,023 12.2 4,644 11.3

３ 経費     

   減価償却費 1,863 1,678   

   外注加工費 6,643 5,470   

   その他 3,552 12,059 29.4 3,316 10,465 25.4

  当期総製造費用   41,094 100.0 41,228 100.0

  期首仕掛品棚卸高   1,365 1,245 

合計   42,459 42,474 

  期末仕掛品棚卸高   1,245 1,078 

  他勘定振替高   546 521 

  当期製品製造原価   40,666 40,874 



③ 【損失処理計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日である。 

  

  
  前事業年度

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処理損失 
  

8,371 

Ⅱ 次期繰越損失 
  

8,371 

      



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,218 8,142 8,142 

事業年度中の変動額       

 新株の発行       

 当期純利益 27,165 27,165 27,165 

 自己株式の処分       

 土地再評価差額金の取崩       

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)       

事業年度中の変動額合計(百万円) 27,165 27,165 27,165 

平成19年３月31日残高(百万円) 34,384 35,308 35,308 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 760 3,904 △8,371 △3,706 △14 11,640 

事業年度中の変動額             

 新株の発行           54,331 

 当期純利益     2,192 2,192   2,192 

 自己株式の処分         △3 △3 

 土地再評価差額金の取崩     8 8   8 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)             

事業年度中の変動額合計(百万円) － － 2,200 2,200 △3 56,528 

平成19年３月31日残高(百万円) 760 3,904 △6,170 △1,506 △17 68,169 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 40 3,052 3,093 － 14,734 

事業年度中の変動額           

 新株の発行         54,331 

 当期純利益         2,192 

 自己株式の処分         △3 

 土地再評価差額金の取崩         8 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 27 △8 18 108 127 

事業年度中の変動額合計(百万円) 27 △8 18 108 56,656 

平成19年３月31日残高(百万円) 68 3,044 3,112 108 71,390 



財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定している。） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定している。） 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

   時価のないもの 

   同左 

 (2) 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

 (2) 子会社株式及び関連会社株式 

   同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  総平均法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  同左 

３     ――――――――――― ３ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  時価法 

４ 固定資産の減価償却方法 

 (1) 有形固定資産 

   建物(建物附属設備を除く)及び工具器具備品に含

まれる金型 

    定額法 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   建物(建物附属設備を除く)及び工具器具備品に含

まれる金型 

   同左 

   その他の有形固定資産 

    定率法 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

    建物      10～50年 

    機械及び装置  ４～12年 

    工具器具備品  ２～６年 

   その他の有形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

   ソフトウェア 

    自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法 

 (2) 無形固定資産 

   ソフトウェア 

   同左 

   その他の無形固定資産 

    定額法 

   その他の無形固定資産 

   同左 

 (3) 長期前払費用 

   定額法 

 (3) 長期前払費用 

   同左 

５ 繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

  支払時に全額費用処理 

５ 繰延資産の処理方法 

  株式交付費 

  月数を基準とした３年間の定額法により償却 
（株式交付費の会計処理方法の変更） 
当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告

第19号 平成18年８月11日）を適用している。これ

により、従来は株式交付費を支出時の費用として処

理していたが、当事業年度より企業規模の拡大のた

めに行う資金調達などの財務活動にかかる株式交付

費については繰延資産に計上することにした。この

変更は、当事業年度においてメタルダイン社の買収

による完全子会社化と同社の既存借入金の返済のた

め多額の資金調達を行い、これに伴う株式交付費が

多額であることからその支出の効果の及ぶ期間にわ

たって費用配分するものである。この変更により、

従来と同一の基準によった場合に比べ、営業外費用

として計上していた株式交付費は212百万円減少

し、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ同

額多く計上されている。 



  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

６ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上している。 

６ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準

により計上している。 

 (2) 賞与引当金 

   同左 

(3)     ―――――――――――  (3) 役員賞与引当金 

   役員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準に

より計上している。 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度から、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平

成17年11月29日）を適用している。従来より費用

処理していたため、これによる営業利益、経常利

益、税引前当期純利益及び当期純利益に与える影

響はない。なお、貸借対照表については前事業年

度まで「未払費用」に含めて表示していたが、当

事業年度から「役員賞与引当金」として区分掲記

している。 

 (4) 売上損失引当金 

   継続受注品のうち、車種別に売上損益を計算した

結果、損失となる製品売上について、その売上損

失の発生に備えるため、当事業年度末後１年間を

対象に、外部調査会社の車種別生産予測データ等

を用いて見積もった当該車種別の生産台数に、当

事業年度末時点の車種別・台当たり売上損失を乗

じた見込額を計上している。 

 (4) 売上損失引当金 

   継続受注品のうち、車種別に売上損益を計算した

結果、損失となる製品売上について、その売上損

失の発生に備えるため、当事業年度末後６ヶ月間

を対象に、外部調査会社の車種別生産予測データ

等を用いて見積もった当該車種別の生産台数に、

当事業年度末時点の車種別・台当たり売上損失を

乗じた見込額を計上している。なお、受注環境の

変化を踏まえて、当事業年度より見積対象期間を

１年間から６ヶ月間に変更した。 

 (5) 製品補償引当金 

   販売製品に対して将来発生するクレームに対応す

るため、過去の実績を基準にして製品補償引当金

を計上している。 

 (5) 製品補償引当金 

   同左 

 (6) 完成工事補償引当金 

   完成工事に関する瑕疵担保の費用に備えるため、

過去の補償実績割合に基づいて計上している。 

 (6) 完成工事補償引当金 

   同左 

 (7) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上している。 

また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

期から費用処理することとしている。 

 (7) 退職給付引当金 

   同左 

 (8) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に

基づく期末要支給額の100％を計上している。 

 (8) 役員退職慰労引当金 

   同左 

(9)          ――――――――――― (9) 環境対策引当金 

   ポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分等に備えるた

め、処理費用の見積額を計上している。 



  

  

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

７ 売上高の計上基準 

   完成工事高の計上に関して、長期請負工事（請負

金額１億円以上かつ工期１年以上）については、

工事進行基準によっている。なお、当事業年度に

おける工事進行基準による完成工事高は789百万

円である。 

７ 売上高の計上基準 

   完成工事高の計上に関して、長期請負工事（請負

金額１億円以上かつ工期１年以上）については、

工事進行基準によっている。なお、当事業年度に

おける工事進行基準による完成工事高は1,858百

万円である。 

８ 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

いる。 

８ 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  同左 

９ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っている。 

９ リース取引の処理方法 

  同左 

10 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式 

10 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   同左 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用している。これにより、従来と同一の方法

を採用した場合と比べ、営業利益及び経常利益は147百

万円増加し、税引前当期純損失は427百万円増加してい

る。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除している。 

――――――――――― 

――――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月

９日）を適用している。従来の資本の部の合計に相当す

る金額は71,281百万円である。なお、財務諸表等規則の

改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の

部については、改正後の財務諸表等規則により作成して

いる。 



  

  

表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

当事業年度から、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第８号

平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業

会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適用し

ている。これによる営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響は108百万円である。 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――――――――― （貸借対照表関係） 

  前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ていた「前払費用」は、明瞭性の観点から区分掲記し

た。 

 なお、前事業年度における「前払費用」は73百万円で

ある。 

（損益計算書関係） 

  前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示

していた「為替差益」は、営業外収益の100分の10を

超えたため区分掲記した。 

 なお、前事業年度における「為替差益」は５百万円で

ある。 

――――――――――― 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――――――――― 
  

（スプレッド方式による新株発行） 

平成19年３月５日付欧州を中心とする海外市場（ただ

し、米国を除く。）における募集による当社普通株式の

発行は、引受会社が引受価額で買取引受を行い、これを

引受価額と異なる発行価格で一般投資家に販売するスプ

レッド方式によっている。これにより、発行価格と引受

価額の差額353百万円が事実上の引受手数料となってい

る。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度
(平成19年３月31日) 

※１ 関係会社に対する主な資産・負債 

   区分掲記した以外で各科目に含まれている主なも

のは次のとおりである。 

未収入金 725百万円

買掛金 1,968百万円

※１ 関係会社に対する主な資産・負債 

   区分掲記した以外で各科目に含まれている主なも

のは次のとおりである。 

買掛金 2,189百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

27,374百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

25,483百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

   借入金20,700百万円(一年以内に返済予定の長期

借入金400百万円、長期借入金16,600百万円、短

期借入金3,700百万円)の担保に供しているものは

次のとおりである。 

現金及び預金 2,200百万円

受取手形 1,361百万円

売掛金 216百万円

製品 2,405百万円

原材料 1,269百万円

仕掛品 1,245百万円

貯蔵品 190百万円

関係会社短期貸付金 2,056百万円

未収入金 10百万円

建物 2,523百万円

構築物 835百万円

機械及び装置 2,333百万円

車両運搬具 29百万円

工具器具備品 243百万円

土地 8,901百万円

投資有価証券 161百万円

関係会社株式 8,281百万円

関係会社長期貸付金 4,979百万円

計 39,245百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

   借入金19,382百万円(一年以内に返済予定の長期

借入金1,300百万円、長期借入金15,282百万円、

短期借入金2,800百万円)の担保に供しているもの

は次のとおりである。 

現金及び預金 2,261百万円

受取手形 1,502百万円

売掛金 635百万円

製品 2,504百万円

原材料 1,273百万円

仕掛品 1,078百万円

貯蔵品 196百万円

関係会社短期貸付金 2,189百万円

建物 2,345百万円

構築物 805百万円

機械及び装置 2,626百万円

工具器具備品 289百万円

土地 8,882百万円

投資有価証券 206百万円

関係会社株式 8,331百万円

関係会社出資金 53,912百万円

関係会社長期貸付金 4,450百万円

計 93,492百万円

※４ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上し

ている。 

   再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条

第３号に定める固定資産税評価額に基づき、合

理的な調整を行い算出している。 

   再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

   同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

1,479百万円

※４ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上している。 

   再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条

第３号に定める固定資産税評価額に基づき、合

理的な調整を行い算出している。 

   再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

   同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

1,832百万円



  

  

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度
(平成19年３月31日) 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式82,840

株である。 

※５ 授権株数 普通株式 246,797,252株

  Ａ種優先株式 28,572,000株

  Ｂ種優先株式 80,000,000株

   発行済株式数 普通株式 60,277,813株

  Ａ種優先株式 28,572,000株

  Ｂ種優先株式 10,526,316株

――――――――――― 

  

  

  

  

  

――――――――――― 

７ 保証債務 

   関係会社及び従業員の金融機関からの借入金等に

対して、次のとおり債務保証を行っている。 

従業員(銀行モーターローン)     0百万円 

Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co.,Ltd. 

(銀行借入金、リース債務)    2,757百万円 

 (894百万タイバーツ) 

Asahi Tec Metals (Thailand) Co.,Ltd. 

(銀行借入金)           474百万円 

 (156百万タイバーツ) 

   ――――――――――――――――――――― 

   計                3,232百万円 

７ 保証債務 

   関係会社の金融機関からの借入金等に対して、次

のとおり債務保証を行っている。 

Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co.,Ltd. 

(銀行借入金、リース債務)    3,648百万円 

 (925百万タイバーツ) 

Asahi Tec Metals (Thailand) Co.,Ltd. 

(銀行借入金)           520百万円 

 (141百万タイバーツ) 

   ――――――――――――――――――――― 

   計                4,168百万円 



  

  

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度
(平成19年３月31日) 

８ テクノメタル㈱株式の追加購入 

  当社は、ビジネス領域の拡大及び業務効率の向上を

目的として、平成18年２月28日に三菱ふそうトラッ

ク・バス㈱との間で、その100％子会社である三菱

ふそうテクノメタル㈱（現 テクノメタル㈱）の株

式の取得に関する契約を締結し、128千株（66%）を

2,969百万円で取得した。この契約には、契約締結

後18ヶ月経過した日から契約締結後36ヶ月の間に三

菱ふそうトラック・バス㈱が所有するテクノメタル

㈱の残りの持分を当社が一定の価格（現金もしくは

株式交換）で追加取得するという株式買取条項が含

まれている。当該株式買取契約により三菱ふそうト

ラック・バス㈱は、契約締結後18ヶ月経過した日か

ら契約締結後36ヶ月の間にテクノメタル㈱の株式買

取を当社に要請し、その対価に現金あるいは当社株

式を選択することができることになっている。 

  なお、買取価格は以下のように定められている。 

  ① 現金による場合の当社の買取価格 

  ⅰ 契約締結後18ヶ月経過した日から契約締結後24

ヶ月までの買取価格 

  平成18年２月28日のテクノメタル㈱の１株当たり株

式買取価格に７％を加算したものを基準価格とし、

この価格に株式買取契約締結日の１年後の日から三

菱ふそうトラック・バス㈱がテクノメタル㈱の株式

を売却する日までの金利（年利４％）を日割計算し

て加算した価格による。 

  ⅱ 契約締結後24ヶ月超から契約締結後36ヶ月まで

の買取価格 

  上記ⅰの基準価格に４％を加算したものを基準価格

とし、この価格に株式買取契約締結日の２年後の日

から三菱ふそうトラック・バス㈱がテクノメタル㈱

の株式を売却する日までの金利（年利１％）を日割

計算して加算した価格による。 

  ② 株式交換による場合 

  ①で定められた価格を当社株式の市場価格で除した

株式数で交換する。 

８ テクノメタル㈱株式の追加購入 

  当社は、ビジネス領域の拡大及び業務効率の向上を

目的として、平成18年２月28日に三菱ふそうトラッ

ク・バス㈱との間で、その100％子会社である三菱

ふそうテクノメタル㈱（現 テクノメタル㈱）の株

式の取得に関する契約を締結し、128千株（66%）を

2,969百万円で取得した。この契約には、契約締結

後18ヶ月経過した日から契約締結後36ヶ月の間に三

菱ふそうトラック・バス㈱が所有するテクノメタル

㈱の残りの持分を当社が一定の価格（現金もしくは

株式交換）で追加取得するという株式買取条項が含

まれている。なお、平成19年２月27日に三菱ふそう

トラック・バス㈱より、平成19年８月29日付でテク

ノメタル㈱の残りの持分を売却する旨の通知を受領

している。この追加取得の対価として1,670百万円

を予定している。 

９ ㈱バンテックからの訴訟事件 

  平成17年12月26日付で当社の物流業務の委託先であ

った㈱バンテックから295百万円の物流業務委託代

金請求訴訟の提起を受けた。これに対して、当社は

548百万円の反訴を提起した。当社は、裁判におい

て当社の正当性を主張し争っていく方針である。 

９ ㈱バンテックからの訴訟事件 

  平成17年12月26日付で当社の物流業務の委託先であ

った㈱バンテックから295百万円の物流業務委託代

金請求訴訟の提起を受けた。これに対して、当社は

548百万円の反訴を提起した。当社は、裁判におい

て当社の正当性を主張し争っていく方針である。 

10 当座借越契約及びコミットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりである。 

当座借越極度額及び 
コミットメント 

7,500百万円

借入実行残高 3,700百万円

差引額 3,800百万円

10 当座借越契約及びコミットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりである。 

当座借越極度額及び
コミットメント 

7,500百万円

借入実行残高 2,800百万円

差引額 4,700百万円



  

  

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度
(平成19年３月31日) 

11 資本の欠損 

   資本の欠損の額は4,481百万円である。 

――――――――――― 

12 配当制限 

   再評価差額金3,052百万円は、「土地の再評価に

関する法律」第７条の２第１項の規定により、配

当に充当することが制限されている。 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額（土地再

評価差額金を含む）は3,093百万円である。 

   シニアローン及び劣後ローン契約に定める財務制

限条項に抵触しないように配当が制限されてい

る。（詳細は第２［事業の状況］４［事業等のリ

スク］に記載している。） 

12 配当制限 

   再評価差額金3,044百万円は、「土地の再評価に

関する法律」第７条の２第１項の規定により、配

当に充当することが制限されている。 

当社の配当・役員賞与の支払は、その支払後、シ

ニアローン及び劣後ローン契約に定める財務制限

条項に抵触しないこと並びに債務不履行事由及び

潜在的債務不履行事由（ただし、軽微なもので、

かつ別途定める治癒期間内に治癒されると合理的

に見込まれる潜在的債務不履行事由を除く。）は

一切発生しておらず、かつその支払によりそれら

の事由が生じないことが条件となっている。（詳

細は第２［事業の状況］４［事業等のリスク］に

記載している。） 



  

  

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度
(平成19年３月31日) 

※13 財務制限 

㈱あおぞら銀行及び㈱三井住友銀行によるシニア

ローン、㈱あおぞら銀行による劣後ローンには財

務制限条項が付されており、主なものは次のとお

りである。いずれもその事由が発生した場合は、

貸出人の請求によって借入人は本契約上の期限の

利益を失い、直ちに債務の弁済をなさねばならな

い。 

なお、財務制限については連結ベースでの適用と

なる。 

1.ファイナンシャルコベナンツ等計算書に定める指

標が下記に述べる所定の水準を達成できなかった

場合は契約違反となる。 

*1 年間EBITDAに対する年間金融費用(エージェント・フィーを

含む)の割合 

*2 年間フリーキャッシュフローに対する年間元利金支払総額の

割合 

*3 修正融資残高に対する年間EBITDAの割合 

2.個別融資実行日が属する月より、コミットメント

に係る借入の各個別融資の合計残高を毎月計測

し、かかる合計残高は、借入人の連結ベースでの

必要運転資金の範囲内とする。 

3.借入人の配当・役員賞与の支払は、その支払後上

記に述べた財務制限条項に抵触しないことを条件

とする。 

4.年間設備投資額の制限 

平成19年３月期以降の借入人の年間設備投資（設

備投資に係るリースを含む。ただし、金型又は治

具に対する投資は除く）上限額は次のとおりとす

る。ただし、各期の未消化部分については、翌期

に限り繰越可能とする。 

平成19年３月期及び平成20年３月期： 

4,500百万円＋余剰キャッシュフロー×50% 

平成21年３月期以降： 

3,500百万円＋余剰キャッシュフロー×50% 

＊余剰キャッシュフローは、フリーキャッシュフローから約

定返済額、支払利息額、エージェントフィー及びコミットメ

ントフィーを控除した金額 

Interest 

Coverage Ratio 

＊1 

Debt Service 

Coverage 

Ratio ＊2 

レバレッジ 

比率 ＊3 

平成18年３月期から平成19年12月期まで 

6.0以上 1.0以上 3.5以下 

平成20年３月期から平成21年12月期まで 

6.0以上 1.0以上 2.5以下 

平成22年３月期以降 

6.0以上 1.0以上 2.0以下 

※13 財務制限 

㈱あおぞら銀行、㈱三井住友銀行、㈱東京スター

銀行及び㈱みずほコーポレート銀行によるシニア

ローン、㈱あおぞら銀行による劣後ローンには財

務制限条項が付されており、主なものは次のとお

りである。いずれもその事由が発生した場合は、

貸出人である㈱あおぞら銀行の請求によって借入

人は本契約上の期限の利益を失い、直ちに債務の

弁済をなさねばならない。 

なお、財務制限については平成19年１月11日付で

全株式を取得し、当社の子会社となったメタルダ

イン社を含まない連結ベースでの適用となる。 

1.ファイナンシャルコベナンツ等計算書に定める指

標が下記に述べる所定の水準を達成できなかった

場合は契約違反となる。 

*1 年間EBITDAに対する年間金融費用(エージェント・フィーを

含む)の割合 

*2 年間フリーキャッシュフローに対する年間元利金支払総額の

割合 

*3 修正融資残高に対する年間EBITDAの割合 

2.個別融資実行日が属する月より、コミットメント

に係る借入の各個別融資の合計残高を毎月計測

し、かかる合計残高は、借入人の連結ベースでの

必要運転資金の範囲内とする。 

3.借入人の配当・役員賞与の支払は、その支払後上

記に述べた財務制限条項に抵触しないことを条件

とする。 

4.年間設備投資額の制限 

平成19年３月期以降の借入人の年間設備投資（設

備投資に係るリースを含む。ただし、金型又は治

具に対する投資は除く）上限額は次のとおりとす

る。ただし、各期の未消化部分については、翌期

に限り繰越可能とする。 

平成19年３月期及び平成20年３月期： 

4,500百万円＋余剰キャッシュフロー×50% 

平成21年３月期以降： 

3,500百万円＋余剰キャッシュフロー×50% 

＊余剰キャッシュフローは、フリーキャッシュフローから約

定返済額、支払利息額、エージェントフィー及びコミットメ

ントフィーを控除した金額 

Interest 

Coverage Ratio 

＊1 

Debt Service 

Coverage 

Ratio ＊2 

レバレッジ 

比率 ＊3 

平成18年３月期から平成19年12月期まで 

6.0以上 1.0以上 3.5以下 

平成20年３月期から平成21年12月期まで 

6.0以上 1.0以上 2.5以下 

平成22年３月期以降 

6.0以上 1.0以上 2.0以下 



  

  

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度
(平成19年３月31日) 

――――――――――― ※14 期末日満期手形  

   期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理している。なお、当事業年度の末日は

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が事業年度末残高に含まれている。 

受取手形 131百万円

支払手形 311百万円

設備関係支払手形 40百万円



(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 他勘定振替高の内容 

   不良返品の原材料への振替高等である。 

※１ 他勘定振替高の内容 

同左 

※２ 販売費及び一般管理費中の主要な費目及び金額は

次のとおりである。 

   なお、販売費及び一般管理費中の販売費と一般管

理費のおよその割合は、販売費が53％、一般管理

費が47％である。 

荷造費、運賃 1,579百万円

給料賃金、賞与手当 1,073百万円

賃借料 174百万円

貸倒引当金繰入額 8百万円

賞与引当金繰入額 135百万円

退職給付費用 85百万円

役員退職慰労引当金繰入額 34百万円

旅費交通費 260百万円

減価償却費 127百万円

※２ 販売費及び一般管理費中の主要な費目及び金額は

次のとおりである。 

   なお、販売費及び一般管理費中の販売費と一般管

理費のおよその割合は、販売費が51％、一般管理

費が49％である。 

荷造費、運賃 1,383百万円

給料賃金、賞与手当 1,042百万円

賃借料 146百万円

貸倒引当金繰入額 10百万円

賞与引当金繰入額 191百万円

役員賞与引当金繰入額 61百万円

退職給付費用 79百万円

役員退職慰労引当金繰入額 87百万円

減価償却費 203百万円

※３ 当期一般管理費及び製造費用に含まれる 

研究開発費 

526百万円

※３ 当期一般管理費及び製造費用に含まれる 

研究開発費 

534百万円

※４ 固定資産売却益の内容 

機械装置売却益 55百万円

土地売却益 16百万円

建物売却益 0百万円

工具器具備品売却益 0百万円

計 72百万円

※４ 固定資産売却益の内容 

機械装置売却益 15百万円

土地売却益 7百万円

その他売却益 4百万円

計 26百万円

※５ 固定資産処分損の内容 

建物除却損 2百万円

機械及び装置除却損 128百万円

工具器具備品除却損 62百万円

その他除却損 12百万円

その他売却損 6百万円

固定資産撤去費用 9百万円

計 221百万円

※５ 固定資産処分損の内容 

建物除却損 5百万円

機械及び装置除却損 42百万円

工具器具備品除却損 76百万円

その他除却損 1百万円

その他売却損 0百万円

固定資産撤去費用 37百万円

計 164百万円

※６ その他の内容 

役員退職慰労引当金取崩額 9百万円

貸倒引当金戻入額 1百万円

計 11百万円

※６ その他の内容 

ゴルフ会員権売却益 4百万円

※７ 関係会社に係る主なものは以下のとおりである。 

   （営業外収益） 

関係会社受取利息 26百万円

関係会社受取配当金 16百万円

雑収入 28百万円

※７ 関係会社に係る主なものは以下のとおりである。 

   （営業外収益） 

関係会社受取利息 206百万円

関係会社受取配当金 15百万円

雑収入 14百万円

   （特別利益） 

   （特別損失） 

固定資産売却益 50百万円

アドバイザリー費用及び 
リファイナンス費用 

262百万円

   （特別利益） 

   

固定資産売却益 16百万円



  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※８ 減損損失 

当社は、当事業年度において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上している。当社は、管

理会計上の事業ごと、又は物件ごとに資産のグル

ーピングを行っている。 

上記資産グループのうち、アルミホイール事業に

ついては、事業の再編成による国内生産の停止に

伴い、国内アルミホイール生産設備に係る資産グ

ループの回収可能価額が低下したため、また、遊

休資産については、将来の用途が定まっていない

ため、減損損失を特別損失に計上した。 

減損損失の内訳は、建物２百万円、機械及び装置

168百万円、土地367百万円、その他37百万円であ

る。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額により測定しており、正味売却価額は、

不動産鑑定評価額や売却予定価額等から処分費用

見込額を差し引いて算定している。 

用途 種類 場所 
減損損失 

（百万円）

アルミホイール 

事業 

建物、機械 

及び装置、 

土地、その他 

静岡県 

菊川市 
191 

遊休資産 
機械及び 

装置、土地 

静岡県 

菊川市 
383 

    計 575 

※８ 減損損失 

当社は、当事業年度において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上している。当社は、管

理会計上の事業ごと、又は物件ごとに資産のグル

ーピングを行っている。 

上記遊休資産については、将来の用途が定まって

いないため、減損損失を特別損失に計上した。 

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定

しており、正味売却価額は、不動産鑑定評価額に

より算定している。 

  

用途 種類 場所 
減損損失 

（百万円）

遊休資産 土地 
静岡県 

菊川市 
8 

    計 8 



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

   RHJインターナショナル SA/NVからの無償譲受による増加   304千株 

単元未満株式の買取りによる増加   11千株 

  

株式の種類 
前事業年度末 

株式数（千株） 

当事業年度 

増加株式数（千株） 

当事業年度 

減少株式数（千株） 

当事業年度末 

株式数（千株） 

普通株式 82 316 － 399 



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

次へ 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定している。 

  

有形固定資産 無形固定資産 

合計
(百万円) 工具 

器具備品 
(百万円) 

ソフト 
ウェア 
(百万円) 

取得価額 
相当額 

21 13 34

減価償却 
累計額 
相当額 

20 11 31

期末残高 
相当額 

1 2 3

 (注) 同左 

有形固定資産

合計 
(百万円) 工具

器具備品 
(百万円) 

取得価額
相当額 

6 6 

減価償却
累計額 
相当額 

5 5 

期末残高
相当額 

0 0 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。 

 １年内 3百万円

 １年超 －百万円

 合計 3百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 (注) 同左 

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 0百万円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

 支払リース料 8百万円

 減価償却費相当額 8百万円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はない。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

（減損損失について） 

 同左 



(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(繰延税金資産) 

賞与引当金 209百万円

減価償却費 110百万円

退職給付引当金 382百万円

関係会社株式評価損 676百万円

アドバイザリー費用 
及びリファイナンス費用 

220百万円

金型有姿除却否認 219百万円

売上損失引当金 298百万円

リース資産（機械装置）廃却損 180百万円

税務上の繰越欠損金 1,863百万円

その他 797百万円

繰延税金資産小計 4,959百万円

評価性引当額 △4,959百万円

繰延税金資産合計 －

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △27百万円

繰延税金負債合計 △27百万円

繰延税金負債の純額 △27百万円

再評価に係る繰延税金資産 487百万円

評価性引当額 △487百万円

再評価に係る繰延税金負債 △2,822百万円

再評価に係る繰延税金負債の純額 △2,822百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(繰延税金資産)  

賞与引当金 265百万円

減価償却費 396百万円

退職給付引当金 356百万円

関係会社株式評価損 676百万円

アドバイザリー費用
及びリファイナンス費用 

171百万円

金型有姿除却否認 222百万円

売上損失引当金 165百万円

リース資産（機械装置）廃却損 147百万円

税務上の繰越欠損金 1,604百万円

その他 576百万円

繰延税金資産小計 4,583百万円

評価性引当額 △3,165百万円

繰延税金資産合計 1,417百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △44百万円

繰延税金負債合計 △44百万円

繰延税金資産（負債）の純額 1,372百万円

再評価に係る繰延税金資産 486百万円

評価性引当額 △486百万円

再評価に係る繰延税金負債 △2,816百万円

再評価に係る繰延税金負債の純額 △2,816百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 39.75％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 △1.82

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目 

0.07

住民税均等割 △2.01

評価性引当額 △26.12

税効果適用後の法人税等の負担率 9.87

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 39.75％

(調整)   
交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

6.62 

受取配当金等永久に益金に算入され 
ない項目 

△0.11 

控除不能源泉税（外国税等） 8.39 

住民税均等割 1.60 

評価性引当額 △213.06 

その他 △0.05 

税効果適用後の法人税等の負担率 △156.86 



(企業結合等関係) 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載していない。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜株株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載していない。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 151.75円 １株当たり純資産額 182.81円

１株当たり当期純損失 8.71円 １株当たり当期純利益 12.06円

潜在調整後１株当たり純利益 － 潜在調整後１株当たり純利益 11.26円

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) － 71,390

純資産の部の合計額から 
控除する金額   (百万円) 

－ 23,951

（内、新株予約権） － 108

（内、優先株式に係る資本金及び 
資本剰余金） 

－ 16,484

（内、残余財産の分配額） － 6,931

（内、Ａ種優先株式の累積配当額） － 150

（内、Ｂ種優先株式の累積配当額） － 74

（内、Ｃ種優先株式の累積配当額 
 及び累積償還差額） 

－ 200

普通株式に係る期末純資産額 
(百万円) 

－ 47,438

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式数(千株) 

－ 259,502



(2) １株当たり当期純利益又は純損失（△） 

  

  

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純利益又は純損失（△） 
(百万円) 

△724 2,192

普通株主に帰属しない金額(百万円) 50 325

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） － 74

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 
償還差額当期負担分） 

－ 200

普通株式に係る当期純利益 
又は純損失       (百万円) 

△774 1,866

期中平均普通株式数(千株) 60,196 99,162

期中平均転換株式数(千株) 28,687 55,668

期中平均株式数(千株) 88,883 154,830

潜在調整後１株当たり当期純利益  

当期純利益調整額(百万円) － 325

（内、Ａ種優先株式配当金） 50 50

（内、Ｂ種優先株式配当金） － 74

（内、Ｃ種優先株式配当金及び 
償還差額当期負担分） 

－ 200

普通株式増加数(千株) － 39,922

（内、新株予約権） － 1,447

（内、Ｃ種優先株式） － 38,474

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 

株主総会の特別決議日 

 平成16年６月29日 

 新株予約権（2,367,576個） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月29日 

 新株予約権（1,340,000個） 

詳細については「第４ 提出会社の

状況 １ 株式の状況 (２)新株予

約権等の状況」に記載のとおりであ

る。 

新株予約権 

臨時株主総会の特別決議日 

 平成18年11月16日 

 新株予約権（3,031,835個） 

詳細については「第４ 提出会社の

状況 １ 株式の状況 (２)新株予

約権等の状況」に記載のとおりであ

る。 



(重要な後発事象) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

    当社は平成18年６月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役

及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして下記の新株予約権を発行することを

決議した。当該制度の内容は次のとおりである。 

(注)１ 当社が株式分割、株式併合又は無償割当てをなす場合、次の算式により未行使の新株予約権の目的となる株式数を調

整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

        調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合・無償割当ての比率 

  上記の他、下記２に定める行使価額（以下「行使価額」という。）の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につ

き、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新

株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

２ 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における当

社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額。 

ただし、その金額が新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該数値とする。 

当社が株式分割、株式併合又は株式の無償割当てを行う場合には、１株当たりの行使価額を以下に定める算式により

調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、当社の取締役会が１株当たりの行使価額をその裁量で

適切に調整できるものとする。 

  
当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

   該当事項はない。 

   決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分 当社執行役及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

株式の数 1,900,000株を上限とする。(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額 (注)２ 

新株予約権の行使期間 平成20年６月29日から平成28年６月28日まで 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の一部行使はできないものとする。 

②その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者の間で締結され

るストックオプション・アグリーメントに定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡はできない。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則124条の規定により記載を省略し

ている。 

  



【有形固定資産等明細表】 

  

  

資産の種類 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却累 

計額(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高(百万円) 

有形固定資産       

 建物 6,555 59 22 6,593 4,112 124 2,481

 構築物 2,677 20 1 2,696 1,864 54 832

 機械及び装置 19,862 922 2,183 18,600 15,957 599 2,643

 車両運搬具 170 14 17 167 136 12 30

 工具器具備品 5,398 787 1,636 4,549 3,412 933 1,137

 土地 8,990 － 
25
(8)

8,965 － － 8,965

 建設仮勘定 298 3,116 3,040 375 － － 375

有形固定資産計 43,954 4,992 
6,927

(8)
41,949 25,483 1,725 16,465

無形固定資産       

 ソフトウェア － － － 810 327 143 483

 その他 － － － 26 17 1 8

無形固定資産計 － － － 837 345 144 492

長期前払費用 211 0 － 211 208 12 3

繰延資産       

 株式交付費 － 228 － 228 16 16 212

繰延資産計 － 228 － 228 16 16 212



(注) １ なお、当期減少額のうち( )内は内数で減損損失の計上額である。 

          ２ 当期増加額の主なものの内容 

機械及び装置 

工具器具備品 

建設仮勘定 

当社の有形固定資産は、全て建設仮勘定を経由しているので、当期の増加額のうち大部分は、本勘定の増加と重複

して表示されている。 

          ３ 当期減少額の主なものの内容 

機械及び装置 

工具器具備品 

          ４ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載

を省略している。 

  

豊川工場 ナマシラインの増設（第２ナマシライン） 224 百万円

豊川工場 ＮＯ－２バッチショット更新 43  

その他 654  

        計 922  

型 631 百万円

治工具他 156   

        計 787  

ホイール工場 ダライ粉溶解設備の売却 79 百万円

その他 2,104  

        計 2,183  

貸与型の売却・廃却 221 百万円

治工具他 1,415  

        計 1,636  



【引当金明細表】 

  

(注)  貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収に伴う戻入額０百万円、及び洗替による取崩額６百万円である。 

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 240 18 5 7 246

賞与引当金 526 680 526 － 680

役員賞与引当金 － 61 － － 61

売上損失引当金 751 416 751 － 416

製品補償引当金 21 3 10 － 14

完成工事補償引当金 47 20 24 － 43

役員退職慰労引当金 78 109 61 － 126

環境対策引当金 － 140 － － 140



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

平成19年３月31日現在、貸借対照表における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

  

  

ｂ 受取手形 

相手先別内訳 

  

期日別内訳 

  

  

区分 金額(百万円) 

現金 0

預金  

当座預金 519

普通預金 2,759

自由金利型定期預金 68

小計 3,346

合計 3,346

相手先 金額(百万円) 

㈱ヤマザキ 219

㈱エム・エス・ディ 176

㈱スエヒロ産業 84

荒川工業㈱ 77

誠新産業㈱ 63

その他 880

計 1,502

平成19年３月 
(百万円) 

４月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

６月
(百万円) 

７月
(百万円) 

８月
(百万円) 

計 
(百万円) 

131 312 469 203 333 51 1,502



ｃ 売掛金 

相手先別内訳 
  

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。 

  

ｄ 製品・仕掛品 
  

  

ｅ 原材料 
  

相手先 金額(百万円) 

三菱自動車工業㈱ 1,755

三菱ふそうトラック・バス㈱ 1,721

東京都庁 705

カヤバ工業㈱ 683

日産ディーゼル工業㈱ 509

その他 5,990

計 11,365

前期繰越高 
(百万円) 
(Ａ) 

当期発生高 
(百万円) 

(Ｂ) 

当期回収高
(百万円) 
(Ｃ) 

次期繰越高
(百万円) 
(Ｄ) 

回収率(％) 
  

(Ｃ)  
―――――×100
(Ａ)＋(Ｂ) 
  

  

  
滞留期間(日) 

  
  (Ａ)＋(Ｄ) 

２ 
――――― 

    (Ｂ) 
  ――――― 
    365 

10,799 52,004 51,438 11,365 81.90 77.78

区分
金額(百万円) 

製品 仕掛品 

ダクタイル鋳鉄鋳物 508 321

アルミニウム合金鋳物 538 527

架線金具 479 39

環境装置 354 1

アルミホイール 599 176

その他 24 12

計 2,504 1,078

区分 金額(百万円) 

ダクタイル鋳鉄鋳物原料 182

アルミニウム合金鋳物原料 173

その他の鋳物原料 3

部分品 913

計 1,273



ｆ 貯蔵品 

  

  

ｇ 関係会社株式 

  

  

ｈ 関係会社出資金 

  

  

ｉ 関係会社長期貸付金 
  

  
  

区分 金額(百万円) 

補修部品・補助材料他 196

銘柄 金額(百万円) 

Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co., Ltd. 4,532

テクノメタル㈱ 2,969

Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd. 577

Shippo Asahi Moulds (Thailand) Co., Ltd. 142

豊栄工業㈱ 73

アサヒサービス㈱ 20

アサヒテックサービス㈱ 10

旭テック東北販売㈱ 6

計 8,331

銘柄 金額(百万円) 

Metaldyne Holdings LLC 53,912

Wheelhorse Asahi Aluminium Co., Ltd. 229

Dicastal Asahi Aluminium Co., Ltd. 143

Guangzhou Asahi Dongling Research & Development Co., Ltd. 43

計 54,329

貸付先 当期末残高(百万円) 

テクノメタル㈱ 4,450

計 4,450



② 負債の部 

ａ 支払手形 

相手先別内訳 
  

  

期日別内訳 

  

  

ｂ 買掛金 

相手先別内訳 
  

  

相手先 金額(百万円) 

㈱ユース・ラット 142

ナガサキ工業㈱ 132

㈱瓢屋 105

日本ファンドリーサービス㈱ 93

㈱日邦 65

その他 1,663

計 2,202

平成19年４月 
(百万円) 

４月 
(百万円) 

５月 
(百万円) 

６月
(百万円) 

７月
(百万円) 

計 
(百万円) 

311 517 528 549 294 2,202

相手先 金額(百万円) 

豊栄工業㈱ 1,044

Asahi Tec Aluminium(Thailand) Co., Ltd. 882

協和機電工業㈱ 421

三菱商事軽金属販売㈱ 300

㈱東海鋳造所 240

豊田通商㈱ 214

その他 5,205

計 8,308



ｃ 短期借入金 

  

  

d 長期借入金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はない。 

  

借入先 当期末残高(百万円) 

㈱あおぞら銀行 2,000

㈱三井住友銀行 1,146

㈱東京スター銀行 571

㈱みずほコーポレート銀行 381

計 4,100

借入先 当期末残高(百万円) 

㈱あおぞら銀行 10,191 

㈱三井住友銀行 2,133 

㈱東京スター銀行 1,774 

㈱みずほコーポレート銀行 1,182 

計 15,282 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項に掲げる権利並び

に株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していない。 

  

事業年度 ４月１日から３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 
１株券・10株券・50株券・100株券・500株券・1,000株券・10,000株券・ 
100,000株券・100株未満株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日
３月31日 

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所 
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 本店及び全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき300円 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所 
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 本店及び全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 

電子公告
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
ある。 
http://www.asahitec.co.jp/kessan/index.html 

株主に対する特典 該当事項なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には親会社等はない。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出している。 

  

(1) 臨時報告書 

  提出会社・連結会社の財政状況及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生に基づく企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を平成18年５月22日関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第99期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(3) 有価証券報告書の訂正報告書 

  平成18年７月４日関東財務局長に提出 

  事業年度 第99期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の有価証券報告書にかかる訂正報告書であ

る。 

(4) 有価証券届出書（第３回新株予約権証券）及びその添付書類 

  平成18年８月31日関東財務局長に提出 

(5) 有価証券届出書（第４回新株予約権証券）及びその添付書類 

  平成18年８月31日関東財務局長に提出 

(6) 有価証券届出書の訂正届出書（第３回新株予約権証券） 

  平成18年９月１日関東財務局長に提出 

  平成18年８月31日に提出した有価証券届出書（第３回新株予約権証券）にかかる訂正届出書である。 

(7) 有価証券届出書の訂正届出書（第４回新株予約権証券） 

  平成18年９月１日関東財務局長に提出 

  平成18年８月31日に提出した有価証券届出書（第４回新株予約権証券）にかかる訂正届出書である。 

(8) 臨時報告書 

  連結子会社の合併に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第15号の２の規定に基づく臨時報告書

を平成18年９月４日関東財務局長に提出 

(9) 臨時報告書の訂正報告書 

  平成18年11月16日関東財務局長に提出 

  平成18年９月４日に提出した臨時報告書にかかる訂正報告書である。 

(10)臨時報告書 

  募集によらない有価証券の発行に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の規定に基づく臨

時報告書を平成18年11月30日関東財務局長に提出 

(11)有価証券届出書（株式）及びその添付書類 

  平成18年11月30日関東財務局長に提出 

(12)有価証券届出書の訂正届出書（株式） 

  平成18年11月30日関東財務局長に提出 

  平成18年11月30日に提出した有価証券届出書（株式）にかかる訂正届出書である。 



(13)有価証券報告書の訂正報告書 

  平成18年12月12日関東財務局長に提出 

  事業年度 第99期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の有価証券報告書にかかる訂正報告書であ

る。 

(14)有価証券届出書の訂正届出書（株式） 

平成18年12月12日関東財務局長に提出 

  平成18年11月30日に提出した有価証券届出書（株式）にかかる訂正届出書である。 

(15)半期報告書 

  事業年度 第100期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月22日関東財務局長に提出 

(16)有価証券届出書（第５回新株予約権証券）及びその添付書類 

  平成18年12月25日関東財務局長に提出 

(17)臨時報告書の訂正報告書 

  平成19年１月12日関東財務局長に提出 

  平成18年９月４日に提出した臨時報告書にかかる訂正報告書である。 

(18)臨時報告書 

主要株主の異動に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書を平成

19年１月12日関東財務局長に提出 

(19)有価証券届出書の訂正届出書（第５回新株予約権証券） 

  平成19年１月12日関東財務局長に提出 

  平成18年12月25日に提出した有価証券届出書（第５回新株予約権証券）にかかる訂正届出書である。 

(20)臨時報告書 

代表執行役の異動に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平

成19年１月25日関東財務局長に提出 

(23)臨時報告書 

本邦以外の地域における株式の売出しに基づく企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第１号

の規定に基づく臨時報告書を平成19年２月13日関東財務局長に提出 

(24)臨時報告書 

代表執行役の異動に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平

成19年２月19日関東財務局長に提出 

(25)臨時報告書の訂正報告書 

  平成19年２月27日関東財務局長に提出 

  平成19年２月13日に提出した臨時報告書にかかる訂正報告書である。 

(26)臨時報告書 

親会社の異動に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成19

年３月５日関東財務局長に提出 

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 



独立監査人の監査報告書 

  
  

平成１８年 ６月 ２９日
  
旭テック株式会社 
 取締役会   御中  
  
  

監査法人  ト ー マ ツ 
  

  

  

  
  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る旭テック株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、旭テック株式会社及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  

追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の

減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  赤  塚  安  弘 ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  髙  橋  寿  佳 ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  宮  川  明  子 ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  
  

平成19年６月28日
  
旭テック株式会社 
 取締役会   御中 
  
  

あ ず さ 監 査 法 人 
  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

旭テック株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、旭テック株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は株式交付費について支出時に

費用処理する方法から繰延資産として計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  中  村  嘉  彦 ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  椎  名   弘   ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  
  

平成１８年 ６月 ２９日
  
旭テック株式会社 
 取締役会   御中  
  
  

監査法人  ト ー マ ツ 
  

  

  

  
  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る旭テック株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第９９期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、

試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、旭

テック株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係

る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

           以  上

  

  

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  赤  塚  安  弘 ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  髙  橋  寿  佳 ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  宮  川  明  子 ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  
  

平成19年６月28日

  
旭テック株式会社 
 取締役会   御中  
  
  

あ ず さ 監 査 法 人 
  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

旭テック株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第100期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、

試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、旭

テック株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は株式交付費について支出時に費用

処理する方法から繰延資産として計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

           以  上

  

  

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  中  村  嘉  彦 ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
  公認会計士  椎  名   弘   ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が別途保管しております。 
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